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第１節 交流人口の拡大 
 
１．本市における観光情勢

（１）概要

震災により、国内外を問わず仙台・東北

を訪れる人は減少したが、交流人口を回復

し、経済を活性化させ、東北の復興を力強

く牽引していくためには、復興とその先を

見据えた取り組みが必要不可欠である。そ

のため、賑わい拠点の創出や観光キャンペ

ーン実施による誘客拡大を推進するととも

に、経済活力の獲得を見込めるコンベンシ

ョンの誘致を積極的に進めることとし、こ

れらを震災復興計画の 万人復興プロジ

ェクトや「仙台経済ステップアッププラン」、

「仙台経済成長デザイン」にも位置づけな

がらさまざまな取り組みを進めてきた。

（２）観光客入込数および宿泊者数

震災のあった平成 年の本市の観光客

入込数は前年と比較すると激減しているが、

後述する取り組みの成果もあり、平成 年

には震災前と同水準に、さらに平成 年に

は観光客入込数 万 人と、前年

比 の増加となり、過去最高値となっ

た。

図表 観光客入込数

年 観光客入込数

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

主な要因としては、７月１日に開業した

「仙台うみの杜水族館」、 月６日の地下

鉄東西線の開業に合わせて実施期間を延長

して開催した「 光のページェント」

などが考えられる。

また、平成 年における年間宿泊客数は

人で、前年に比べ 増加し、

全ての月で前年比増となった。このうち、

外国人宿泊客数は 人で、平成 年

に比べ と大幅に増加し、震災前の平

成 年の水準を 上回るとともに、過

去最高値 人（平成 年）を更新し

た。

図表 宿泊者数

年 宿泊者数

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

平成 年 万 人

図表 外国人宿泊者数

年 外国人宿泊者数

平成 年 人

平成 年 人

平成 年 人

平成 年 人

平成 年 人

平成 年 人

２．東北連携と観光

（１）東北地方の人口推計と東北連携の必要性

少子高齢化の進展により、東北地方の人

口は 年の 万人をピークに減少して

おり、総務省の平成 年国勢調査人口速報

集計結果によれば、東北地方の人口は戦後

初めて 万人を割り込んだ。また、国立

社会保障・人口問題研究所の推計によれば、

東北地方の人口は 年には 万人を割

り込むと推計されている（図表 参

照）。
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図表 本市の将来人口推計

（出典：「仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 年３月））

（２）東北六魂祭

①経緯

震災後、祭りやイベント開催への自粛ム

ードが全国的に広がっており、また、原発

事故などによる風評被害の広がりもあり、

地域経済に深刻な影響が生じていた。

平成 年度は本市においても例年５月

に開催している「仙台・青葉まつり」が安

全の確保や被災者への配慮、復旧支援活動

への参加等の理由により中止となった。

このように、祭りなどが自粛ムードに包

まれている中、平成 年４月、青森市長か

ら仙台市長に対し、「青森ねぶた」を仙台で

披露し、被災地を元気づけたいという申出

があり、また、被災地支援を希望する民間

企業からの協力・提案をきっかけに、本市

と「東北夏祭りネットワーク」の事務局を

担う仙台商工会議所が中心となり、東北６

市の夏祭りを一同に集めたイベントを開催

することが検討された。

５月 日には、東北６市（青森市、秋田

市、盛岡市、山形市、本市、福島市）と６

祭り団体（青森ねぶた祭実行委員会、秋田

竿燈まつり実行委員会、盛岡さんさ踊り実

行委員会、山形県花笠協議会、仙台七夕ま

つり協賛会、福島わらじまつり実行委員会）

で構成する「東北六魂祭実行委員会」を設

立。東北が一つになり、震災の犠牲になっ

た多くの方の魂を弔い、東北の復興情報や

地域の魅力を国内外に発信するため「東北

六魂祭」の開催が決定した。

②東北六魂祭の開催

「鎮魂と復興」をテーマに掲げ、平成

年７月 日、 日の２日間、市内におい

て第１回の「東北六魂祭」が開催された。

被災地を支援しようという機運の高まりも

あり、開催当日は約 万人の人出があり大

変な盛り上がりを見せた。

しかし、予想を超える人出により、市内

の主要な通りや地下鉄の駅構内がすし詰め

状態となるなど、交通や見物客の誘導に混

乱を来たした。このため、安全面を考慮し、

１日目のパレードを途中で中止する状況と

子ども（ 歳未満） 準生産年齢人口 ～ 歳 高齢人口 歳以上）（

万

人

） 
 

（

万
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図表 東北地方の長期人口推移

※ 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」の

データに基づく推計値。総人口については、年齢不詳は除いている。

（出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」）

本市の人口は、平成 年度以降、ほぼ横

ばいの状況となっていたが、東日本大震災

後の大幅な転入超過により、再び人口が増

加している。これは、震災復興需要や被災

した他自治体からの避難などの要因による

部分が大きいものと考えられる。今後は、

東北地方の人口減少に伴い、転入数も減少

していくことが予想され、自然減とも相ま

って、本市人口は平成 年をピークに減少

していくことが見込まれている（本市独自

推計、図表 参照）。

本市の発展には、東北の活力を維持、向

上させる取り組み、特に、地域経済への波

及効果の大きい交流人口拡大の取り組みが

必要不可欠となっている。
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震災後は、東京電力福島第一原子力発電

所事故等による風評被害や関東以西におけ

る震災の風化防止を目的として、比較的馴

染みの薄かった東北の食文化や観光の魅力

を伝えるため、平成 年１月に福島市、山

形市と３市合同で大阪市内において観光物

産展を開催するなど、南東北エリアの知名

度向上や誘客促進に向けた取り組みを実施

している。

３．仙台三大まつり

（１）仙台七夕まつり

七夕は、古くは藩祖伊達政宗公の時代か

ら続く伝統行事とも言われており、今日で

は日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華

絢爛さを併せ持つお祭りとして全国に知ら

れている。七夕は元来、旧暦７月７日に行

われていたが、「仙台七夕まつり」は新暦の

月遅れの８月に実施することとしており、

毎年８月６日から８日に開催している。

震災後の平成 年８月に開催された「仙

台七夕まつり」は、「鎮魂」と「復興」をテ

ーマとして、復興への願いを込めて市内の

小・中学生が８万羽の折り鶴を使って作っ

た七夕飾り（吹き流し）が飾られ、その他

にも復興への願いや支援への感謝の想いが

込められた折り鶴や短冊が、ＪＲ仙台駅を

含む市内中心部の主要会場で展示された。

児童生徒による七夕飾りの取り組みは、以

降毎年続けられている。

また、笹竹に短冊を吊るし、祈りを込め

るという七夕の原点に立ち返り、「 万人

の七夕飾り」を実施した。

笹竹は各区役所、市民センター、八木山

動物公園など市内 カ所ほどに約 本設

置し、市民の方々に短冊をかけてもらう取

り組みを行い、思い思いの言葉で復興への

願いをつづった短冊が寄せられた。

さらに、復興支援の催しとして、本市の

観光姉妹都市である徳島市の「阿波おどり」

や京都市以外で祭の鉾が披露されたのは初

めてとなった京都市の「祇園祭」、福岡市の

商工会議所などが行った「博多どんたく」

など、仙台七夕に各地の祭りが加わり仙

台・東北を元気づけた。

なお、七夕まつりの前夜祭として、毎年

「仙台七夕花火祭」が開催されており、震

災後の平成 年は「絆 笑顔の輪を未来へ」

をテーマに１万 発の花火が打ち上げ

られた。

写真 小・中学生が作成した吹き流し

平成 年以降も、震災からの早期復興へ

の願いや、全国からの復興支援への感謝の

気持ちを込めて開催し、毎年多くの人出で

賑わった。

図表 仙台七夕まつり開催状況

開催年度
人出

仙台七夕まつり

人出
仙台七夕花火祭

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

 
（２）仙台・青葉まつり

仙台・青葉まつりは、伊達政宗公を祀る

青葉神社や、第２代藩主伊達忠宗公が建立

した東照宮の祭りをルーツとし、政宗没後

年の昭和 年に市民の祭りとして復活

した。毎年５月の第３日曜日とその前日に

開催され、 基の山鉾（やまぼこ）巡行や

武者行列、数千人規模の「仙台すずめ踊り」

 
 

なった。

その後、東北６市で順次開催することに

なったが、本市の教訓を踏まえ、各都市で

は関係機関と十分な連携を取りながら安全

面を最大限考慮し、開催している。

図表 東北六魂祭の開催状況

開催年
開催

都市

入込

客数（人）

平成 年７月 日・ 日 本市

平成 年５月 日・ 日 盛岡市

平成 年６月１日・２日 福島市

平成 年５月 日・ 日 山形市

平成 年５月 日・ 日 秋田市

平成 年６月 日・ 日

（予定）
青森市 ―

③成果

「東北六魂祭」の成果としては、祭りを

通した復興情報の発信、各夏祭りなどの入

込客数の増加などがあげられるが、これら

に加え、本祭りを契機として築きあげた６

市のネットワークは、その後のさまざまな

取り組みを進めていく上で大きな財産とな

った。

（３）その他の東北連携

①東北六市のネットワークを活用した事業

前述した「東北六魂祭」で培った東北６

市のネットワークを活用し、平成 年から、

米国で開催されている食品を中心とした物

産展にあわせ、現地で東北６市の観光プロ

モーションを実施している。

平成 年 月 日から 日まで、

日から 日までにかけて開催した「第１回

（ライジング ト

ーホク フード フェア）～東北復興応援

フェア～」では、米国内４カ所で東北各地

の物産品（仙台牛、きりたんぽ等）の販売

が行われ、店舗内特設会場において、仙台

七夕飾りやミニ竿燈等の展示、盛岡さんさ

踊りや山形花笠踊りをはじめとするステー

ジ披露を行うなど、東北６市が初めて海外

で連携した取り組みを実施した。

さらに、平成 年５月から 月までの

期間、イタリアのミラノで開催された「

年ミラノ国際博覧会」では、７月 日の「ジ

ャパンデー」において東北 祭り（東北６

市の各夏祭りと福島地域の４つの祭り）の

パレードを実施し、６万人の観衆の前で伝

統文化を通じて東日本大震災への支援に対

する感謝の気持ちと、東北の元気な姿を発

信した。

②伊達な広域観光推進協議会

伊達にゆかりのある岩手県、宮城県の７

市町（奥州市、平泉町、一関市、気仙沼市、

大崎市、松島町、本市）で、平成 年４月

に「伊達な広域観光推進協議会」を立ち上

げ、その後山形県最上町、南三陸町、塩竈

市の３市町が加わり、 の市町で当圏域の

魅力・資源を最大限活用し、観光客の誘致

に取り組んでいた。

震災後、震災学習・防災学習への関心の

高まりを受け、被災地でのボランティア活

動や語り部による学びのプログラムなどの

プランを盛り込んだモデルルートを作成し、

教育旅行の誘致に取り組んだ。

その結果、新たに中部地区や関西地区か

らの教育旅行の誘致に成功するなど成果を

上げており、今後、各市町の連携をさらに

強め、取り組みを継続していくこととして

いる。

③仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推

進協議会

本市・福島市・山形市を中心とするエリ

アの知名度向上ならびに誘客促進、各地の

物産の新規販路の開拓を目指し、平成 年

５月に本市、福島市、山形市、東北運輸局、

独立行政法人日本貿易振興機構、一般社団

法人日本旅行業協会などで構成される「仙

台・福島・山形三市観光・物産広域連携推

進協議会」を立ち上げ、プロモーション活

動を行ってきた。
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震災後は、東京電力福島第一原子力発電

所事故等による風評被害や関東以西におけ

る震災の風化防止を目的として、比較的馴

染みの薄かった東北の食文化や観光の魅力

を伝えるため、平成 年１月に福島市、山

形市と３市合同で大阪市内において観光物

産展を開催するなど、南東北エリアの知名

度向上や誘客促進に向けた取り組みを実施

している。

３．仙台三大まつり

（１）仙台七夕まつり

七夕は、古くは藩祖伊達政宗公の時代か

ら続く伝統行事とも言われており、今日で

は日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華

絢爛さを併せ持つお祭りとして全国に知ら

れている。七夕は元来、旧暦７月７日に行

われていたが、「仙台七夕まつり」は新暦の

月遅れの８月に実施することとしており、

毎年８月６日から８日に開催している。

震災後の平成 年８月に開催された「仙

台七夕まつり」は、「鎮魂」と「復興」をテ

ーマとして、復興への願いを込めて市内の

小・中学生が８万羽の折り鶴を使って作っ

た七夕飾り（吹き流し）が飾られ、その他

にも復興への願いや支援への感謝の想いが

込められた折り鶴や短冊が、ＪＲ仙台駅を

含む市内中心部の主要会場で展示された。

児童生徒による七夕飾りの取り組みは、以

降毎年続けられている。

また、笹竹に短冊を吊るし、祈りを込め

るという七夕の原点に立ち返り、「 万人

の七夕飾り」を実施した。

笹竹は各区役所、市民センター、八木山

動物公園など市内 カ所ほどに約 本設

置し、市民の方々に短冊をかけてもらう取

り組みを行い、思い思いの言葉で復興への

願いをつづった短冊が寄せられた。

さらに、復興支援の催しとして、本市の

観光姉妹都市である徳島市の「阿波おどり」

や京都市以外で祭の鉾が披露されたのは初

めてとなった京都市の「祇園祭」、福岡市の

商工会議所などが行った「博多どんたく」

など、仙台七夕に各地の祭りが加わり仙

台・東北を元気づけた。

なお、七夕まつりの前夜祭として、毎年

「仙台七夕花火祭」が開催されており、震

災後の平成 年は「絆 笑顔の輪を未来へ」

をテーマに１万 発の花火が打ち上げ

られた。

写真 小・中学生が作成した吹き流し

平成 年以降も、震災からの早期復興へ

の願いや、全国からの復興支援への感謝の

気持ちを込めて開催し、毎年多くの人出で

賑わった。

図表 仙台七夕まつり開催状況

開催年度
人出

仙台七夕まつり

人出
仙台七夕花火祭

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

平成 年度 約 万人 約 万人

 
（２）仙台・青葉まつり

仙台・青葉まつりは、伊達政宗公を祀る

青葉神社や、第２代藩主伊達忠宗公が建立

した東照宮の祭りをルーツとし、政宗没後

年の昭和 年に市民の祭りとして復活

した。毎年５月の第３日曜日とその前日に

開催され、 基の山鉾（やまぼこ）巡行や

武者行列、数千人規模の「仙台すずめ踊り」
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図表 光のページェント

開催状況

開催日 人出

平成 年 月２日～ 日 約 万人

平成 年 月７日～ 日 約 万人

平成 年 月６日～ 日 約 万人

平成 年 月 日～ 日 約 万人

平成 年 月６日～ 日 約 万人

４．デスティネーションキャンペーン

（１）目的

デスティネーションキャンペーンとは、

北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道

株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本

旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、

九州旅客鉄道株式会社のＪＲ６社と、地方

自治体、観光関係者などが一体となって実

施する大型観光キャンペーンのことである。

平成 年の秋以来、仙台・宮城では２回

目となる「仙台・宮城デスティネーション

キャンペーン」が、平成 年４月から６月

の３カ月間で開催された。

このキャンペーンは通常、 数年に１度

の頻度で地方自治体に回ってくるイベント

だが、震災復興という観点から、前回の平

成 年から間を開けずしての実施となっ

ており、震災の影響により落ち込んだ観光

客の回復を図るとともに、観光の再生によ

る被災地の復興、新たな地域づくりを大き

な目的として開催されるキャンペーンとな

った。

（２）主な取り組み

「仙台・宮城デスティネーションキャン

ペーン」開催に先立ち、その前年の平成

年４月から６月にかけて、震災後に国内外

から受けた多くの支援への感謝を伝えると

ともに、笑顔で観光客を迎え、仙台・宮城

の春の魅力を満喫してもらうことを目的と

して「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペ

ーン」が実施された。本キャンペーンでは

伊達の３名所（瑞鳳殿・仙台城跡・大崎八

幡宮）を訪れた観光客に対し、ボランティ

アガイドの方々が見どころを案内したほか、

豊かな自然に囲まれ渓流と山々の景観の美

しさが魅力の秋保・作並温泉地区では、作

並温泉と近くの観光名所である定義如来な

どを周遊するバスの運行や秋保の隠れた名

所である磊々峡（らいらいきょう）を本キ

ャンペーンによって初めてライトアップす

るなどの取り組みが行われた。

平成 年の「仙台・宮城デスティネーシ

ョンキャンペーン」では、①観光再生を核

とした復興の推進、②“春の旅”の魅力創

出・向上、③多彩な魅力で多様な旅行ニー

ズに対応できる観光地へ、④広域連携の推

進（東北全体での観光の盛り上げ）の４つ

を目指すべき方向性として定め、観光客入

込数などを震災前の水準に回復させ、さら

なる飛躍を目指した。

①の具体的な取り組みのうち、「『春の魅

力』をはじめとした新たな観光資源の発掘、

アピール」として、広瀬川沿い散策ツアー

やノルディックウォーキングなどの「春・

新緑」・「花」に着目した取り組み、仙台な

らではの「食・グルメ」として、仙台・宮

城が誇る地元ならではの“美味いもの”を

「伊達美味（だてうま）」として周知・定着

させるために地元飲食店を巻き込んだ情報

発信などに取り組んだ。

また、②の具体的な取り組みのうち、「都

市型観光の確立」として、広瀬川・中心商

店街・伊達の名所などを巡る街あるき観光

の充実（多彩なツアー、ガイド機能、手ぶ

らで観光）、大規模イベント（杜の都ハーフ

マラソンや仙台国際音楽コンクールなど）

との連携、③については、観光・歩行者系

サイン整備や市内観光バスである「るーぷ

る仙台」のルート再編などの受け入れ環境

の整備を行った。

さらに、④の具体的な取り組みのうち、

「広域連携のさらなる推進」として、前述

の東北六魂祭、伊達な広域観光圏、三市（本

 
 

などが新緑の仙台を賑わす祭りである。

震災直後である平成 年の第 回は安

全の確保や被災者への配慮、復旧支援活動

への参加等の理由により中止となったが、

６月に 団体参加のもと仙台すずめ踊り

のイベントを実施し、市民とまちに活気を

もたらした。

平成 年には、震災後初めてとなる「第

回仙台・青葉まつり」を、「伊達の気概

を発信し、感動と再生へ心をひとつに！」

をテーマに盛大に開催。早期の震災復興を

願い、この年から土曜日の「宵まつり」に

おいて復興祈願山鉾の巡行が始まった。

平成 年には本市の歴史姉妹都市であ

る宇和島市から伝統の「牛鬼」山車が参加。

また、定禅寺通への「伊達門」の設置、古

くからさまざまな祭事・祝い事で歌われて

きた「仙台木遣（きや）り」の復元など、

第 回という節目の年にふさわしい取り

組みを行った。

写真 仙台・青葉まつり

図表 仙台・青葉まつり開催状況

開催年度 人出

平成 年度

（第 回仙台・青葉まつり）
約 万人

平成 年度

（第 回仙台・青葉まつり）
約 万人

平成 年度

（第 回仙台・青葉まつり）
約 万人

平成 年度

（第 回仙台・青葉まつり）
約 万人

 

（３） 光のページェント

「 光のページェント」は、 年

（昭和 年）に『「杜の都」から「光の都」

へ』を理念として、市民ボランティア

（ 光のページェント実行委員会）が

「杜の都・仙台」を象徴する定禅寺通と青

葉通のケヤキ並木にイルミネーションを施

したのが始まりである。

ページェントに使用する電球は本市宮城

野区蒲生地区の倉庫で保管していたが、震

災により発生した津波がその倉庫を直撃し、

平成 年、平成 年と２年かけて発光ダ

イオード（ＬＥＤ）に切り替えた約 万個

の電球が使用不能になった。

震災後、平成 年 月２日から 日に

かけて「光の和、想いをひとつに！」をテ

ーマに約 万個の電球で開催されたが、震

災後使用不能になった電球について、約６

万個は「東京・表参道イルミネーション実

行委員会」や「秋田・大館シャイニングス

トリート実行委員会」から借り受け、残り

の約 万個は寄付金などを基に新たに購

入して開催された。

写真 平成 年に開催された

「 光のページェント」
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図表 光のページェント

開催状況

開催日 人出

平成 年 月２日～ 日 約 万人

平成 年 月７日～ 日 約 万人

平成 年 月６日～ 日 約 万人

平成 年 月 日～ 日 約 万人

平成 年 月６日～ 日 約 万人

４．デスティネーションキャンペーン

（１）目的

デスティネーションキャンペーンとは、

北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道

株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本

旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、

九州旅客鉄道株式会社のＪＲ６社と、地方

自治体、観光関係者などが一体となって実

施する大型観光キャンペーンのことである。

平成 年の秋以来、仙台・宮城では２回

目となる「仙台・宮城デスティネーション

キャンペーン」が、平成 年４月から６月

の３カ月間で開催された。

このキャンペーンは通常、 数年に１度

の頻度で地方自治体に回ってくるイベント

だが、震災復興という観点から、前回の平

成 年から間を開けずしての実施となっ

ており、震災の影響により落ち込んだ観光

客の回復を図るとともに、観光の再生によ

る被災地の復興、新たな地域づくりを大き

な目的として開催されるキャンペーンとな

った。

（２）主な取り組み

「仙台・宮城デスティネーションキャン

ペーン」開催に先立ち、その前年の平成

年４月から６月にかけて、震災後に国内外

から受けた多くの支援への感謝を伝えると

ともに、笑顔で観光客を迎え、仙台・宮城

の春の魅力を満喫してもらうことを目的と

して「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペ

ーン」が実施された。本キャンペーンでは

伊達の３名所（瑞鳳殿・仙台城跡・大崎八

幡宮）を訪れた観光客に対し、ボランティ

アガイドの方々が見どころを案内したほか、

豊かな自然に囲まれ渓流と山々の景観の美

しさが魅力の秋保・作並温泉地区では、作

並温泉と近くの観光名所である定義如来な

どを周遊するバスの運行や秋保の隠れた名

所である磊々峡（らいらいきょう）を本キ

ャンペーンによって初めてライトアップす

るなどの取り組みが行われた。

平成 年の「仙台・宮城デスティネーシ

ョンキャンペーン」では、①観光再生を核

とした復興の推進、②“春の旅”の魅力創

出・向上、③多彩な魅力で多様な旅行ニー

ズに対応できる観光地へ、④広域連携の推

進（東北全体での観光の盛り上げ）の４つ

を目指すべき方向性として定め、観光客入

込数などを震災前の水準に回復させ、さら

なる飛躍を目指した。

①の具体的な取り組みのうち、「『春の魅

力』をはじめとした新たな観光資源の発掘、

アピール」として、広瀬川沿い散策ツアー

やノルディックウォーキングなどの「春・

新緑」・「花」に着目した取り組み、仙台な

らではの「食・グルメ」として、仙台・宮

城が誇る地元ならではの“美味いもの”を

「伊達美味（だてうま）」として周知・定着

させるために地元飲食店を巻き込んだ情報

発信などに取り組んだ。

また、②の具体的な取り組みのうち、「都

市型観光の確立」として、広瀬川・中心商

店街・伊達の名所などを巡る街あるき観光

の充実（多彩なツアー、ガイド機能、手ぶ

らで観光）、大規模イベント（杜の都ハーフ

マラソンや仙台国際音楽コンクールなど）

との連携、③については、観光・歩行者系

サイン整備や市内観光バスである「るーぷ

る仙台」のルート再編などの受け入れ環境

の整備を行った。

さらに、④の具体的な取り組みのうち、

「広域連携のさらなる推進」として、前述

の東北六魂祭、伊達な広域観光圏、三市（本
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する傾向がある。これを踏まえると、海外

からの誘客のためには、さまざまな形で東

北全体という広域でＰＲしていくことが重

要になってくるが、風評被害の払拭はもと

より、そもそも「東北」の知名度の低さが

課題となっている。

図表 にあるように、韓国、中国、

台湾、香港、タイ、シンガポール、マレー

シア、インドネシアのアジア８地域におけ

る「東北」の認知度はわずか しかな

く、 を超える北海道や の九州など、

ほかの地域との差は大きい状況である。

図表 アジア８地域における

各地域の認知度

（出典：日本政策投資銀行「ＤＢＪ東北経済ミニ

レポート 」（平成 年１月））

②東北の外国人観光客の受け入れ環境

外国人観光客の誘客を進めていくには、

受け入れ側の環境整備も重要である。

しかし、国際観光ホテル整備法に基づき

外客宿泊施設として登録している東北のホ

テル・旅館（全 施設）のうち、ホーム

ページの多言語化と 対応の双方とも

実施している施設は にとどまっている。

また、本市から東北の主要観光地への鉄

道・バスなどの二次交通網は首都圏、関西

圏などに比べて路線数、運行頻度が少なく、

案内表示の多言語化の遅れもあり、個人・

少人数での観光を楽しむ外国人観光客にと

って利用しにくい状況となっている。

このように認知度不足や受け入れ環境の

課題、震災後の風評被害とも相まって全国

の外国人宿泊者数の伸びと比較すると、図

表 のとおり、東北は低水準となっ

ている。

図表 全国における外国人延べ宿泊

者数推移（単位：人）

（出典：日本政策投資銀行発行：「インバウンド客受け

入れによる東北の宿泊施設の成長戦略に関する調査」

（平成 年４月））

（３）インバウンド誘致の取り組み

①観光客向け 整備

第３回国連防災世界会議に向け、仙台を

訪れる観光客のインターネット接続環境を

向上させるため、平成 年３月２日より、

仙台城跡エリアにおいて、公衆無線ＬＡＮ

サービス「 」を開始した。

その後も平成 年 月から「るーぷる

仙台」の車両内や停留所、市内の各観光案

 
 

市・福島市・山形市）連携などにも取り組

んだ。

その後、平成 年４月から６月にかけて

「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン

」が、平成 年７月から９月にかけて

「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン

」が実施された。

県全体における平成 年の４月から６

月までの観光客入込数は対 年比で

となり、震災前の水準にはわずかに及ばな

いものの、震災で大きく落ち込んだ観光客

数はほぼ回復するに至っており、これらの

大型キャンペーンによる成果であったと言

える。

５．仙台観光アンバサダー

「仙台観光アンバサダー（観光大使）」は、

本市の魅力を広く国内外に紹介し、本市の

イメージアップおよび観光振興ＰＲを進め

る目的で、平成 年３月に創設したもので

ある。平成 年３月２日に女子卓球・福原

愛選手、平成 年４月 日に男子フィギ

ュアスケート・羽生結弦選手にアンバサダ

ー就任をお願いし、震災後においては、復

興に向けて歩みを続ける本市の元気な姿を

国内外にアピールしている。

東日本大震災や原発の風評被害により落

ち込んでいる外国人旅行客へのＰＲとして

国際的な知名度の高さを生かし、平成 年

９月に福原愛選手、平成 年９月に羽生結

弦選手をモデルとして、２人の写真やメッ

セージを添えた観光ＰＲポスターを作成し

た。本ポスターは仙台城跡や瑞鳳殿などの

市内の主要観光地などに掲示しているほか、

平成 年９月 日、 日に東京ビッグサ

イトで開催された世界最大級の旅の祭典

「ツーリズム ジャパン」、前述した米

国での物産展「ライジング トーホク フ

ード フェア」など、国内外のさまざまな

観光イベントで活用し、各都道府県や政令

指定都市、復興支援で職員を派遣した自治

体などへもポスターを送付し、庁舎などへ

の掲示を依頼した。

なお、その活躍が被災地の復興の大きな

後押しになったとして、平成 年９月

日にロンドンオリンピック卓球女子団体で

銀メダルを獲得した福原愛選手、平成 年

２月 日にはソチオリンピックフィギュ

アスケート男子シングルで金メダルを獲得

した羽生結弦選手に対して、広く市民に感

銘を与え、かつ本市のイメージアップに大

きく貢献した方を表彰する「賛辞の楯」を

贈呈した。

 
６．インバウンド

（１）概要

平成 年には 人を記録していた

外国人宿泊者数が、震災により大きく落ち

込み、東京電力福島第一原子力発電所事故

後、風評被害の払拭が急務となった。

海外の現地旅行会社からは、消費者心理

として原子力災害への不安は根深いと言わ

れるなど、その影響は大きく、ホームペー

ジ等で空間線量や食品の安全性について情

報発信に努めたが、外国人宿泊者数は平成

年まで震災前を下回る水準で推移した。

その後、後述するさまざまな取り組みや、

平成 年３月に開催された第３回国連防

災世界会議の効果もあり、平成 年は前年

比で 増の 人と過去最高の数

字を記録し、震災前の水準に対しても

増と大きく改善した。

図表 外国人宿泊者数の比較

（単位：人）

震災前

震災前比

（ 増）
増

（２）交流人口拡大に係る課題

①「東北」の認知度

海外旅行客は、国内旅行者に比べ旅行期

間が長期間にわたることから広域的に移動
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外客宿泊施設として登録している東北のホ

テル・旅館（全 施設）のうち、ホーム

ページの多言語化と 対応の双方とも

実施している施設は にとどまっている。

また、本市から東北の主要観光地への鉄

道・バスなどの二次交通網は首都圏、関西

圏などに比べて路線数、運行頻度が少なく、

案内表示の多言語化の遅れもあり、個人・

少人数での観光を楽しむ外国人観光客にと

って利用しにくい状況となっている。

このように認知度不足や受け入れ環境の

課題、震災後の風評被害とも相まって全国

の外国人宿泊者数の伸びと比較すると、図

表 のとおり、東北は低水準となっ

ている。

図表 全国における外国人延べ宿泊

者数推移（単位：人）

（出典：日本政策投資銀行発行：「インバウンド客受け

入れによる東北の宿泊施設の成長戦略に関する調査」

（平成 年４月））

（３）インバウンド誘致の取り組み

①観光客向け 整備

第３回国連防災世界会議に向け、仙台を

訪れる観光客のインターネット接続環境を

向上させるため、平成 年３月２日より、

仙台城跡エリアにおいて、公衆無線ＬＡＮ

サービス「 」を開始した。

その後も平成 年 月から「るーぷる

仙台」の車両内や停留所、市内の各観光案
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に着工し、同年 月に竣工した。

この展示棟には分割可能な ㎡のカ

ーペット敷きの展示室を備えており、本市

の都心部にある会議スペースとしては最大

規模となった。さらに４つの会議室、２つ

の応接室、パントリーなどを備えるほか、

既存の仙台国際センター「会議棟」とは内

部渡り廊下で連結され、一体利用が可能と

なっており、仙台国際センターのコンベン

ション開催能力を飛躍的に高めることとな

った。

また、仙台国際センター北側にはイベン

ト会場や駐車場としても利用することがで

きる約 ㎡の「せんだい青葉山交流広

場」を整備した。平成 年３月に開催され

た第 回日本循環器学会学術集会の参加

者は約 人で、本市で開催された最大

の学会となったが、この広場に約 ㎡

のテントを設置し、企業展示を行うことで、

仙台開催を実現した。

さらに、平成 年 月には地下鉄東西

線が開業したことにより、仙台駅から仙台

国際センター駅まで５分のアクセスが実現

し、東京から２時間以内に仙台国際センタ

ーへ到着可能という全国屈指の利便性を備

えるなど、東北大学の川内キャンパスや川

内萩ホールを含めた仙台国際センター周辺

は、本格的なコンベンションエリアとして

生まれ変わった。

写真 仙台国際センター展示棟

②Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議の開催

決定と準備

平成 年５月 日、 日、本市秋保地

区において、Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行

総裁会議が開催される。

Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議では、

マクロ経済政策のサーベイランス、国際金

融システムに関する議論の他、開発、新興

市場国等の幅広い政策課題について議論が

行われる。会議には、Ｇ７各国（日本、米

国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリ

ア、カナダ）の財務大臣および中央銀行総

裁に加え、欧州委員会（ＥＣ）委員、欧州

中央銀行（ＥＣＢ）総裁などが出席予定で

あり、極めて高い警備レベルが求められる。

平成 年６月に本市での開催が決定し

た後、８月に開催日程と秋保地区での実施

が発表されたことを受け、官民連携組織

「 Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会

議推進協力委員会」が設立された。

推進協力委員会では、Ｇ７仙台開催の意

義について、東日本大震災からの復興状況

や仙台・東北の魅力発信、震災発生以降の

国内外からの支援に対する謝意の表明、そ

して国際コンベンション都市としての知名

度向上と定め、地域一丸となって準備を進

めている。主催者である財務省・日本銀行

や関係機関と連携しながら、会議開催を支

援するとともに、市民の会議開催に対する

理解促進や国際理解の向上等を目的とした

関連事業の実施、国内外の注目度を高める

ための仙台・東北の魅力や復興に関する情

報発信などに取り組んでいる。仙台・東北

ならではの歓迎行事や関連事業の企画が進

められており、大臣・総裁の被災地公式視

察も予定されている。

（２）グローバルＭＩＣＥ強化都市への選定

平成 年６月、観光庁が進める「グロー

バルＭＩＣＥ強化都市」に本市が選定され

た。この事業は、海外競合国・都市との誘

致競争に打ち勝てるポテンシャルが高い都

 
 

内所などにも整備し、平成 年度以降も、

地下鉄南北線・東西線など、外国人観光客

が多く利用する交通結節点を中心に順次整

備を進めていくこととしている。

②海外メディアなどの招請

風評被害の払拭や、仙台・東北の観光資

源の持つ魅力を知ってもらい、仙台・東北

を訪れる旅行客のさらなる増加を図るため、

継続的に旅行エージェントおよびテレビ番

組、人気旅行雑誌などのメディアを招請し

た。また、外国人旅行者の個人・少人数旅

行（ＦＩＴ）化が急速に進んでいる状況を

踏まえ、ＦＩＴの主な情報収集源となって

いるインターネット上で情報発信力を持つ

パワーブロガーなどの招請も行い、仙台・

東北のモデル旅行コース体験の様子をブロ

グやＳＮＳなどを通じて発信する取り組み

に努めている。

③仙台市観光情報センター

ＪＲ仙台駅構内にある観光案内所につい

ては、外国人観光客へのワンストップ型サ

ービスの実現を目指し、同駅内のびゅうプ

ラザ内に移転させ、平成 年４月に「仙台

市観光情報センター」としてリニューアル

オープンする予定である。

この移転によって、従来の約３倍の面積

となる施設内においては、東北の観光情報

を提供するほか、常駐する英語対応可能な

スタッフが観光案内も行うこととしている。

今後、ＪＲ東日本（株）や東北観光推進機

構と連携しながら、さらなる観光客増を目

指していく。

７．コンベンション

（１）国際会議などの誘致

前述したインバウンドの取り組みとも関

連するが、低迷している交流人口の回復を

図るとともに、仙台・東北の復興状況を国

内外に正確に発信し風評被害を払拭するた

め、政府や国際機関が主催する国際会議や

大型学会などを誘致した。

図表 誘致実績（平成 年度末時点）

開催日 会議名

平成 年 月 世界防災閣僚会議 東北

平成 年 月 第 回 ・世界銀行年次総会

特別イベント「防災と開発に関

する仙台会合」

平成 年 月 第 回アジア国立公園会議

平成 年 月 第 回国連防災世界会議

平成 年 月 第 回日本消化器病学会総会

平成 年 月 第 回日本循環器学会学術集会

また、国内トップクラスのコンベンショ

ン都市を目指し、平成 年 月には東北

大学と「コンベンションの誘致・開催にお

ける連携・協力に関する協定」を締結した

ほか、同年 月には、担当組織となる「コ

ンベンション推進室」を設け、コンベンシ

ョン誘致の体制強化を図った。

①第３回国連防災世界会議の開催と仙台国際セ

ンター展示棟の建設

震災の経験から得た知見や教訓、復興に

向けた被災地での取り組みなどを世界に向

けて発信するとともに、仙台・東北の経済

復興や活性化を図るため、第３回国連防災

世界会議の誘致を行い、平成 年３月の仙

台開催を実現した。世界 カ国から約

人以上が参加したこの会議は、我が

国で開催された国連関係の国際会議として

は過去最大規模となったほか、会議の成果

文書として、 年までの防災に関する国

際的な取組指針となる「仙台防災枠組

」と同枠組推進の決意を表明する

「仙台宣言」が採択された（第 章第１節

参照）。

この第３回国連防災世界会議の主会場と

なるとともに、仙台国際センターの機能強

化を目的として計画されたのが、仙台国際

センター「展示棟」で、平成 年３月建設

－ 684 －

第
19
章

新
し
い
ま
ち
づ
く
り



 
 

に着工し、同年 月に竣工した。
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部渡り廊下で連結され、一体利用が可能と
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ション開催能力を飛躍的に高めることとな

った。

また、仙台国際センター北側にはイベン

ト会場や駐車場としても利用することがで

きる約 ㎡の「せんだい青葉山交流広

場」を整備した。平成 年３月に開催され

た第 回日本循環器学会学術集会の参加

者は約 人で、本市で開催された最大

の学会となったが、この広場に約 ㎡

のテントを設置し、企業展示を行うことで、

仙台開催を実現した。

さらに、平成 年 月には地下鉄東西

線が開業したことにより、仙台駅から仙台

国際センター駅まで５分のアクセスが実現

し、東京から２時間以内に仙台国際センタ

ーへ到着可能という全国屈指の利便性を備

えるなど、東北大学の川内キャンパスや川

内萩ホールを含めた仙台国際センター周辺

は、本格的なコンベンションエリアとして

生まれ変わった。

写真 仙台国際センター展示棟

②Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議の開催

決定と準備

平成 年５月 日、 日、本市秋保地

区において、Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行

総裁会議が開催される。

Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議では、

マクロ経済政策のサーベイランス、国際金

融システムに関する議論の他、開発、新興

市場国等の幅広い政策課題について議論が

行われる。会議には、Ｇ７各国（日本、米

国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリ

ア、カナダ）の財務大臣および中央銀行総

裁に加え、欧州委員会（ＥＣ）委員、欧州

中央銀行（ＥＣＢ）総裁などが出席予定で

あり、極めて高い警備レベルが求められる。

平成 年６月に本市での開催が決定し

た後、８月に開催日程と秋保地区での実施

が発表されたことを受け、官民連携組織

「 Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会

議推進協力委員会」が設立された。

推進協力委員会では、Ｇ７仙台開催の意

義について、東日本大震災からの復興状況

や仙台・東北の魅力発信、震災発生以降の

国内外からの支援に対する謝意の表明、そ

して国際コンベンション都市としての知名

度向上と定め、地域一丸となって準備を進

めている。主催者である財務省・日本銀行

や関係機関と連携しながら、会議開催を支

援するとともに、市民の会議開催に対する

理解促進や国際理解の向上等を目的とした

関連事業の実施、国内外の注目度を高める

ための仙台・東北の魅力や復興に関する情

報発信などに取り組んでいる。仙台・東北

ならではの歓迎行事や関連事業の企画が進

められており、大臣・総裁の被災地公式視

察も予定されている。

（２）グローバルＭＩＣＥ強化都市への選定

平成 年６月、観光庁が進める「グロー

バルＭＩＣＥ強化都市」に本市が選定され

た。この事業は、海外競合国・都市との誘

致競争に打ち勝てるポテンシャルが高い都
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第２節 防災集団移転跡地の利活用

１ 概要

本市では、津波被害を受けた東部地域の

一部、約 について、住宅の新築や

増築ができない災害危険区域に指定（平成

年 月）し、平成 年 月より被災

した土地の買い取りを進め、そこに住まい

を持っていた方々に対し、より安全な内陸

部への移転を進める防災集団移転促進事業

を行ってきた。

このような中、移転先団地での新たな住

宅建築もピークが過ぎ、七北田川以南の市

が買い取った土地（移転跡地）について、

事業の完了が見通せる段階となったことか

ら、今後どのように利活用していくか、平

成 年度より具体的な検討を開始した。

（１）対象地区

移転跡地は、本市中心部から東に向かっ

ておおむね の範囲に位置している。

津波で被災した本市東部地域は主に田畑

などの農地による土地利用がされており、

仙台弁で「居久根（いぐね）」と呼ばれる屋

敷林で囲われた家々が点在する市街化調整

区域の一部であった。このうち、七北田川

以南で集落を形成していた南蒲生、新浜、

荒浜、井土および藤塚の５地区で買い取っ

た移転跡地が利活用検討の対象となった。

対象地区の跡地の利用可能面積（平成

年度末時点）は、南蒲生 、新浜 、

荒浜 、井土 、藤塚 、全

体面積は となった。

（２）課題

防災集団移転促進事業では、移転促進区

域内の土地所有者からの買い取りの申し出

がある場合、宅地および農地については、

市が買い取ることができる。

しかし、申出はあくまで土地所有者の任

意となるため、本市が買い取った土地が連

担せずに抜け落ちた状態となることや、墓

地や境内地など防災集団移転促進事業の制

度上、買い取りが不可能な土地もあり、一

体的な土地利用が困難な土地も点在するな

ど、今後、この移転跡地をどのように利活

用していくかが課題となった。

一方で、約 の広大な土地の維持管理

も必要となり、買い取った跡地では、除草

や木柵設置など、土地管理上の課題もあっ

た。

（３）検討の経過

移転跡地利活用の検討においては、利活

用検討の基本姿勢や各地区の特性、今後の

跡地利活用の進め方など、基本的な考えを

行政側からある程度示した上で、市民や企

業、ＮＰＯ、起業家など、さまざまな立場

の方々から、多くの意見やアイデアを募集

することとし、平成 年２月に「集団移転

跡地利活用の考え方」を取りまとめ、公表

した。

２ 利活用の考え方と今後について

（１）利活用の考え方

利活用の考え方としては、行政が主導す

る公園等の公共施設を整備するといった従

来型の取り組みだけではなく、民間の自由

な発想を活かして、主体的に移転跡地を使

ってもらい、行政は、そのサポートを行い

東部地域の「新たな魅力」を創出する場を

目指すこととした。

そこでは、「交流とチャレンジ」をテーマ

に、これを実現する土地利用を目指し、以

下の３点を基本姿勢とした。

ア．市民・事業者など、民間が自由な発想で自

ら取組む「新たな土地利用」

跡地の利活用にあたっては、市民や起業

家、ＮＰＯ、企業などの方々が自由な発想

で主体的に取り組めるよう、できるだけ低

廉な借地料を設定するなど、多くの取組み

 
 

市を国が選定して集中的な支援を行い、グ

ローバルレベルのＭＩＣＥ（国際会議）誘

致力を有する都市を育成するもので、２カ

年に渡り、アドバイザー派遣やプロモーシ

ョン支援を受けた。

（３）大規模国際コンベンション開催助成金

本市では、国際会議誘致をさらに推進す

るため、既存の助成制度に加え、平成 年

４月から世界レベルの大規模国際会議を対

象とした「大規模国際コンベンション開催

助成金」を創設した。 万円を上限と

する本助成制度は、現在、国内トップクラ

スの助成水準となっている。

（４）受け入れ環境整備の推進

平成 年４月、コンベンションなどＭＩ

ＣＥ開催支援のため公益財団法人仙台観光

国際協会内に「ＭＩＣＥサポートセンター」

を設置し、主催者に対する各種相談や、地

元関係者を対象としたセミナーなどを開催

し、地域全体の受け入れ気運の醸成を図っ

た。

また、国際会議開催を支援する語学ボラ

ンティアの充実のため，登録制の「ボラン

ティア・バンク」を設立し、ボランティア

の育成などを行ったほか、国内外から仙台

を訪れるＭＩＣＥ参加者向けに、ウェブサ

イトに連携したスマートフォン向けアプリ

を開発し、仙台滞在をより快適に過ごせる

よう、フリー スポットや免税店、仙

台の観光、飲食店などに関する情報を提供

している。

８．今後における取り組みの方向性

本市では、震災後の５年間を通じ、国連

防災世界会議をはじめとした国際会議等の

誘致、東北六魂祭の開催、国内外に向けた

観光プロモーションなど、交流人口の拡大

に向けた取り組みを進めるとともに、本市

の魅力と復興の姿を発信してきた。

結果として、震災後に減少した観光客入

込数および外国人宿泊者数は、平成 年に

は震災前の水準に回復するとともに、過去

最高となったところである。

一方で、本市がダム機能を果たしてきた

東北地方全体の人口は既に減少局面に入っ

ており、本市においても中長期的には人口

減少が避けられない状況にあることから、

これまで進めてきた取り組みに加え、東北

全体が発展できるよう、新たな取り組みが

求められているところである。

こうしたことから、本市では、観光分野

と文化・スポーツ分野との有機的な連携を

図るとともに、戦略的に仙台・東北への誘

客を進めるため、平成 年４月に「文化観

光局」を設置し、さらなる交流人口の拡大

に向けた体制の強化を図ることとしている。

国においても、平成 年を「東北観光復

興元年」として位置づけ、東北の外国人宿

泊者数を５年間で３倍とすることを目標に、

「東北観光復興対策交付金」を新設する方

針が示され、本市においても東北の広域観

光推進、外国人観光客の受け入れ環境整備、

観光資源の磨き上げなどの各事業を進めて

いるところである。

また、地下鉄東西線や北海道新幹線の開

業、仙台空港の民営化など、本市の交通ア

クセス環境は大きく変化しており、東北に

おけるゲートウェイ機能をさらに高めるこ

とが必要である。

今後、 年に開催される東京オリンピ

ック・パラリンピックに向け、国内外から

首都圏を訪れる観光客のさらなる増加が見

込まれている。これを仙台・東北の交流人

口の拡大に向けた絶好の機会と捉え、東北

各都市と連携した広域的な事業展開を進め、

本市のまちの魅力と活力のさらなる向上を

図っていく。
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第２節 防災集団移転跡地の利活用

１ 概要

本市では、津波被害を受けた東部地域の

一部、約 について、住宅の新築や

増築ができない災害危険区域に指定（平成

年 月）し、平成 年 月より被災

した土地の買い取りを進め、そこに住まい

を持っていた方々に対し、より安全な内陸

部への移転を進める防災集団移転促進事業

を行ってきた。

このような中、移転先団地での新たな住

宅建築もピークが過ぎ、七北田川以南の市

が買い取った土地（移転跡地）について、

事業の完了が見通せる段階となったことか

ら、今後どのように利活用していくか、平

成 年度より具体的な検討を開始した。

（１）対象地区

移転跡地は、本市中心部から東に向かっ

ておおむね の範囲に位置している。

津波で被災した本市東部地域は主に田畑

などの農地による土地利用がされており、

仙台弁で「居久根（いぐね）」と呼ばれる屋

敷林で囲われた家々が点在する市街化調整

区域の一部であった。このうち、七北田川

以南で集落を形成していた南蒲生、新浜、

荒浜、井土および藤塚の５地区で買い取っ

た移転跡地が利活用検討の対象となった。

対象地区の跡地の利用可能面積（平成

年度末時点）は、南蒲生 、新浜 、

荒浜 、井土 、藤塚 、全

体面積は となった。

（２）課題

防災集団移転促進事業では、移転促進区

域内の土地所有者からの買い取りの申し出

がある場合、宅地および農地については、

市が買い取ることができる。

しかし、申出はあくまで土地所有者の任

意となるため、本市が買い取った土地が連

担せずに抜け落ちた状態となることや、墓

地や境内地など防災集団移転促進事業の制

度上、買い取りが不可能な土地もあり、一

体的な土地利用が困難な土地も点在するな

ど、今後、この移転跡地をどのように利活

用していくかが課題となった。

一方で、約 の広大な土地の維持管理

も必要となり、買い取った跡地では、除草

や木柵設置など、土地管理上の課題もあっ

た。

（３）検討の経過

移転跡地利活用の検討においては、利活

用検討の基本姿勢や各地区の特性、今後の

跡地利活用の進め方など、基本的な考えを

行政側からある程度示した上で、市民や企

業、ＮＰＯ、起業家など、さまざまな立場

の方々から、多くの意見やアイデアを募集

することとし、平成 年２月に「集団移転

跡地利活用の考え方」を取りまとめ、公表

した。

２ 利活用の考え方と今後について

（１）利活用の考え方

利活用の考え方としては、行政が主導す

る公園等の公共施設を整備するといった従

来型の取り組みだけではなく、民間の自由

な発想を活かして、主体的に移転跡地を使

ってもらい、行政は、そのサポートを行い

東部地域の「新たな魅力」を創出する場を

目指すこととした。

そこでは、「交流とチャレンジ」をテーマ

に、これを実現する土地利用を目指し、以

下の３点を基本姿勢とした。

ア．市民・事業者など、民間が自由な発想で自

ら取組む「新たな土地利用」

跡地の利活用にあたっては、市民や起業

家、ＮＰＯ、企業などの方々が自由な発想

で主体的に取り組めるよう、できるだけ低

廉な借地料を設定するなど、多くの取組み
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第３節 東西線開業と沿線開発

１．開業と沿線開発

（１）地下鉄東西線の概要

地下鉄東西線（以下、「東西線」という。）

は、本市南西部の八木山動物公園駅から中

心部の仙台駅を通過し、本市東部にある仙

台東部道路の仙台東インターチェンジ付近

の荒井駅に至る総延長約 、全 駅

から構成されている。平成 年 月に本

体土木工事に着手し、平成 年３月 日

の東日本大震災で工事が一旦ストップした

が、その後再開し、平成 年 月６日に

開業した。

東日本大震災では、本市のもう一つの地

下鉄である南北線が地震規模に比して被害

が少なく（主な被害は泉中央駅から黒松駅

間の地上部分の高架橋等などで、地下部分

については大きな被害はなかった。詳細は

第 章３節参照）、震災後いち早く復旧し

市民の足を支えたことから、地下鉄が災害

に強いインフラであることが再認識された。

（２）東西線沿線まちづくり推進事業

東西線の整備は、市民生活における交通

利便性の向上や、沿線地域における商業・

業務・居住機能などの集積を促進するとと

もに、各駅周辺のまちづくり活動が相互に

連携することで、新たな交流機会やビジネ

ス機会を生み出すなど、まちづくりへの効

果が広く及ぶものと期待されている。

①東西線沿線まちづくりの基本方針

本市では、平成 年 月、沿線のまち

づくりを推進するための基本的な方針を定

めた「東西線沿線まちづくりの基本方針」

と「東西線沿線まちづくり駅別行政素案」

を策定した。

平成 年には、人口減少や少子高齢化、

財政制約の強まり等社会環境の変化から、

まちづくりの考え方や民間開発等への支

援・誘導方針を明確にするため、基本方針

および駅別行政素案を統合し、新たな基本

方針を策定した。さらに、平成 年７月に

は、震災を経た状況の変化に対応し、復興

とその先を見据えた新たなまちづくりを市

民協働で推進するため、基本方針を改訂し

た。

②基本方針の構成

基本方針では、「安全安心で暮らしやすい

街」の創造、「魅力的で楽しい街」の創造、

「活力にあふれた元気な街」の創造、「個性

的で美しい街」の創造、を方針の柱に「方

針の基礎となる都市基盤の整備」を総合的

に進めることを掲げ、市民、事業者、行政

など多様な主体が、都市機能の整備、誘導、

まちづくりルールの導入などに向けて連

携・協力して沿線まちづくりに取り組んで

きた。

③「安全安心で暮らしやすい街」の創造

「安全安心で暮らしやすい街」の創造で

は、東西線の開通によって居住者等が増え

る駅周辺において、既存の地域活動を活か

しながら地域コミュニティの機能強化を図

るとともに、新たに人々が住む駅周辺地域

においては、新しい地域コミュニティが形

成されるよう取り組みを行っていくことに

している。

東西線沿線の５つの駅（八木山動物公園

駅、青葉山駅、大町西公園駅、薬師堂駅、

卸町駅）では、市民や地域団体などさまざ

まな主体が、地域コミュニティの活性化や

課題解決に向けた検討を行うため、まちづ

くり団体が設立され、勉強会やまちづくり

計画策定などの活動が行われた。また、宮

城野通駅や荒井駅では、土地区画整理事業

（仙台駅東第二土地区画整理事業、荒井東

土地区画整理事業）をきっかけとして、ま

ちづくり団体が設立されている。

各団体の一部は、本市が実施している、

 
 

を支援し、多様な主体の参加を促す。

検討に際しては、幅広く多様な立場から

の意見やアイデアを受けとめていくプロセ

スや仕組みなどを構築するとともに、多く

の市民と共に考えていく仕掛けづくりにも

取り組む。

イ．仙台の「新たな魅力」を生み出す場の創出

自然環境など、各地区の特性を踏まえな

がら、一般的な公園や農地としての利用だ

けではなく、アートや文化といった切り口

からの発想や、起業や新しい技術の実験フ

ィールドなど、新たな可能性や魅力を創出

する場を目指す。

ウ．市民・ＮＰＯ・企業・行政の「新たな役割」

を構築

検討対象地区は市街化調整区域であり、

通常、土地利用にあたってさまざまな制約

があるが、多くの斬新な意見やアイデアを

もらいながら、新たな土地利用の実現のた

め、本市も柔軟な対応を検討する。

意欲のある市民や団体等の発想を活かし、

活発な活動に繋げていくため、活動する主

体が自ら土地の管理を行うことを基本とし

ながら、将来的には、地区全体の運営管理

する方法についても活動する市民や事業者

が自ら主体的に行うことを検討する。

（２）今後の流れ

上記の考え方の下、平成 年４月には、

土地利用に関するアイデアを市民、事業者、

ＮＰＯなどから募集することとしている。

その後、提案された意見、アイデアを基

に、市民と共に考えていくような場を設け、

平成 年度中に、「跡地利活用の方針」を

とりまとめ、その後、土地利活用の提案を

広く募り、具体的な土地利用に繋げていく

こととしている。

図表 集団跡地の利活用
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第３節 東西線開業と沿線開発

１．開業と沿線開発

（１）地下鉄東西線の概要

地下鉄東西線（以下、「東西線」という。）

は、本市南西部の八木山動物公園駅から中

心部の仙台駅を通過し、本市東部にある仙

台東部道路の仙台東インターチェンジ付近

の荒井駅に至る総延長約 、全 駅

から構成されている。平成 年 月に本

体土木工事に着手し、平成 年３月 日

の東日本大震災で工事が一旦ストップした

が、その後再開し、平成 年 月６日に

開業した。

東日本大震災では、本市のもう一つの地

下鉄である南北線が地震規模に比して被害

が少なく（主な被害は泉中央駅から黒松駅

間の地上部分の高架橋等などで、地下部分

については大きな被害はなかった。詳細は

第 章３節参照）、震災後いち早く復旧し

市民の足を支えたことから、地下鉄が災害

に強いインフラであることが再認識された。

（２）東西線沿線まちづくり推進事業

東西線の整備は、市民生活における交通

利便性の向上や、沿線地域における商業・

業務・居住機能などの集積を促進するとと

もに、各駅周辺のまちづくり活動が相互に

連携することで、新たな交流機会やビジネ

ス機会を生み出すなど、まちづくりへの効

果が広く及ぶものと期待されている。

①東西線沿線まちづくりの基本方針

本市では、平成 年 月、沿線のまち

づくりを推進するための基本的な方針を定

めた「東西線沿線まちづくりの基本方針」

と「東西線沿線まちづくり駅別行政素案」

を策定した。

平成 年には、人口減少や少子高齢化、

財政制約の強まり等社会環境の変化から、

まちづくりの考え方や民間開発等への支

援・誘導方針を明確にするため、基本方針

および駅別行政素案を統合し、新たな基本

方針を策定した。さらに、平成 年７月に

は、震災を経た状況の変化に対応し、復興

とその先を見据えた新たなまちづくりを市

民協働で推進するため、基本方針を改訂し

た。

②基本方針の構成

基本方針では、「安全安心で暮らしやすい

街」の創造、「魅力的で楽しい街」の創造、

「活力にあふれた元気な街」の創造、「個性

的で美しい街」の創造、を方針の柱に「方

針の基礎となる都市基盤の整備」を総合的

に進めることを掲げ、市民、事業者、行政

など多様な主体が、都市機能の整備、誘導、

まちづくりルールの導入などに向けて連

携・協力して沿線まちづくりに取り組んで

きた。

③「安全安心で暮らしやすい街」の創造

「安全安心で暮らしやすい街」の創造で

は、東西線の開通によって居住者等が増え

る駅周辺において、既存の地域活動を活か

しながら地域コミュニティの機能強化を図

るとともに、新たに人々が住む駅周辺地域

においては、新しい地域コミュニティが形

成されるよう取り組みを行っていくことに

している。

東西線沿線の５つの駅（八木山動物公園

駅、青葉山駅、大町西公園駅、薬師堂駅、

卸町駅）では、市民や地域団体などさまざ

まな主体が、地域コミュニティの活性化や

課題解決に向けた検討を行うため、まちづ

くり団体が設立され、勉強会やまちづくり

計画策定などの活動が行われた。また、宮

城野通駅や荒井駅では、土地区画整理事業

（仙台駅東第二土地区画整理事業、荒井東

土地区画整理事業）をきっかけとして、ま

ちづくり団体が設立されている。

各団体の一部は、本市が実施している、
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東西線沿線に「杜の都」を象徴する青葉山

や広瀬川、青葉通のケヤキ並木など、自然

や景観資源が多数存在していることから、

その資源を活かし、青葉山公園や西公園、

青葉通の整備を進め、個性的で美しい街の

創造を目指している。

⑤「市民協働のまちづくり」の推進

前述した沿線まちづくりの方針を実現す

るとともに、沿線全体の交流を促進し、そ

れを本市全体の活力につなげていくために

は、多様な主体によるアイデアやネットワ

ークを活かし、市民一人ひとりが力を発揮

できるよう、市民協働によるまちづくりの

推進が不可欠である。

本市では、平成 年３月に、市民と共に

東西線沿線の新たな魅力を創り出していく

市民参加型のプロモーションとして、「

プロジェクト」をスタートさせた。このプ

ロジェクトでは、まちづくりを学ぶ機会を

設けたり、Ｗｅｂや映像などで情報発信を

行ったりするなど、楽しみながら仙台の魅

力発掘に取り組んでいる。

（３）庁内の進捗管理

本市では、全庁一丸となって東西線の整

備推進をはかるため、市長が本部長となり

全局長等で構成する「仙台市高速鉄道東西

線整備推進本部」を平成 年４月に立ち上

げた。

その後、東西線整備が本格軌道に乗った

平成 年９月には、沿線まちづくりの推進

を図るため、「仙台市高速鉄道東西線沿線ま

ちづくり推進本部」に改組した。同会議で

は、沿線まちづくりに関わる重要施策の方

針決定や基本方針に掲げる各種施策の進捗

管理等を行うことにより、二役主導のもと

全庁一丸となって東西線沿線のまちづくり

を着実に進めてきた。

震災後は、震災復興事業との兼ね合いか

ら、施策の重要性や開業に与える影響等を

考慮し、事業に優先度を付けて、地下鉄開

業までに取り組むべき事業に集中的に取り

組むこととした。

図表 東西線路線図

 

 
 

まちづくりに関するアドバイザーを派遣す

る「まちづくり支援専門家派遣制度」を活

用するなど、地域主体により民間活力を活

かしたまちづくりを推進している。

ア．荒井東まちづくり協議会

荒井駅は、東西線の東の起点駅で、駅周

辺では東西線開業に向け、都市基盤整備を

進める荒井東土地区画整理事業が実施され

ていた。平成 年２月に土地区画整理組合

が設立され、その前から行われていた地権

者有志による勉強会に、震災後にニーズが

高まったエコモデルタウン事業に賛同する

民間企業も加わって、平成 年１月にまち

を《つくる》ための組織として「荒井東ま

ちづくり協議会」が発足された。

荒井東まちづくり協議会は、仙台市荒井

東土地区画整理組合と住宅メーカーや電気

設備工事会社など民間企業８社で構成され、

特別会員として本市、まちづくりの実行組

織として平成 年５月に設立された荒井

タウンマネジメント（以下、「荒井ＴＭ」と

いう。）が参加し、事務局はこれまで本市の

地域まちづくりへのコンサルティング業務

等を手掛けてきた特定非営利活動法人都市

デザインワークスが務めた。

荒井東まちづくり協議会では、平成 年

３月、「荒井東まちづくり計画」を策定した。

基本方針として、「協働まちづくり」、「交

流・賑わいづくり」、「低炭素まちづくり」、

「コミュニティづくり」、「減災拠点づくり」

の５つを掲げ、土地利用方針として、駅、

商業施設、交流施設、医療・福祉施設、公

共施設、住宅などの暮らしを支える機能が

徒歩圏に集積する「機能集約型市街地・コ

ンパクトタウン」を目指している。荒井東

まちづくり協議会は、平成 年３月にその

役目を終えて解散し、協議会が策定した計

画については、荒井ＴＭがその実現を目指

して取り組み、まちを育てていくこととし

ている。

なお、平成 年１月、荒井ＴＭは、本市

から都市再生特別措置法に基づく都市再生

推進法人の指定を受け、都市再生整備計画

の区域内のまちづくりを担うこととなった。

これにより、荒井ＴＭは、都市再生整備計

画への提案のほか、行政側と協定を締結し、

独自の収益事業で得た収益を協定区域内の

道路や公園の維持管理に充てることができ

るようになり、今後地域主体のまちづくり

が進むものと考えられる。

イ．八木山地区まちづくり研究会

八木山動物公園駅は、東西線の西の起点

駅で、駅南側には昭和 年代から開発され

た戸建住宅を中心とした住宅地が広がり、

駅周辺には八木山動物公園、八木山ベニー

ランド、大学等が立地している。

平成 年に地元町内会や大学、企業等で

「八木山地区まちづくり研究会」が設立さ

れ、駅前整備には研究会のアイデアも採用

されるなど、八木山地区のまちづくりにつ

いて取り組んでいる。

④その他の方針と取り組み

「魅力的で楽しい街」の創造では、本市

が復興後の方針として進めている交流人口

の拡大に向けて、コンベンションやインバ

ウンド推進の拠点となる国際センター駅周

辺への集客機能の強化に取り組んでいる

（本章第１節参照）。

また、「活力にあふれた元気な街」の創造

では、本市東部における、東北地方最大の

流通拠点である卸商団地や、本市製造業の

拠点である工業団地の地域産業、文化・芸

術活動等を活かし、クリエイティブ産業を

生み出すビジネスエリアの形成を目指して

いる。クリエーター向けのシェアオフィス

である「 」や、カタールフレンド基金

によって「 東北イノベーションセ

ンター」等などが立地するなど、新たな産

業拠点として活力あるまちづくりに向け取

り組んでいる（第 章第１節参照）。

さらに、「個性的で美しい街」の創造では、
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東西線沿線に「杜の都」を象徴する青葉山

や広瀬川、青葉通のケヤキ並木など、自然

や景観資源が多数存在していることから、

その資源を活かし、青葉山公園や西公園、

青葉通の整備を進め、個性的で美しい街の

創造を目指している。

⑤「市民協働のまちづくり」の推進

前述した沿線まちづくりの方針を実現す

るとともに、沿線全体の交流を促進し、そ

れを本市全体の活力につなげていくために

は、多様な主体によるアイデアやネットワ

ークを活かし、市民一人ひとりが力を発揮

できるよう、市民協働によるまちづくりの

推進が不可欠である。

本市では、平成 年３月に、市民と共に

東西線沿線の新たな魅力を創り出していく

市民参加型のプロモーションとして、「

プロジェクト」をスタートさせた。このプ

ロジェクトでは、まちづくりを学ぶ機会を

設けたり、Ｗｅｂや映像などで情報発信を

行ったりするなど、楽しみながら仙台の魅

力発掘に取り組んでいる。

（３）庁内の進捗管理

本市では、全庁一丸となって東西線の整

備推進をはかるため、市長が本部長となり

全局長等で構成する「仙台市高速鉄道東西

線整備推進本部」を平成 年４月に立ち上

げた。

その後、東西線整備が本格軌道に乗った

平成 年９月には、沿線まちづくりの推進

を図るため、「仙台市高速鉄道東西線沿線ま

ちづくり推進本部」に改組した。同会議で

は、沿線まちづくりに関わる重要施策の方

針決定や基本方針に掲げる各種施策の進捗

管理等を行うことにより、二役主導のもと

全庁一丸となって東西線沿線のまちづくり

を着実に進めてきた。

震災後は、震災復興事業との兼ね合いか

ら、施策の重要性や開業に与える影響等を

考慮し、事業に優先度を付けて、地下鉄開

業までに取り組むべき事業に集中的に取り

組むこととした。

図表 東西線路線図
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⑦事業期間

平成 年度まで（仙台市震災復興計画期

間）

（３）活用事例

本市における被災市街地優良建築物等整

備事業の活用事例としては、本市南部にあ

り、地下鉄南北線の河原町駅に近接した河

原町地区の事例がある。

河原町地区では、地権者等が中心となり

震災前から、同地区の賑わい創出のため「河

原町・街づくり地権者勉強会」等を設立し

て、地域の将来像について検討が進められ

ていた。

震災では、同地区内の建物（住戸３戸・

事務所店舗併設１戸）が被災し、早急な建

替えと、災害に強いまちづくりが望まれた

ため、被災市街地優良建築物等整備事業の

第１号として、平成 年７月に事業着手、

平成 年 月に整備が完了した。

復興まちづくり要件に対しては、前述の

（Ａ）要件から、「再生可能エネルギー源の

発電設備」を導入し、屋根に太陽光発電パ

ネルを設置し共用部分への電力供給をする

ほか、風力発電による街灯も設置した。ま

た、共用部分の照明をＬＥＤ化し、災害時

のエネルギー対策を図っている。また、（Ｂ）

要件については、防災備蓄倉庫や昇降機の

設置、非常時の避難広場を確保し、災害へ

の備えとしている。

なお、河原町地区の事例では、事業を使

って整備された賃貸住宅において、施行者

の意向により、一般の入居者募集に先立ち、

市内の応急仮設住宅入居者を対象に優先入

居募集が行われた。

図表 従前・従後の権利の状況

 

図表 施設構成の概要

従 前 従 後

土地建物所 有者３名

（居住地権者）

棟：施行者が土地建物取

得。

土地所有者 名（施行

者）

棟：居住地権者（増床あ

り）と施行者で土地建物

共有。

３A １A

３A

４A １A

４A
増床) １A

（増床）

Ｂ棟 Ａ棟

（ 棟入口より

棟の眺め）

棟
（プロモ河原町）

棟
（イガスト・ゲート河原町）

 
 

第４節 優良建築物等整備事業

１．仙台市被災市街地優良建築物等整備事業

（１）概要

仙台市被災市街地優良建築物等整備事業

は、国の補助制度である「優良建築物等整

備事業」制度を活用して、震災により被災

した建築物の建替え事業に補助を行うこと

により、市街地環境の改善と防災力の向上

を図り、災害に強いまちづくりと震災復興

の推進を目的とする東日本大震災復興交付

金の基幹事業である。

（２）制度

①対象地域

仙台市復興交付金事業計画区域内で、都

市計画法に定める用途が指定されている地

域のうち、住居専用系用途地域（第一種低

層、第二種低層、第一種中高層、第二種中

高層）を除く地域内であること。

②被災要件

東日本大震災に係る「り災証明」による

被災区分が、「全壊、大規模半壊、半壊」の

いずれかの判定を受けた建築物などを、現

地において建替える事業であること。

なお、被災区分判定（一般財団法人日本

建築防災協会）等により、同等の被災を受

けた建築物と市長が判断できる建築物も可

となっている。

③建替要件

社会資本整備総合交付金交付要綱および

東日本大震災復興交付金交付要綱等に該当

する建築物であること。ただし、共同化タ

イプに限る。

④復興まちづくり要件

市街地環境の改善のみならず、防災力の

向上を図り、災害に強いまちづくりを促進

する必要から、以下の（Ａ）と（Ｂ）をそ

れぞれ１項目以上、かつ計４項目以上実施

すること。

図表 復興まちづくりの要件

（Ａ）省エネ・新エネ設備の導入

○再生可能エネルギー源の発電設備（太陽光

発電、風力発電など）

○ＬＥＤ照明設備（共用部分）

○高効率型給湯設備（太陽熱，エコキュート，

エコジョーズなどを全住戸に採用）

○コージェネレーションシステム（エコウィ

ル，エネファームなどを全住戸に採用）

○その他，上記設備と同等の性能を有すると

認めた設備

（Ｂ）防災力強化設備の導入

○防災備蓄倉庫（施設利用者のための備蓄品

を保管する倉庫）

○非常用発電装置（稼働時間： 時間以上）

○管制運転装置付昇降機設備（Ｐ波・火災・

停電）

○免震装置，制震装置など

○その他，上記設備と同等の性能を有すると

認められる設備の設置

⑤採択要件

復興交付金事業計画の事業に位置づけら

れること。

⑥補助内容

ア．補助対象

補助対象は以下のとおり。

・調査設計計画（基本構想作成費、事業

計画作成費、地盤調査費、建築設計費）

・土地整備（建築物除去費、補償費等）

・共同施設整備（空地等整備費、供給処

理施設整備費、その他の施設整備費）

イ．補助率

補助対象に係る費用の４ ５以内
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⑦事業期間

平成 年度まで（仙台市震災復興計画期

間）

（３）活用事例

本市における被災市街地優良建築物等整

備事業の活用事例としては、本市南部にあ

り、地下鉄南北線の河原町駅に近接した河

原町地区の事例がある。

河原町地区では、地権者等が中心となり

震災前から、同地区の賑わい創出のため「河

原町・街づくり地権者勉強会」等を設立し

て、地域の将来像について検討が進められ

ていた。

震災では、同地区内の建物（住戸３戸・

事務所店舗併設１戸）が被災し、早急な建

替えと、災害に強いまちづくりが望まれた

ため、被災市街地優良建築物等整備事業の

第１号として、平成 年７月に事業着手、

平成 年 月に整備が完了した。

復興まちづくり要件に対しては、前述の

（Ａ）要件から、「再生可能エネルギー源の

発電設備」を導入し、屋根に太陽光発電パ

ネルを設置し共用部分への電力供給をする

ほか、風力発電による街灯も設置した。ま

た、共用部分の照明をＬＥＤ化し、災害時

のエネルギー対策を図っている。また、（Ｂ）

要件については、防災備蓄倉庫や昇降機の

設置、非常時の避難広場を確保し、災害へ

の備えとしている。

なお、河原町地区の事例では、事業を使

って整備された賃貸住宅において、施行者

の意向により、一般の入居者募集に先立ち、

市内の応急仮設住宅入居者を対象に優先入

居募集が行われた。

図表 従前・従後の権利の状況

 

図表 施設構成の概要

従 前 従 後

土地建物所 有者３名

（居住地権者）

棟：施行者が土地建物取

得。

土地所有者 名（施行

者）

棟：居住地権者（増床あ

り）と施行者で土地建物

共有。

３A １A

３A

４A １A

４A
増床) １A

（増床）

Ｂ棟 Ａ棟

（ 棟入口より

棟の眺め）

棟
（プロモ河原町）

棟
（イガスト・ゲート河原町）
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あわせて、計画においては、地域資源の

利活用を進めるため、４つのエリア別にビ

ジョンを掲げている。「都心部エリア」では、

にぎわいがある空間や回遊性にすぐれた空

間の創出を目指し、公園や道路などの都市

資源および遊休不動産の新たな活用と、そ

のための人材育成に取り組むとした。

「郊外エリア」では、高度経済成長期に

開発された郊外団地の空き家や高齢化の課

題に対して、若い世代との住み替えを促進

しつつ、エネルギー負荷の少ない快適で健

康なエコ住宅へのリノベーションを提案し

ている。

「中山間地エリア」では、循環型社会に

向けて、森林資源を利活用した地域づくり

を進めることなどが挙げられている。震災

の爪痕が残る海側の「東部エリア（田園＋

災害危険区域）」では、農業の６次産業化に

よる魅力向上、田園風景のシンボルである

「居久根（いぐね）」（屋敷林）の再生、貞

山運河の活用などにより、エリア全体の魅

力を高め、交流人口拡大につなげることを

提唱している。

（４）まちづくりに取り組む事業者

リノベーションまちづくりの大きな特徴

は、民間事業者が主体的に取り組み行政が

これを支援するという点で、従来の行政主

導のまちづくりには見られなかった柔軟性

やスピード感、経営力が期待できる。公共

空間を含む不動産所有者と民間事業者のマ

ッチングや、遊休地を題材としたイベント

の仕掛けなどによって、まちの再生をけん

引する「まちづくり会社」が市内でも誕生

しており、空き物件や公共空間の利活用な

どによるまちの活性化や課題解決に向けて

動き出している。

図表 リノベーションまちづくりの仕

組み

（５）今後の取り組み

本市では、仙台市新実施計画の重点的な

考え方を示す「政策重点化方針 」の中

で８つの戦略プロジェクトを定めており、

その具体的な取組みのひとつに「既存スト

ックの活用や再生」を掲げている。

今後、リノベーションまちづくりに関す

る機運の醸成や環境づくりを進めていくた

め引き続き、担い手の発掘・育成とともに、

民間主体の推進体制の整備などに積極的に

取り組んでいく。民間の遊休不動産だけで

はなく公共空間の利活用も進めていけるよ

う、公民連携によるリノベーションまちづ

くりを推進することとしている。

 

 
 

第５節 リノベーションまちづくり

１．リノベーションまちづくり

（１）リノベーションまちづくりとは

本市では震災後、地域の活力を向上させ

るため、民間が主体となって空き家や空き

地、公園、道路などの公共空間等を新たな

コンセプトのもとで従来にない利活用を図

ることで、地域に新しい賑わいを生み出す

「リノベーションまちづくり」を推進して

いる。

リノベーションまちづくりでは、小さな

事業が徐々に増えて、さらに相互に連鎖し

ながら近隣エリアへ波及拡大していくこと

で、都市の活力の向上と魅力を創出させ、

持続ある発展へとつなげることを目指して

いる。

（２）リノベーションまちづくり始動

震災後の厳しい状態から立ち上がり、民

間、行政が力を合わせて復興を進めてきた

仙台のまちだが、将来的には、人口減少等

の都市課題に直面せざるを得ない。全国的

にも行政財源は縮小傾向にあり、今後の復

興の先のまちづくりとしては、空き家や公

共空間などの既存ストック活用や再生を民

間の主導で進めることに新しい可能性が期

待できるとして、平成 年度、都市整備局

都市再開発課を中心にリノベーションまち

づくりの取り組みを開始した。平成 年１

月と３月に、学識者や専門家を講師とした

一般参加のセミナーを開催している。

平成 年９月には、有識者やまちに貢献

したいという意識を持った民間事業者と協

働で「せんだいリノベーションまちづくり

計画検討委員会」を設立し、具体的検討に

入った。検討委員会には、仙台のまちをよ

くするため、自ら主体になろうとする事業

者や不動産オーナー、有識者らが参加し、

公民連携のまちづくりに向け、本市職員も

若手を中心に積極的に議論に加わった。検

討委員会は、毎回、公開形式で開催され、

フロアからの発言も議論に反映しながら進

められた。民間の遊休不動産や公園・道路

等公共空間の活用、これからの仙台の都市

政策などをテーマに、平成 年 月までに

５回開催し、平成 年３月には、検討され

た意見やアイディアをまとめた「せんだい

リノベーションまちづくり計画」が本市に

提出された。

本市はこれを受け、民間主導・公民連携

のリノベーションまちづくりの環境づくり

と民間の取り組みの支援を行うこととした。

（３）せんだいリノベーションまちづくり計画

計画では、震災から５年が経過した段階

での仙台の都市経営課題（計画に先立ち、

本市と民間で共有化された課題）について、

①東北地方から人やモノが流入する中枢都

市である一方で学生が卒業とともに県外

（首都圏）に流出すること、②支店経済都

市であり外部依存型の経済構造となってい

ること、③復興需要により空き家・空きオ

フィス率が低下していること、④都市の魅

力や仙台らしさの発信が十分ではないこと、

等を挙げている。

こうした課題に対して、民間主導行政参

加の新しい仕組みのもと、既存の都市資源

を活用して解決を目指すのがリノベーショ

ンまちづくりの手法である。「仙台らしい都

市生活を楽しむためのビジョン」として「健

康的な都市生活」と「地域循環型経済」を

キーワードに、人々が都市の楽しさを満喫

しながら、健康的な都市生活を過ごすこと

や、エネルギーや木材、食料などを地域内

で循環する地域循環型経済を構築すること

で安定的な都市経営を目指すこととした。

豊富な自然資源をポテンシャルに、食やレ

ジャーなどの魅力づくり、産業や人材を育

てる取り組みを進め、東北全体を生かす魅

力的な都市を目指すことなどが計画に盛り

込まれた。
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あわせて、計画においては、地域資源の

利活用を進めるため、４つのエリア別にビ

ジョンを掲げている。「都心部エリア」では、

にぎわいがある空間や回遊性にすぐれた空

間の創出を目指し、公園や道路などの都市

資源および遊休不動産の新たな活用と、そ

のための人材育成に取り組むとした。

「郊外エリア」では、高度経済成長期に

開発された郊外団地の空き家や高齢化の課

題に対して、若い世代との住み替えを促進

しつつ、エネルギー負荷の少ない快適で健

康なエコ住宅へのリノベーションを提案し

ている。

「中山間地エリア」では、循環型社会に

向けて、森林資源を利活用した地域づくり

を進めることなどが挙げられている。震災

の爪痕が残る海側の「東部エリア（田園＋

災害危険区域）」では、農業の６次産業化に

よる魅力向上、田園風景のシンボルである

「居久根（いぐね）」（屋敷林）の再生、貞

山運河の活用などにより、エリア全体の魅

力を高め、交流人口拡大につなげることを

提唱している。

（４）まちづくりに取り組む事業者

リノベーションまちづくりの大きな特徴

は、民間事業者が主体的に取り組み行政が

これを支援するという点で、従来の行政主

導のまちづくりには見られなかった柔軟性

やスピード感、経営力が期待できる。公共

空間を含む不動産所有者と民間事業者のマ

ッチングや、遊休地を題材としたイベント

の仕掛けなどによって、まちの再生をけん

引する「まちづくり会社」が市内でも誕生

しており、空き物件や公共空間の利活用な

どによるまちの活性化や課題解決に向けて

動き出している。

図表 リノベーションまちづくりの仕

組み

（５）今後の取り組み

本市では、仙台市新実施計画の重点的な

考え方を示す「政策重点化方針 」の中

で８つの戦略プロジェクトを定めており、

その具体的な取組みのひとつに「既存スト

ックの活用や再生」を掲げている。

今後、リノベーションまちづくりに関す

る機運の醸成や環境づくりを進めていくた

め引き続き、担い手の発掘・育成とともに、

民間主体の推進体制の整備などに積極的に

取り組んでいく。民間の遊休不動産だけで

はなく公共空間の利活用も進めていけるよ

う、公民連携によるリノベーションまちづ

くりを推進することとしている。
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（２）基本方針

区画整理の実施にあたっては、図表

にあるＡ地区（地区西側）に業務系

土地である民有地を集約して先行的に整備

するとともに、地区東部にあたるＢ地区南

側およびＣ地区には本市が買い取った市有

地を集約し、大区画化を図る。また、大区

画化を図った地区東側については、仙台港

近傍という立地条件を活かして新たに企業

の誘致を進めることとする。

２．都市計画決定

土地区画整理事業は、地元の理解と協力

なしには円滑な事業実施は困難である。そ

のため、平成 年度は、土地区画整理事業

の都市計画決定に向けた、さまざまな取り

組みを行った。

本市では、平成 年 月 日、津波被

害を受けた本市東部地域の内、さまざまな

防災施設を整備してもなお津波被害の危険

性が高い区域を災害危険区域に指定し、住

居の用に供する建築物の新増改築を制限し

ており、蒲生北部地区もその区域の中にあ

った。

しかし、災害危険区域による建築制限は、

あくまで住居の用に供する建築物を対象に

するもので、業務系建築物については対象

になっていないことから、土地区画整理事

業を円滑に進めるためには業務系建築物の

建築についても制限することが必要であっ

た。

そのため、本市では平成 年７月 日

から８月２日にかけて、地元説明会を実施

し、今後の整備方針、土地区画整理事業と

被災市街地復興推進地域の概要について説

明した。その後、平成 年 月、蒲生北

部地区を、「被災市街地復興推進地域」（※）

とする都市計画決定を行い、被災市街地復

興特別措置法第七条第１項に基づき業務系

建築物の新増改築についても制限した。

※大規模な災害により被害を受けた市街地の

復興を推進するため、土地区画整理事業等

を施行する必要があるとして都市計画に定

める地域

さらに、平成 年 月 日から 日

にかけて地元説明会を開催し、土地区画整

理事業の検討状況として、幹線道路や公

園・緑地など、地区の骨格となる公共施設

の配置案や、区画道路（細街路）の配置の

考え方、今後のスケジュールについて説明

した。その後、平成 年１月 日、都市

計画決定に関する公聴会を開催し、平成

年２月８日の都市計画審議会における審議

を経て、平成 年３月８日、土地区画整理

事業に係る都市計画決定を行った。

３．事業計画決定

土地区画整理事業に係る都市計画決定後

の平成 年度は、具体的な事業内容を示す

事業計画の決定に向けて取り組みがなされ

た。

平成 年７月５日には、地権者に対し、

より具体的なイメージを持ってもらうため

に、土地利活用勉強会を開催し、専門家の

話も聞きながら意見交換がなされた。

その後、７月 日から 日まで、地権

者を対象に、事業計画の素案に関する説明

会、７月 日から 日にかけて土地区画

整理事業に関する個別相談会を開催した。

説明会では、Ａ地区（地区西側）、Ｂ地区（地

区中央部）、Ｃ地区（地区東側）ごとの土地

利用の方針や、幹線道路や区画道路のルー

トや幅員、公園・緑地の位置や大きさ、上

下水道や造成計画等について説明し、今後

実施することになる事業内容の具体的なイ

メージを理解できるよう配慮した。また、

地区内の土地全体に対する減歩割合である

平均減歩率も示した。９月 日には、事業

計画中間案および都市計画変更に関する説

明会を開催し、県施行の河川堤防の位置が

確定したことに伴う土地区画整理事業の区

域変更および地区内に整備する都市計画道

路や公園、緑地といった都市施設の配置、

 
 

第６節 蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

１．事業概要

（１）概要

蒲生北部地区は、仙台駅から東方に約

、七北田川左岸・仙台港の南側に位置

する地区である（図表 参照）。

本市東部地区は津波によって甚大な被害

を受け、その多くが市街化調整区域であっ

たが、蒲生北部地区はその中で唯一の市街

化区域であった。震災前は、住宅と業務系

建物が混在した土地利用がなされていたが、

震災後、災害危険区域に指定され、新たな

建物の新増改築を禁止する建築制限がかか

る区域となり、防災集団移転促進事業の対

象となった。

同事業は、希望者からの申出を受け、被

災した土地を本市が買い取ることができる

が、強制力がないこともあり、地区内に本

市が買い取った土地と、買い取ることがで

きない土地が混在し、土地利用に課題が生

じることとなった。

そこで、平成 年７月 日の仙台市震

災復興推進本部会議で、本市施行の土地区

画整理事業によって都市基盤の再整備を行

い、土地の整理集約を図る方針を決定し、

平成 年７月 日、同方針を正式に公表

した。

図表 事業概要

名称

仙塩広域都市計画事業

仙台市蒲生北部被災市街地

復興土地区画整理事業

施行者 仙台市

施行面積 約

施行期間 平成 年度～平成 年度

事業費

億 万円

うち復興交付金 億 万円

保留地処分金 億 万円

市単独費 億 万円

図表 蒲生北部地区土地利用図

河川堤防（別途県施工）

蒲生北部地区
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（２）基本方針

区画整理の実施にあたっては、図表

にあるＡ地区（地区西側）に業務系

土地である民有地を集約して先行的に整備

するとともに、地区東部にあたるＢ地区南

側およびＣ地区には本市が買い取った市有

地を集約し、大区画化を図る。また、大区

画化を図った地区東側については、仙台港

近傍という立地条件を活かして新たに企業

の誘致を進めることとする。

２．都市計画決定

土地区画整理事業は、地元の理解と協力

なしには円滑な事業実施は困難である。そ

のため、平成 年度は、土地区画整理事業

の都市計画決定に向けた、さまざまな取り

組みを行った。

本市では、平成 年 月 日、津波被

害を受けた本市東部地域の内、さまざまな

防災施設を整備してもなお津波被害の危険

性が高い区域を災害危険区域に指定し、住

居の用に供する建築物の新増改築を制限し

ており、蒲生北部地区もその区域の中にあ

った。

しかし、災害危険区域による建築制限は、

あくまで住居の用に供する建築物を対象に

するもので、業務系建築物については対象

になっていないことから、土地区画整理事

業を円滑に進めるためには業務系建築物の

建築についても制限することが必要であっ

た。

そのため、本市では平成 年７月 日

から８月２日にかけて、地元説明会を実施

し、今後の整備方針、土地区画整理事業と

被災市街地復興推進地域の概要について説

明した。その後、平成 年 月、蒲生北

部地区を、「被災市街地復興推進地域」（※）

とする都市計画決定を行い、被災市街地復

興特別措置法第七条第１項に基づき業務系

建築物の新増改築についても制限した。

※大規模な災害により被害を受けた市街地の

復興を推進するため、土地区画整理事業等

を施行する必要があるとして都市計画に定

める地域

さらに、平成 年 月 日から 日

にかけて地元説明会を開催し、土地区画整

理事業の検討状況として、幹線道路や公

園・緑地など、地区の骨格となる公共施設

の配置案や、区画道路（細街路）の配置の

考え方、今後のスケジュールについて説明

した。その後、平成 年１月 日、都市

計画決定に関する公聴会を開催し、平成

年２月８日の都市計画審議会における審議

を経て、平成 年３月８日、土地区画整理

事業に係る都市計画決定を行った。

３．事業計画決定

土地区画整理事業に係る都市計画決定後

の平成 年度は、具体的な事業内容を示す

事業計画の決定に向けて取り組みがなされ

た。

平成 年７月５日には、地権者に対し、

より具体的なイメージを持ってもらうため

に、土地利活用勉強会を開催し、専門家の

話も聞きながら意見交換がなされた。

その後、７月 日から 日まで、地権

者を対象に、事業計画の素案に関する説明

会、７月 日から 日にかけて土地区画

整理事業に関する個別相談会を開催した。

説明会では、Ａ地区（地区西側）、Ｂ地区（地

区中央部）、Ｃ地区（地区東側）ごとの土地

利用の方針や、幹線道路や区画道路のルー

トや幅員、公園・緑地の位置や大きさ、上

下水道や造成計画等について説明し、今後

実施することになる事業内容の具体的なイ

メージを理解できるよう配慮した。また、

地区内の土地全体に対する減歩割合である

平均減歩率も示した。９月 日には、事業

計画中間案および都市計画変更に関する説

明会を開催し、県施行の河川堤防の位置が

確定したことに伴う土地区画整理事業の区

域変更および地区内に整備する都市計画道

路や公園、緑地といった都市施設の配置、
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事業において、業務の効率的な実施が不可

欠であった。

また、従来の市施行の区画整理事業では、

業務委託や工事の発注を年度単位で行うこ

とが多かったが、年度単位では発注ロット

が小さくなり、復興需要の増加による労務

単価や資材の高騰、それに伴う不調不落が

発生している状況下では、事業の進捗の遅

れが危惧された。

そのため、民間の技術とマンパワーの活

用、民間の視点を活かした土地利活用、一

貫した事業管理による業務効率化等を目的

として、調査・設計から工事施工までの一

連の業務を一括して発注する「包括委託方

式」を採用することとした。

委託先の選定にあたっては、民間のさま

ざまな提案を検討できるように、公募型プ

ロポーザル方式により選定することとした。

平成 年３月、外部有識者等で構成される

蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

等包括委託提案審査委員会を立ち上げ、参

加者要件や提案書の審査方法等について検

討を行った後、４月 日、公募を開始した。

その後、提案書の提出を受け、上記審査委

員会による審査を経て、 月 日、「蒲生

北部被災市街地復興土地区画整理事業等包

括委託業務」の基本協定を、「鹿島建設･フ

ジタ･橋本店･パスコ･復建技術コンサルタ

ント･三洋設計･ＵＲリンケージ共同企業体」

（以下、「蒲生北部ＪＶ」という。）と締結

した。これにより、蒲生北部ＪＶが、仮換

地（案）の作成や、調査・設計・工事など

を請け負い、効率的に事業を進めていくこ

とになる。

（４）事業計画変更（第１回）

事業地区東側に位置する蒲生干潟は、津

波により大きな被害を受けた。しかし、時

間の経過とともに多種多様な動植物の生

息・生育空間が徐々に回復し、環境団体や

研究者から、その保存について強い要望が

あったことから、県は河川堤防の位置の見

直しを行うこととなった。

県は、平成 年 月 日および平成

年１月 日に、地元に対し、蒲生干潟

等の自然環境に配慮し河川堤防の一部を内

陸側に移す計画変更案に関する説明会を開

催し、案のとおり早期整備に向け国と協議

を進めることになった。

これを受けて、本市においても、土地区

画整理事業の事業計画の変更および都市計

画の変更の必要が生じ、平成 年２月

日、 日に地元説明会を開催した。説明会

では、堤防位置が再度変われば事業計画等

の変更はあるのか、今回の堤防位置変更に

よって蒲生干潟の環境は守られるのか、専

門家の意見を十分聞いて事業を進めてほし

いなどの質問、意見が出された。本市から

は、堤防位置等の基本事項は県が開催した

２回の説明会で示した変更案で進めていく

こと、堤防位置変更は、蒲生干潟への影響

を考慮して行うものであり、位置、高さ、

構造等の基本事項以外の使い勝手や環境面

での配慮は、今後も意見交換して行くこと

を説明した。その後、４月 日、都市計画

を変更した上で、７月 日、事業計画の変

更（第１回）を行った。

図表 蒲生干潟と河川堤防

５．仮換地指定

（１）審議会での審議

仮換地指定に向けて、平成 年３月

日から４月 日にかけて権利者を対象に、

仮換地（案）に関する個別説明会を実施し

た。権利に関する大事な説明会となったこ

変更前の堤防ライン（点線）

変更後の堤防ライン（実線）を

より内陸側に変更

 
 

平均減歩率について説明した。また、 月

４日には公聴会を実施した。

事業計画の最終案を 月 日に地元に

示した上で、 月 日から 月１日まで、

地権者向けの個別相談会を実施し、平成

年２月４日、土地区画整理事業等の都市計

画変更、３月 日に事業計画（設計の概要）

の事業認可を経て、４月１日事業計画の決

定を行った。

４．仮換地指定に向けた準備

（１）仮換地指定に向けた取り組み

土地区画整理事業では道路や公園等の公

共施設を新たに整備するとともに、宅地の

再配置が必要になる。工事に先立ち、新し

く使える宅地の位置、形状、面積を指定す

ることを仮換地指定という。

図表 区画整理事業の仕組み

平成 年度は、仮換地（案）の作成に取

りかかった。

平成 年６月４日、５日にかけて地権者

に対し全体説明会を実施した後、６月 日

から７月６日にかけて、個別相談会および

調査票による意向調査を実施した。

また、同年８月からは、仮換地指定に向

けた準備として、土地所有者の土地の面積

（地積）を測量するとともに換地設計を行

い、仮換地（案）を作成した。

（２）土地区画整理審議会

公共団体施行の土地区画整理事業では、

土地区画整理審議会の設置が義務付けられ

ており、本事業では、平成 年８月 日、

「仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画

整理審議会」（以下、「審議会」という。）を

設置した。審議会は、施行地区内の権利者

および学識経験者からなる委員で構成され、

本市の諮問機関としての役割を持つ。平成

年度中の審議会は、計４回開催され、換

地設計基準や土地評価基準等の確認など、

平成 年度に実施される仮換地（案）の審

議に向けた準備を主に行った。審議会の委

員の構成および審議会の開催実績について

は、図表 、 のとおりである。

図表 審議会の委員

10名 施行規程に基づく

所有権者委員
借地権者委員
学識経験者委員 ２名 市長の選任

５年 施行規程に基づく

委員の定数

８名

委員の任期

委員
の

構成

それぞれの権利者のうち
から選挙により選出

※所有権者委員と借地権者委員との割合は、それ

ぞれの権利者の割合に応じて配分され、合せて

８名の定数となる。

図表 審議会開催実績（平成 年度末

まで）
回

数
日程 主な審議等の内容

仮換地指

定の件数

平成 年８月 日 議事進め方

平成 年 月 日
換地設計基準（案）の

検討

平成 年１月 日
私道路の取扱い、事業

計画変更案について

平成 年３月 日 仮換地（案）について

平成 年７月 日
仮換地の指定につい

て

平成 年９月３日
仮換地の指定につい

て

平成 年 月９日
仮換地の指定につい

て

平成 年２月 日

仮換地の指定につい

て、特別の措置に関す

る措置について

合計

（３）包括業務委託

土地区画整理事業では、地積の実測等の

ほかに、仮換地（案）の作成およびその後

工事施工に向けた区域内の土地・建物の現

況調査、工事設計と造成等の工事など、多

岐にわたる業務を実施する必要があり、一

日も早い完了が求められている復旧・復興
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事業において、業務の効率的な実施が不可

欠であった。

また、従来の市施行の区画整理事業では、

業務委託や工事の発注を年度単位で行うこ

とが多かったが、年度単位では発注ロット

が小さくなり、復興需要の増加による労務

単価や資材の高騰、それに伴う不調不落が

発生している状況下では、事業の進捗の遅

れが危惧された。

そのため、民間の技術とマンパワーの活

用、民間の視点を活かした土地利活用、一

貫した事業管理による業務効率化等を目的

として、調査・設計から工事施工までの一

連の業務を一括して発注する「包括委託方

式」を採用することとした。

委託先の選定にあたっては、民間のさま

ざまな提案を検討できるように、公募型プ

ロポーザル方式により選定することとした。

平成 年３月、外部有識者等で構成される

蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

等包括委託提案審査委員会を立ち上げ、参

加者要件や提案書の審査方法等について検

討を行った後、４月 日、公募を開始した。

その後、提案書の提出を受け、上記審査委

員会による審査を経て、 月 日、「蒲生

北部被災市街地復興土地区画整理事業等包

括委託業務」の基本協定を、「鹿島建設･フ

ジタ･橋本店･パスコ･復建技術コンサルタ

ント･三洋設計･ＵＲリンケージ共同企業体」

（以下、「蒲生北部ＪＶ」という。）と締結

した。これにより、蒲生北部ＪＶが、仮換

地（案）の作成や、調査・設計・工事など

を請け負い、効率的に事業を進めていくこ

とになる。

（４）事業計画変更（第１回）

事業地区東側に位置する蒲生干潟は、津

波により大きな被害を受けた。しかし、時

間の経過とともに多種多様な動植物の生

息・生育空間が徐々に回復し、環境団体や

研究者から、その保存について強い要望が

あったことから、県は河川堤防の位置の見

直しを行うこととなった。

県は、平成 年 月 日および平成

年１月 日に、地元に対し、蒲生干潟

等の自然環境に配慮し河川堤防の一部を内

陸側に移す計画変更案に関する説明会を開

催し、案のとおり早期整備に向け国と協議

を進めることになった。

これを受けて、本市においても、土地区

画整理事業の事業計画の変更および都市計

画の変更の必要が生じ、平成 年２月

日、 日に地元説明会を開催した。説明会

では、堤防位置が再度変われば事業計画等

の変更はあるのか、今回の堤防位置変更に

よって蒲生干潟の環境は守られるのか、専

門家の意見を十分聞いて事業を進めてほし

いなどの質問、意見が出された。本市から

は、堤防位置等の基本事項は県が開催した

２回の説明会で示した変更案で進めていく

こと、堤防位置変更は、蒲生干潟への影響

を考慮して行うものであり、位置、高さ、

構造等の基本事項以外の使い勝手や環境面

での配慮は、今後も意見交換して行くこと

を説明した。その後、４月 日、都市計画

を変更した上で、７月 日、事業計画の変

更（第１回）を行った。

図表 蒲生干潟と河川堤防

５．仮換地指定

（１）審議会での審議

仮換地指定に向けて、平成 年３月

日から４月 日にかけて権利者を対象に、

仮換地（案）に関する個別説明会を実施し

た。権利に関する大事な説明会となったこ

変更前の堤防ライン（点線）

変更後の堤防ライン（実線）を

より内陸側に変更
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図表 平成 年度工事の施工状況

 

（３）事業計画変更（第２回）

事業地区内の道路の詳細設計（実施設計）

については、関係機関と協議をしながら進

めているが、安全面を考慮した道路の線形

見直し（４カ所）が生じたことと、道路築

造や公園整備費の精査等により資金計画に

変更が生じたことから、平成 年３月、第

２回目の事業計画変更を行った。

６．今後について

平成 年度末までの仮換地指定の進捗

率は となっており、平成 年度以降は、

残る仮換地指定を進めながら、順次造成等

の工事に着手するとともに、工事が完了し

た区域について仮換地の使用収益と、保留

地の販売を開始することになっている。

蒲生北部地区は、冒頭で述べたように、

区画整理事業によって市有地を地区東側に

集約し、企業誘致を進めることになってお

り、本市経済局では、立地可能性がある企

業を対象に、平成 年７月から、企業進出

にあたっての課題や、進出条件等について

ヒアリングを実施している。

 
 

ともあり、多くの権利者が参加した。

包括業務委託先である蒲生北部ＪＶも、

仮換地指定後の造成工事の本格着工に向け、

施行地区内に現場事務所や安全施設の設置

作業に着手する中、平成 年７月 日、

第５回審議会において、１回目の仮換地指

定が審議され、５件の仮換地案について同

意するとの答申を得た。

その後、順次審議を重ね、公有地を除く

仮換地指定は、予定している 件のうち、

平成 年度末までに 件の審議が完了

（約 ）した

審議会では、１筆１筆ごとに、委員によ

る活発な議論がなされ、個々の仮換地の妥

当性等について丁寧な検討がなされた。

写真 審議会での検討風景

 
 

（２）工事への着手

造成工事は、仮換地指定とともに平成

年８月から本格化した。

平成 年度は、事業を営む権利者の換地

の整備を優先するため地区西側から整備を

進め、宅地の整地や、上下水道の新設、道

路の築造、公園の整備などが実施された。

なお、蒲生北部地区は中野小学校区内の

一部に位置し、震災時は、児童・生徒と周

辺住民が小学校の屋上に避難して難を逃れ

た。震災後、蒲生北部地区は災害危険区域

に指定され、そこに住まいを持っていた

方々は、防災集団移転促進事業の対象とな

り、中野小学校も閉校となった。中野小学

校跡地には蒲生北部２号公園が整備される

予定となっており、その敷地内に、震災に

より犠牲となった方々の追悼・鎮魂と、蒲

生北部地区（蒲生・港・西原・和田地区）

の歴史を後世に伝えるため、「中野地区地域

モニュメント等」を平成 年度以降に整備

することとした（第 章第２節参照）。
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図表 平成 年度工事の施工状況

 

（３）事業計画変更（第２回）

事業地区内の道路の詳細設計（実施設計）

については、関係機関と協議をしながら進

めているが、安全面を考慮した道路の線形

見直し（４カ所）が生じたことと、道路築

造や公園整備費の精査等により資金計画に

変更が生じたことから、平成 年３月、第

２回目の事業計画変更を行った。

６．今後について

平成 年度末までの仮換地指定の進捗

率は となっており、平成 年度以降は、

残る仮換地指定を進めながら、順次造成等

の工事に着手するとともに、工事が完了し

た区域について仮換地の使用収益と、保留

地の販売を開始することになっている。

蒲生北部地区は、冒頭で述べたように、

区画整理事業によって市有地を地区東側に

集約し、企業誘致を進めることになってお

り、本市経済局では、立地可能性がある企

業を対象に、平成 年７月から、企業進出

にあたっての課題や、進出条件等について

ヒアリングを実施している。
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創出を図りたいとの考えから、平成 年８

月に、国家戦略特区を通して、社会起業家

への支援や女性活躍の促進などのための規

制改革案を盛り込んだ「ソーシャル・イノ

ベーション創生特区」を国へ提案した。

その内容が国から評価され、平成 年３

月に国家戦略特区（地方創生特区）への指

定が決定し、同時に、自動走行やドローン

などの実証を積極的に行う「近未来技術実

証特区」にも位置づけられた。

図表 これまでの経緯

図表 仙台市国家戦略特区（仙台特区）の概要

第７節 国家戦略特区 

１．国家戦略特区とは

国家戦略特区とは、経済社会の構造改革

を重点的に推進することにより、産業の国

際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠

点の形成を促進するために、国が定めた区

域において、規制改革等の施策を総合的か

つ集中的に推進するものであり、岩盤規制

改革の突破口として、国の主要な政策に位

置づけられている。

国家戦略特区における規制改革メニュー

は、国家戦略特別区域法などに定められて

おり、特区に指定されると、全ての規制改

革メニューを活用して、事業を実施するこ

とが可能である。

メニューの活用にあたっては、国、地方

公共団体、民間事業者で構成される区域会

議において区域計画案を作成し、その案が

諮問会議において審議・了承され、内閣総

理大臣から認定されることが必要となる。

図表 国家戦略特区の概要

２．本市の取り組み

（１）経緯

震災以降、被災地では起業の件数が増加

しており、その機運が高まっている。中で

も、起業の動機を震災前と比較すると「他

人・地域へ貢献したい」という利他的な動

機に変化しており、この傾向は女性の方が

強く、本市では女性による起業も増加して

いる。

被災地を含む東北地方は少子高齢化が進

むなど、いわば「課題先進地域」である。

本市において、その課題解決の担い手にな

り得る起業家、特に女性起業家を支援して

その活動を促進するとともに、大学や企業

と連携して近未来技術の実証を進めること

で、地域における社会的課題の解決や雇用
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創出を図りたいとの考えから、平成 年８

月に、国家戦略特区を通して、社会起業家

への支援や女性活躍の促進などのための規

制改革案を盛り込んだ「ソーシャル・イノ

ベーション創生特区」を国へ提案した。

その内容が国から評価され、平成 年３

月に国家戦略特区（地方創生特区）への指

定が決定し、同時に、自動走行やドローン

などの実証を積極的に行う「近未来技術実

証特区」にも位置づけられた。

図表 これまでの経緯

図表 仙台市国家戦略特区（仙台特区）の概要
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（２）仙台市国家戦略特区（仙台特区）での規

制改革の内容

本市は、「女性活躍・社会起業のための改

革拠点」に位置づけられており、平成 年

３月末現在、主に「社会起業」「女性活躍」

「近未来技術実証」「医療」の４分野におい

て規制改革や関連施策を進めている。

以下は、平成 年３月末現在、本市で実

施している、あるいは実施が決定している

取り組みである。

①社会起業 
ア．ＮＰＯ法人設立手続きの迅速化

社会起業の重要な担い手であるＮＰＯ法

人の設立を促進するため、本市が所轄庁と

して実施するＮＰＯ法人の設立認証手続き

における申請書類の縦覧期間を、２カ月か

ら２週間に短縮する。全国に先駆けて平成

年９月より実施している。

イ．雇用労働相談センターの設置

雇用条件の明確化等を通じ、ＮＰＯ法人

やベンチャー企業の設立等を促進するため、

雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を

図るための「雇用指針」等を活用し、弁護

士等による高度な個別相談対応等を行う

「雇用労働相談センター」を平成 年度に

国が設置する予定となっている。

②女性活躍 
ア．地域限定保育士試験の実施

保育士不足解消に向けて、県が実施する

通常の保育士試験のほかに、地域限定保育

士（※）試験を実施する。政令指定都市と

しては全国で初めて、平成 年度に実施予

定となっている。

※地域限定保育士…試験に合格して登録後、３年間は

受験した特区内でのみ保育士として働くことがで

き、４年目以降は全国で保育士として働くことがで

きる資格。

③近未来技術実証 
平成 年３月 日、近未来技術実証の

取り組みの一環として、東北大学等と連携

し、災害危険区域に指定されている若林区

荒浜地区において、自動車の自動走行とド

ローン飛行のデモンストレーションを実施

した。

今後、防災などへの活用をはじめとした

新事業の創出や産業の集積を目指し、取り

組みを進めていくこととしている。

④医療 
ア．保険外併用療養に関する特例

医療水準の高い国で承認されている医薬

品等であって、国内未承認のものについて、

保険外併用療養の希望がある場合に、迅速

に先進医療を提供できるよう、通常、おお

むね６カ月要する審査等の期間を、おおむ

ね３カ月に短縮する。臨床研究中核病院等

と同水準の国際医療拠点が対象となってお

り、本市における実施主体は東北大学病院

である。準備が整い次第、実施予定となっ

ている。

イ．特区医療機器薬事戦略相談の実施

医療機器の開発初期段階から、必要な試

験等に関する助言・指導を行う相談の実施

により、治験期間を短縮し、開発から市販・

承認までのプロセスを迅速化することによ

り、革新的医療機器の開発を促進する。臨

床研究中核病院が対象となっており、本市

における実施主体は東北大学病院である。

平成 年度より実施予定となっている。
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第１節 学校の被害と復旧 
 
１．被害状況 

本市では、宮城県沖地震が近い将来にお

いて発生する可能性が極めて高いことを見

据え、昭和 年以前に建設された学校施設

については耐震診断を実施し、その結果を

踏まえて平成８年度より計画的に耐震工事

を実施しており、平成 年３月 日の発

災時点で耐震化が完了していなかったのは、

小学校１校の１棟のみとなっていた。

震災により、市内 の市立学校のほぼ

全てにおいて、一部構造物の落下や亀裂等

が発生し、体育館では一部の照明器具の落

下や、吊りバスケットゴールに落下の恐れ

が生じたほか、建物の構造的な被害により、

避難所として使用できなくなった所もあっ

たものの、いずれも建物が倒壊するなどの

被害は免れた。

しかし沿岸部においては、地震後に襲来

した大津波により、宮城野区の中野小、若

林区の荒浜小、東六郷小が浸水し、がれき

や車両等の流入等により、校舎や体育館、

プールは甚大な被害を受けた。

なお、発災時は児童生徒が在校していた

が、教職員を含め、学校管理下にあった者

については、全員が無事であった。

２．学校の再開 
震災により、学校は避難所として多くの

市民が避難生活を送る場となり、小学校は

３月 日まで、中学校は３月 日まで臨

時休校となった。

教育委員会では、校長会等において、学

校の再開に向けた協議を重ね、発災から１

カ月後の４月 日には８割以上の学校で、

また４月 日までには全ての学校で始業

式・入学式を実施することができた。なお、

地震等の被害により校舎が使用できなかっ

た学校では、仮設校舎の建設を待つ間、近

隣の小・中学校や高校、市民センター等に

教室を間借りしたほか、体育館や武道館を

教室にするなどして授業を再開した。

３．校舎等の復旧状況 
被害が比較的軽微であった学校について

は平成 年度内に補修が完了し、大規模な

補修・修繕、改築による復旧が必要な学校

については平成 年度以降の本格施工と

なった。平成 年度に特に建物の被害が大

きかった西多賀小校舎、向陽台小校舎、南

光台東小体育館について復旧が完了し、平

成 年度には改築等による復旧が必要で

あった蒲町小校舎、南光台小校舎、七郷中

校舎も含め、全ての学校の復旧が完了した。

津波により学区内が甚大な被害を受けた

沿岸部の３校（中野小、荒浜小、東六郷小）

については、それぞれ近隣の小・中学校に

併設する形で学校運営を行ってきたが、中

野小については平成 年度末に閉校、荒浜

小については平成 年４月に七郷小と統

合し、東六郷小については平成 年４月に

六郷小と統合することが決定している（本

章第５節参照）。

図表 校舎の復旧状況

※その他：高校５、中等教育１、特別支援１、幼稚園２

図表 体育館の復旧状況

※その他：高校５、中等教育１、特別支援１

対象校数
Ｈ23

復旧完了
Ｈ24

復旧完了
Ｈ25

復旧完了
Ｈ26

復旧完了

小学校
(未完了14) (未完了8) (未完了3)

中学校
(未完了9) (未完了1) (未完了1)

その他※

合計
(未完了23) (未完了9) (未完了4)

対象校数
Ｈ23

復旧完了
Ｈ24

復旧完了
Ｈ25

復旧完了
Ｈ26

復旧完了

小学校
(未完了9) (未完了6) (未完了1)

中学校
(未完了2)

その他※

合計
(未完了11) (未完了6) (未完了1)



 
 

第１節 学校の被害と復旧 
 
１．被害状況 

本市では、宮城県沖地震が近い将来にお

いて発生する可能性が極めて高いことを見

据え、昭和 年以前に建設された学校施設

については耐震診断を実施し、その結果を

踏まえて平成８年度より計画的に耐震工事

を実施しており、平成 年３月 日の発

災時点で耐震化が完了していなかったのは、

小学校１校の１棟のみとなっていた。

震災により、市内 の市立学校のほぼ

全てにおいて、一部構造物の落下や亀裂等

が発生し、体育館では一部の照明器具の落

下や、吊りバスケットゴールに落下の恐れ

が生じたほか、建物の構造的な被害により、

避難所として使用できなくなった所もあっ

たものの、いずれも建物が倒壊するなどの

被害は免れた。

しかし沿岸部においては、地震後に襲来

した大津波により、宮城野区の中野小、若

林区の荒浜小、東六郷小が浸水し、がれき

や車両等の流入等により、校舎や体育館、

プールは甚大な被害を受けた。

なお、発災時は児童生徒が在校していた

が、教職員を含め、学校管理下にあった者

については、全員が無事であった。

２．学校の再開 
震災により、学校は避難所として多くの

市民が避難生活を送る場となり、小学校は

３月 日まで、中学校は３月 日まで臨

時休校となった。

教育委員会では、校長会等において、学

校の再開に向けた協議を重ね、発災から１

カ月後の４月 日には８割以上の学校で、

また４月 日までには全ての学校で始業

式・入学式を実施することができた。なお、

地震等の被害により校舎が使用できなかっ

た学校では、仮設校舎の建設を待つ間、近

隣の小・中学校や高校、市民センター等に

教室を間借りしたほか、体育館や武道館を

教室にするなどして授業を再開した。

３．校舎等の復旧状況 
被害が比較的軽微であった学校について

は平成 年度内に補修が完了し、大規模な

補修・修繕、改築による復旧が必要な学校

については平成 年度以降の本格施工と

なった。平成 年度に特に建物の被害が大

きかった西多賀小校舎、向陽台小校舎、南

光台東小体育館について復旧が完了し、平

成 年度には改築等による復旧が必要で

あった蒲町小校舎、南光台小校舎、七郷中

校舎も含め、全ての学校の復旧が完了した。

津波により学区内が甚大な被害を受けた

沿岸部の３校（中野小、荒浜小、東六郷小）

については、それぞれ近隣の小・中学校に

併設する形で学校運営を行ってきたが、中

野小については平成 年度末に閉校、荒浜

小については平成 年４月に七郷小と統

合し、東六郷小については平成 年４月に

六郷小と統合することが決定している（本

章第５節参照）。

図表 校舎の復旧状況

※その他：高校５、中等教育１、特別支援１、幼稚園２

図表 体育館の復旧状況

※その他：高校５、中等教育１、特別支援１

対象校数
Ｈ23

復旧完了
Ｈ24

復旧完了
Ｈ25

復旧完了
Ｈ26

復旧完了

小学校
(未完了14) (未完了8) (未完了3)

中学校
(未完了9) (未完了1) (未完了1)

その他※

合計
(未完了23) (未完了9) (未完了4)

対象校数
Ｈ23

復旧完了
Ｈ24

復旧完了
Ｈ25

復旧完了
Ｈ26

復旧完了

小学校
(未完了9) (未完了6) (未完了1)

中学校
(未完了2)

その他※

合計
(未完了11) (未完了6) (未完了1)
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第２節 被災児童支援 
 
１．就学援助 
就学援助とは、経済的理由のため就学困

難な児童生徒が小・中学校における教育を

円滑に受けられるよう、その保護者に対し

て、学用品、通学用品の購入費、給食費等

を援助する制度である。平成 年度からは、

従来の制度に加えて、東日本大震災で被災

し就学困難となった児童生徒の保護者に対

する就学援助事業を実施している。

対象者は以下のとおりである。 
① 被災が原因で年収が減少し一定の基準 

以下となった者 
② 自宅が被災し転居を余儀なくされた者 
③ 原発事故により避難してきた者

 
図表 就学援助実績

小学校 中学校

支給人数

（人）

金額

（千円）

支給人数

（人）

金額

（千円）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

合計

 
２．通学支援 
本市では、義務教育の円滑な実施と保護

者負担の軽減を図ることを目的に、遠距離

通学児童生徒等の保護者に交通費の一部を

補助する制度を設けている。

平成 年度からは、従来の制度に加えて、

震災により被災し住居に損傷を受けた等の

理由により住所を異動したために、遠距離

通学となった児童生徒に対する通学費補助

を実施している。

また、平成 年度からは、津波で被災し

た中野小、荒浜小、東六郷小の児童が、閉

校前に統合先の小学校に遠距離通学する場

合等についても、当該補助を適用させてい

る。

図表 被災児童生徒に対する遠距離

通学児童生徒通学費補助事業実績

人数（人） 金額（千円）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

合計

また、中野小、荒浜小の児童に対しては、

居住する応急仮設住宅等と併設先の小学校

とを結ぶスクールバスの運行を行った。

３．児童生徒の心のケア 
（１）背景

東日本大震災が本市の児童生徒の精神面

に与えた衝撃は極めて大きいものであり、

自身や家族の被災体験に加えて社会全体の

不安と混乱の影響が強く懸念された。

本市としては、震災が子どもたちに与えた

衝撃やストレスが、その後の成長や発達に影

響を与えないよう、ケアすることが急務であ

った。 
また、震災後は県内外の被災地からの転

入生が約 名に上り、急激な生活環境

の変化等による心の健康状態への影響が懸

念される児童生徒も多かった。

教育委員会では、過去の災害から得た教

訓や、災害時に多くの緊急支援に携わった

専門家の知見を踏まえ、学校の機能や役割

を「心のケア」の中心に据えるとともに、

中長期的な支援の実現に向けて、平成 年

度より「震災に伴う心のケア推進事業」を

 
 

４．学校用地の復旧状況 
内陸部においては、校庭の地割れや擁

壁・法面の被害が生じた学校もあった。

被害の程度の大きかった学校は 校あ

り、うち６校（中山小、松森小、高森小、

将監中、西山中、仙台高）については平成

年度内に復旧工事が完了した。残る学校

についても、平成 年度に６校（貝森小、

燕沢小、八木山小、南光台東小、八乙女小、

南吉成中）、平成 年度には最後の６校（川

平小、黒松小、鶴谷中、向陽台中、高森中、

鶴谷特別支援学校）の復旧工事がそれぞれ

完了し、全ての学校の復旧が完了した。

５．仮設校舎の建設 
被災により、校舎の全部または一部が使

用できない学校（津波被災３校を除く）

校（折立小、蒲町小、西多賀小、南光台小、

将監小、将監西小、西山中、愛宕中、七北

田中、南光台東中）については、仮設校舎

を建築して対応した。

仮設校舎の使用については、校舎の復旧

に伴い、順次解消され、２校（蒲町小、南

光台小）の改築による復旧工事が平成 年

度末に完了したことにより、終了した。

６．震災後の防災対策 
震災前より計画的に推進していた学校施

設の耐震補強工事については、発災時点で

耐震化が完了していなかった小学校１校の

１棟についても、平成 年度内に工事が完

了し、全ての市立小学校・中学校で耐震化

工事が完了した。

また、震災における被害を受けて、平成

年度、文部科学省より、大規模吊り天井

等の落下防止対策が通知されたことを受け、

平成 年度から、対象となる学校において

体育館等の吊り天井やバスケットゴール、

照明器具等にかかる耐震補強工事を実施し

ており、平成 年度に全ての対象校で工事

完了予定となっている。

また、小・中学校を含む市内指定避難所

等 カ所において、平成 年度から平成

年度末までの間に、太陽光発電と蓄電池

を組み合わせた防災対応型太陽光発電シス

テムを導入し（第 章第５節参照）、避難

施設としての防災機能の強化に向けた取り

組みを推進している。

７．復旧にあたっての課題 
学校施設復旧にあたっては、国の災害復

旧事業を活用することになるため、災害査

定を受検するための必要資料や写真等の整

備や、受検自体にも相当の負担があった。

復旧対象箇所が広範囲かつ膨大であり、被

災した他市町も同様の状況にあったため、

受検資料作成のための業者への業務発注が

集中し、手配に苦慮した面もあった。

国に対しては、災害査定の簡素化等の要

望を行い、その結果、１億円未満の工事に

ついては、通常の現場査定ではなく机上査

定の手法が用いられるなどの緩和措置がと

られたものの（通常 万円未満）、自治体

の資料作成等の手間は変わらず、職員の負

担減に繋がったとは言いにくい。

今回のような、広範囲かつ大規模な災害

の際には、災害査定の簡略化等、自治体の

事務手続きの負担を軽減する方策が必要で

ある。
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第２節 被災児童支援 
 
１．就学援助 
就学援助とは、経済的理由のため就学困

難な児童生徒が小・中学校における教育を

円滑に受けられるよう、その保護者に対し

て、学用品、通学用品の購入費、給食費等

を援助する制度である。平成 年度からは、

従来の制度に加えて、東日本大震災で被災

し就学困難となった児童生徒の保護者に対

する就学援助事業を実施している。

対象者は以下のとおりである。 
① 被災が原因で年収が減少し一定の基準 

以下となった者 
② 自宅が被災し転居を余儀なくされた者 
③ 原発事故により避難してきた者

 
図表 就学援助実績

小学校 中学校

支給人数

（人）

金額

（千円）

支給人数

（人）

金額

（千円）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

合計

 
２．通学支援 
本市では、義務教育の円滑な実施と保護

者負担の軽減を図ることを目的に、遠距離

通学児童生徒等の保護者に交通費の一部を

補助する制度を設けている。

平成 年度からは、従来の制度に加えて、

震災により被災し住居に損傷を受けた等の

理由により住所を異動したために、遠距離

通学となった児童生徒に対する通学費補助

を実施している。

また、平成 年度からは、津波で被災し

た中野小、荒浜小、東六郷小の児童が、閉

校前に統合先の小学校に遠距離通学する場

合等についても、当該補助を適用させてい

る。

図表 被災児童生徒に対する遠距離

通学児童生徒通学費補助事業実績

人数（人） 金額（千円）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

合計

また、中野小、荒浜小の児童に対しては、

居住する応急仮設住宅等と併設先の小学校

とを結ぶスクールバスの運行を行った。

３．児童生徒の心のケア 
（１）背景

東日本大震災が本市の児童生徒の精神面

に与えた衝撃は極めて大きいものであり、

自身や家族の被災体験に加えて社会全体の

不安と混乱の影響が強く懸念された。

本市としては、震災が子どもたちに与えた

衝撃やストレスが、その後の成長や発達に影

響を与えないよう、ケアすることが急務であ

った。 
また、震災後は県内外の被災地からの転

入生が約 名に上り、急激な生活環境

の変化等による心の健康状態への影響が懸

念される児童生徒も多かった。

教育委員会では、過去の災害から得た教

訓や、災害時に多くの緊急支援に携わった

専門家の知見を踏まえ、学校の機能や役割

を「心のケア」の中心に据えるとともに、

中長期的な支援の実現に向けて、平成 年

度より「震災に伴う心のケア推進事業」を
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派遣にあたっては、本市でのスクールカ

ウンセリングの取り組みやカウンセラー同

士の連携、今後の支援の継続性を考慮し、

全て本市のスクールカウンセラーの中から

派遣を行った。

平成 年度は、震災に関する相談は

件に上り、震災による恐怖や衝撃、喪失感、

無力感等子どもの心身の健康に関するもの

などが多かったが、平成 年度以降は、震

災そのものの相談件数は減少し、徐々に「学

校への不適応」や「学校生活」等通常の相

談内容に戻り始めた。

図表 スクールカウンセラー未配置校

に対する追加配置

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

派遣校数

派遣日数

（５）心のケア支援チームの派遣

発災直後より、東日本大震災により甚大

な被害のあった緊急支援対象校※（学区内

が津波で浸水した小学校６校、中学校３校）

に、精神科医、臨床心理士、指導主事等で

組織する「心のケア緊急支援チーム」を継

続的に派遣した。平成 年度は計７回の派

遣を行い、児童生徒の健康状態の把握や児

童生徒、保護者との面談、心のケア研修会

の講師等、被災後の学校の支援を継続して

行った。

平成 年度以降は、市立全小・中学校で

実施した「心とからだの健康調査」（（８）

参照）の結果を踏まえ、緊急支援対象校お

よび派遣が必要と判断される学校に対し

「心のケア支援チーム」を派遣している。

※緊急支援対象校： 荒浜小（～ 年度）、中野小

（～ 年度）、東六郷小（～ 年度）、岡田小、

六郷小、七郷小、高砂中、六郷中、七郷中

 

（６）精神科医の派遣

平成 年６月より、荒浜小、中野小、岡

田小、東六郷小の４校に、精神科医を月１

回程度、合計で年 回の派遣を行った。

各校に派遣された精神科医は、授業観察

による児童生徒の状況把握や、教職員やス

クールカウンセラーとの情報交換、教職員

に対するコンサルテーション、教職員や保

護者対象研修会の講話等を通じ、各校への

支援を行った。

平成 年度以降は、平成 年度の支援

対象校の状況や、中学校への進学を踏まえ、

対象校を前述（５）の緊急支援対象校に拡

充し、派遣を行っている。

精神科医派遣は、各校にとって、児童生

徒や学校の現状、地域性等を考慮した専門

的な指導助言を得る機会となったとともに、

自らも被災しながら、児童生徒の心のケア

に取り組んできた教職員を支える意味でも、

大きな役割を果たした。

 
（７）児童生徒の心のケア研修会（教職員向け

研修会）

震災で心に傷を負った児童生徒への対応

を適切に行うために、阪神・淡路大震災以

降心のケアに携わってきた専門家を講師に

迎え、ケアの知識や具体的な対応方法、心

構え等について学ぶ研修会を、平成 年度

より開催している。

研修会は、校長、学級担任、養護教諭な

どの職種、役職ごとに、役割や時期に応じ

た内容としており、発災直後の平成 年度

は学校におけるケアの体制づくりや、具体

的な支援方法など、初動期の対応に関する

研修が中心であった。平成 年度は復興期

における支援を中心とする実践的な内容と

なり、平成 年度以降は、震災から時間が

経過し、児童生徒を取り巻く状況が大きく

変化してきたことを踏まえ、長期的視点に

たった支援についての研修としている。

 

 
 

立ち上げ、以下のようなさまざまな取り組

みを実施した。

 
（２）各学校における教職員の対応

震災直後より、被害が甚大であった学校

では、教職員が連日のように児童生徒の自

宅や避難所を訪問し、児童生徒に声を掛け、

励まし続ける姿があった。

児童生徒の心のケアの取り組みの基盤は、

学校における教職員の日常的な支援にあり、

各学校の教職員がさまざまな活動を通して

児童生徒の心身のサポートに努めてきた。

一方で、教職員自身も被災者であり、震

災以降は責任感や緊張を伴った活動が続く

ことで、心身の疲労やストレスが重なりが

ちとなった。

子どもたちの心のケアの取り組みにあた

っては、まず、周囲の大人たちが精神的に

安定している状況が重要であるため、子ど

もたちと直接関わる教職員に対しての心の

ケアや、教職員同士のサポート体制の構築

は非常に重要である。

本市においては、精神科医およびスクー

ルカウンセラーによる教職員に対するカウ

ンセリングや、リラクゼーション法研修に

より、教職員に対する心のケアにも取り組

んだ。

（３）仙台市児童生徒の心のケア推進委員会

児童生徒の心のケアを適切に推進してい

くために、精神科医や大学教授、臨床心理

士等の専門家に、児童相談所や精神保健福

祉総合センター等の市関係機関職員を委員

に加え、平成 年７月に「仙台市児童生徒

の心のケア推進委員会」を発足し、継続的

に協議を進めている。

本委員会の助言により、「心とからだの健

康調査」（（８）参照）や心のケア支援チー

ム派遣（（５）参照）等を行い、児童生徒の

実態に即した心のケアの取り組みを行うこ

とができた。

また、心のケア推進委員会で情報共有が

できたことにより、関係機関との連携がさ

らに深まったことも大きな成果であった。

 
図表 仙台市児童生徒の心のケア

推進委員会 委員一覧

一條 明 仙台市児童相談所所長

佐藤 静 宮城教育大学教授 教育相談課学校

スーパーバイザー 教育相談課嘱託

臨床心理士

鈴木 友理子 独立行政法人国立精神・神経医療研

究センター 精神保健研究所 成人

精神保健研究部災害支援研究室長

髙橋 哲 東日本大震災心理支援センター

髙橋 総子 宮城県臨床心理士会理事

千葉 健 千葉神経科内科クリニック院長

教育相談課嘱託精神科医

野口 和人 東北大学大学院教授

林 みづ穂 仙台市精神保健福祉総合センター

所長

福地 成 宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心

のケアセンター地域支援部長

望月 美知子 つつじが岡メンタルクリニック院長

※順不同・敬称略 

（４）緊急スクールカウンセラーの派遣

震災前においては、各学校に校種の実態

に応じてスクールカウンセラーを配置して

おり、市内全ての中学校、高校にはカウン

セラーが配置されていたが、小学校 校

中 校については未配置であった。また、

津波被害の大きかった学校へのカウンセラ

ーの追加配置（配置日数等の拡充）も急務

とされていた。

そこで、国の緊急スクールカウンセラー

等派遣事業を活用し、７月より未配置校

校に対し、カウンセラーの緊急派遣をし、

全ての学校でカウンセリングが受けられる

よう教育相談体制の強化を図った。また、

津波被害が甚大であった荒浜小、中野小、

岡田小、東六郷小についてはカウンセラー

の追加配置を行った。
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派遣にあたっては、本市でのスクールカ

ウンセリングの取り組みやカウンセラー同

士の連携、今後の支援の継続性を考慮し、

全て本市のスクールカウンセラーの中から

派遣を行った。

平成 年度は、震災に関する相談は

件に上り、震災による恐怖や衝撃、喪失感、

無力感等子どもの心身の健康に関するもの

などが多かったが、平成 年度以降は、震

災そのものの相談件数は減少し、徐々に「学

校への不適応」や「学校生活」等通常の相

談内容に戻り始めた。

図表 スクールカウンセラー未配置校

に対する追加配置

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

派遣校数

派遣日数

（５）心のケア支援チームの派遣

発災直後より、東日本大震災により甚大

な被害のあった緊急支援対象校※（学区内

が津波で浸水した小学校６校、中学校３校）

に、精神科医、臨床心理士、指導主事等で

組織する「心のケア緊急支援チーム」を継

続的に派遣した。平成 年度は計７回の派

遣を行い、児童生徒の健康状態の把握や児

童生徒、保護者との面談、心のケア研修会

の講師等、被災後の学校の支援を継続して

行った。

平成 年度以降は、市立全小・中学校で

実施した「心とからだの健康調査」（（８）

参照）の結果を踏まえ、緊急支援対象校お

よび派遣が必要と判断される学校に対し

「心のケア支援チーム」を派遣している。

※緊急支援対象校： 荒浜小（～ 年度）、中野小

（～ 年度）、東六郷小（～ 年度）、岡田小、

六郷小、七郷小、高砂中、六郷中、七郷中

 

（６）精神科医の派遣

平成 年６月より、荒浜小、中野小、岡

田小、東六郷小の４校に、精神科医を月１

回程度、合計で年 回の派遣を行った。

各校に派遣された精神科医は、授業観察

による児童生徒の状況把握や、教職員やス

クールカウンセラーとの情報交換、教職員

に対するコンサルテーション、教職員や保

護者対象研修会の講話等を通じ、各校への

支援を行った。

平成 年度以降は、平成 年度の支援

対象校の状況や、中学校への進学を踏まえ、

対象校を前述（５）の緊急支援対象校に拡

充し、派遣を行っている。

精神科医派遣は、各校にとって、児童生

徒や学校の現状、地域性等を考慮した専門

的な指導助言を得る機会となったとともに、

自らも被災しながら、児童生徒の心のケア

に取り組んできた教職員を支える意味でも、

大きな役割を果たした。

 
（７）児童生徒の心のケア研修会（教職員向け

研修会）

震災で心に傷を負った児童生徒への対応

を適切に行うために、阪神・淡路大震災以

降心のケアに携わってきた専門家を講師に

迎え、ケアの知識や具体的な対応方法、心

構え等について学ぶ研修会を、平成 年度

より開催している。

研修会は、校長、学級担任、養護教諭な

どの職種、役職ごとに、役割や時期に応じ

た内容としており、発災直後の平成 年度

は学校におけるケアの体制づくりや、具体

的な支援方法など、初動期の対応に関する

研修が中心であった。平成 年度は復興期

における支援を中心とする実践的な内容と

なり、平成 年度以降は、震災から時間が

経過し、児童生徒を取り巻く状況が大きく

変化してきたことを踏まえ、長期的視点に

たった支援についての研修としている。
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成した。

 
（ ）総括

震災後は、児童生徒一人ひとりの状況に

応じて、教職員が一丸となって、丁寧な対

応を積み重ね、児童生徒の心の復興に取り

組んできた。

震災から時間が経過し、復興が進む中、

復興公営住宅への入居などによる生活環境

の変化や、社会情勢を背景とした「子ども

の貧困化」など、児童生徒を取り巻く環境

は大きく変化しつつある。これに伴い、児

童生徒がさまざまな悩みや不安、ストレス

を抱え、児童間のトラブルや、いじめ、登

校渋りなどの課題が顕著になってきている。

こういった喫緊の課題に対しても、引き

続き、各校における教育相談体制のさらな

る充実、スクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーによる対応や関係機関

との連携等、きめ細かい対応を継続してい

くことが重要である。

 
４．仙台子ども体験プラザ 
（１）施設概要

平成 年８月 日、仙台市青葉区「Ａ

ＥＲ（アエル）」８階に、「仙台子ども体験

プラザ （エリム）」が開館した。

施設の整備にあたっては、子どもたちの

教育、水産業、健康福祉、起業家支援の四

分野について支援するために創設されたカ

タール国からの被災地復興基金「カタール

フレンド基金」の助成を受けている。施設

名については、カタール国より、アラビア

語で「教育」という意味の「 （エリム）」

という愛称が贈られた。

延床面積約 ㎡の施設の中に、協賛企

業の店舗や事業所等を模したブースからな

る「街」を再現しており、小学校高学年と

中学生を対象に、社会と自分との関わりや

経済の仕組みを学ぶプログラムを体験する

ことができる。このプログラムを通じ、子

どもたちの社会的・職業的自立に必要な態

度や能力を育み、震災の経験や社会状況が

大きく変化する時代の中でたくましく生き

るための力の育成を目指している。

施設の運営は、合計 の協賛企業（平成

年度末現在）が、ブース出展やスタッフ

派遣などに協力している。

同施設で実施される「スチューデントシ

ティ」と、「ファイナンスパーク」の２つの

プログラムは、世界最大の経済教育団体で

ある「公益社団法人ジュニア・アチーブメ

ント日本」が提供するプログラムとなって

いる。

平成 年度には、モデル校として小学校

校（ 回）、中学校 校（ 回）で体

験学習を実施し、平成 年度には全市立小

学校 校（ 回）、モデル中学校 校（

回）で体験学習を実施した。

 
（２）スチューデントシティ

小学生高学年対象の「スチューデントシ

ティ」では、市役所や企業のブースが設置

され、実際の街並みの雰囲気が再現されて

いる。児童たちは、ブースに再現された店

舗や事業所で働く体験を通じて自分と社会

との関わり、経済の仕組み、仕事とは何か

などを学ぶことができる。

 
図表 スチューデントシティの

協賛企業一覧

①アイリスオーヤマ株式会

社

⑥セコム株式会社

②株式会社菓匠三全 ⑦ゼビオ株式会社

③株式会社河北新報社 ⑧東日本電信電話株式会社

（ＮＴＴ東日本）

④クオール株式会社 ⑨ヤマト運輸株式会社

⑤株式会社七十七銀行 ⑩株式会社ローソン

 
（３）ファイナンスパーク

中学生対象の「ファイナンスパーク」は、

情報を適切に活用する力や生活設計能力を

育むことを狙いとしている。各生徒に仮想

 
 

図表 児童生徒の心のケア研修会

開催実績

開催回数 延べ参加人数

Ｈ 計 回 人

Ｈ 計 回 人

Ｈ 計 回 人

Ｈ 計 回 人

Ｈ 計 回 人

（８）心とからだの健康調査

①調査内容 
ア．児童生徒の心とからだの健康調査（緊急支

援対象校９校） 
前述（５）の緊急支援対象校の全児童生

徒を対象として、児童生徒の生活が落ち着

いてきた平成 年 月に、質問紙による

「児童生徒の心とからだの健康調査」を実

施した。質問項目や実施方法等については、

心のケア推進委員会において検討を行った。

この調査で把握したハイリスクの児童生

徒に対しては心のケア支援チームを派遣し、

担任との個別面談を行うなどの対応をして

いる。

支援対象校に対しては、平成 年度以降

も毎年 月に同調査を実施し、心身の健康

状態について把握に努めている。

 
イ．震災後の児童生徒の健康状態調査（緊急支

援対象校以外） 
震災後、本市への県内外の被災地域から

の転入生が約 名に上ることなどから、

緊急支援対象校以外の学校に対して、生活

環境の変化等による心身の不調が心配され

る児童生徒についての健康状態調査を平成

年 月に行った。その結果、配慮が必

要な児童生徒として、 名余りの報告が

あり、心のケア支援チームの派遣など、学

校に対し必要な指導助言を行っている。

平成 年度以降も同調査を年２回（５月、

月）に実施しており、震災から５年経過

した平成 年度末においても、配慮が必要

な児童生徒数は依然 名を超えており、

それぞれに応じた心のケアに今後も努めて

いくこととしている。

 
ウ．心とからだの健康調査票（全小・中学校） 
児童生徒の健康状態を継続的に把握して

いくため、平成 年度、全ての小・中学校

の児童生徒に対して、質問紙による日常ス

トレス調査を行った。

平成 年度からは、年度初めの定期健康

診断時の保健調査票とともに「心とからだ

の健康調査票」を配付し、全ての小・中学

校の児童生徒に対し、毎年同時期に心の状

態を継続的に調査することとした。

 
エ．個人記録票の作成 
震災により精神面への影響が心配される

児童生徒や、医療・福祉・相談等の関係機

関が対応した児童生徒を対象に、継続的な

支援や相談を行うために「児童生徒の心と

からだの健康状態に関する個人記録票」を

作成している。

「個人記録票」は、心身の状態について、

転校や進学など学校や担任、状況などが変

わっても、引き継ぎができるよう、震災前

の児童生徒の様子やこれまでの支援内容な

どについて継続して記入できる形式として

いる。

 
（９）心のケアハンドブック、マニュアルの作

成

震災後、教育委員会では、自然災害時の

緊急支援の流れを示した「心のケア緊急支

援マニュアル」を作成し、各学校に提示し

た。これは、震災前より作成していた、事

件・事故発生時に使用するためのマニュア

ルを基に再構築したものである。

また、震災発生から平成 年度までの児

童生徒の心のケアの取り組みを基にした、

教師用生徒指導ハンドブック「見て分かる

震災後の児童生徒の心のケアと対応」を作
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成した。

 
（ ）総括

震災後は、児童生徒一人ひとりの状況に

応じて、教職員が一丸となって、丁寧な対

応を積み重ね、児童生徒の心の復興に取り

組んできた。

震災から時間が経過し、復興が進む中、

復興公営住宅への入居などによる生活環境

の変化や、社会情勢を背景とした「子ども

の貧困化」など、児童生徒を取り巻く環境

は大きく変化しつつある。これに伴い、児

童生徒がさまざまな悩みや不安、ストレス

を抱え、児童間のトラブルや、いじめ、登

校渋りなどの課題が顕著になってきている。

こういった喫緊の課題に対しても、引き

続き、各校における教育相談体制のさらな

る充実、スクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーによる対応や関係機関

との連携等、きめ細かい対応を継続してい

くことが重要である。

 
４．仙台子ども体験プラザ 
（１）施設概要

平成 年８月 日、仙台市青葉区「Ａ

ＥＲ（アエル）」８階に、「仙台子ども体験

プラザ （エリム）」が開館した。

施設の整備にあたっては、子どもたちの

教育、水産業、健康福祉、起業家支援の四

分野について支援するために創設されたカ

タール国からの被災地復興基金「カタール

フレンド基金」の助成を受けている。施設

名については、カタール国より、アラビア

語で「教育」という意味の「 （エリム）」

という愛称が贈られた。

延床面積約 ㎡の施設の中に、協賛企

業の店舗や事業所等を模したブースからな

る「街」を再現しており、小学校高学年と

中学生を対象に、社会と自分との関わりや

経済の仕組みを学ぶプログラムを体験する

ことができる。このプログラムを通じ、子

どもたちの社会的・職業的自立に必要な態

度や能力を育み、震災の経験や社会状況が

大きく変化する時代の中でたくましく生き

るための力の育成を目指している。

施設の運営は、合計 の協賛企業（平成

年度末現在）が、ブース出展やスタッフ

派遣などに協力している。

同施設で実施される「スチューデントシ

ティ」と、「ファイナンスパーク」の２つの

プログラムは、世界最大の経済教育団体で

ある「公益社団法人ジュニア・アチーブメ

ント日本」が提供するプログラムとなって

いる。

平成 年度には、モデル校として小学校

校（ 回）、中学校 校（ 回）で体

験学習を実施し、平成 年度には全市立小

学校 校（ 回）、モデル中学校 校（

回）で体験学習を実施した。

 
（２）スチューデントシティ

小学生高学年対象の「スチューデントシ

ティ」では、市役所や企業のブースが設置

され、実際の街並みの雰囲気が再現されて

いる。児童たちは、ブースに再現された店

舗や事業所で働く体験を通じて自分と社会

との関わり、経済の仕組み、仕事とは何か

などを学ぶことができる。

 
図表 スチューデントシティの

協賛企業一覧

①アイリスオーヤマ株式会

社

⑥セコム株式会社

②株式会社菓匠三全 ⑦ゼビオ株式会社

③株式会社河北新報社 ⑧東日本電信電話株式会社

（ＮＴＴ東日本）

④クオール株式会社 ⑨ヤマト運輸株式会社

⑤株式会社七十七銀行 ⑩株式会社ローソン

 
（３）ファイナンスパーク

中学生対象の「ファイナンスパーク」は、

情報を適切に活用する力や生活設計能力を

育むことを狙いとしている。各生徒に仮想
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事務所を開放しており、中高生にとっての

居場所兼自習室となっている。

教育委員会は、市内各学校への受講案内

のチラシ配布や、講座開催のための会場提

供等により、同法人と連携し、取り組みの

推進を図っている。

 
②公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 
チャンス・フォー・チルドレンは、家庭

の経済格差による子どもの教育格差を解消

するため、東日本大震災で被災した小学生

から高校生を対象に、塾や習い事、体験活

動等で利用できる学校外教育バウチャー

（クーポン）を提供する活動を行っている。

また、バウチャーを提供した子どもたちに

対し、市内の大学生ボランティアが、面談

や電話で学習や進路等の相談に応じている。

同法人は、阪神・淡路大震災で被災した

子どもの教育支援を原点に活動してきた、

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニテ

ィー（兵庫県）のプロジェクトとして平成

年に発足。東日本大震災の発生に伴って、

平成 年６月に本市に事務局を開設し、社

団法人チャンス・フォー・チルドレンを設

立して支援活動を行ってきた。

子どもに提供するバウチャーの原資の多

くは、市民や企業からの寄付金であり、平

成 年度から平成 年度末までに市内の

延べ 人の子どもたちにバウチャーを提

供してきた。

教育委員会は、同法人と連携し、市内各

学校への周知および利用者募集等の調整を

行っている。

 
 

の年齢や家族構成・年収などが具体的に割

り振られ、一人の大人という設定で体験学

習を行う。生徒たちは、家族や収入など与

えられた条件を踏まえて、１カ月の生活費

設計を行い、自らの意志で計画的に生活設

計を行うことを学ぶ。あわせて、学習を振

り返ることにより、将来の自分の進路や生

き方について考える機会ともなっている。

 
図表 ファイナンスパークの

協賛企業一覧

①株式会社エムジェイキュ

ー（ＭＪＱ） 

⑦トヨタカローラ宮城株式

会社 

②株式会社カルチャー ⑧東日本旅客鉄道株式会社 

③株式会社カルラ ⑨株式会社藤崎 

④ＫＤＤＩ株式会社 ⑩三菱地所株式会社 

⑤ジブラルタ生命保険 

株式会社 

⑪杜の都信用金庫 

⑥株式会社大和証券グルー

プ本社 

⑫カタール航空 

※東北電力株式会社 平成 年度より協賛

写真 仙台子ども体験プラザ

５．さまざまな支援の取り組み 
（１）被災児童の運動支援

震災の影響により自校体育館が使用でき

なくなった小学校４校（六郷小、七郷小、

大沢小、寺岡小）に対し、平成 年度、元

体操オリンピック選手の田中光氏を年間６

回招へいし体操教室を実施したほか、市内

体育施設への交通費補助や、運動量確保に

有効な体育用具の整備等を実施した。また、

平成 年度から平成 年度にかけて、震

災で大きな被害を受けた小学校においてト

ップアスリートが「ハードル教室」や「体

操教室」を実施する取り組みを行った。仮

設校舎等により運動できる場所が制限され

ていた児童にとって、運動意欲向上の点で

非常に効果的であった。

また、震災の影響により自校体育施設が

使用困難となった中学校６校（愛宕中、高

砂中、西山中、七北田中、将監中、南光台

東中）に対しては、運動部活動を支援する

ため、平成 年度に、体育施設までのバス

の借上げ料および会場借料の補助を行った。

 
（２）ＮＰＯ法人等による学習支援

震災後は、ＮＰＯ等からの支援により、被

災児童・生徒に対し、学習場所や、学習ボラ

ンティアの確保等、さまざまな学習支援が行

われている。 
 

①特定非営利活動法人キッズドア 
特定非営利活動法人キッズドアは、「日本

の全ての子どもが夢と希望を持てる社会」

をつくるという理念のもとに、平成 年に

設立された団体である。貧困やひとり親等、

困難な生活環境にある子どもたちへ、学習

機会や、より良い学習環境を提供する活動

を全国的に行っている。

震災後は、被災地の子どもたちへ学習支

援を行う「東北復興支援事業」に着手し、

平成 年度より、市生涯学習支援センター

等を会場として、家庭の経済的事情等から

民間の学習塾に通えない中学３年生を対象

とした高校受験サポート講座「タダゼミ」

を無料で運営しているほか、高校生を対象

に、高校入学後の中退予防や大学進学サポ

ートを目的とした、無料の学習会・キャリ

ア支援活動「ガチゼミ」などを運営してい

る。また、平日の夜は学習スペースとして

－ 714 －

第
20
章

学
校
と
防
災
教
育



 
 

事務所を開放しており、中高生にとっての

居場所兼自習室となっている。

教育委員会は、市内各学校への受講案内

のチラシ配布や、講座開催のための会場提

供等により、同法人と連携し、取り組みの

推進を図っている。

 
②公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 
チャンス・フォー・チルドレンは、家庭

の経済格差による子どもの教育格差を解消

するため、東日本大震災で被災した小学生

から高校生を対象に、塾や習い事、体験活

動等で利用できる学校外教育バウチャー

（クーポン）を提供する活動を行っている。

また、バウチャーを提供した子どもたちに

対し、市内の大学生ボランティアが、面談

や電話で学習や進路等の相談に応じている。

同法人は、阪神・淡路大震災で被災した

子どもの教育支援を原点に活動してきた、

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニテ

ィー（兵庫県）のプロジェクトとして平成

年に発足。東日本大震災の発生に伴って、

平成 年６月に本市に事務局を開設し、社

団法人チャンス・フォー・チルドレンを設

立して支援活動を行ってきた。

子どもに提供するバウチャーの原資の多

くは、市民や企業からの寄付金であり、平

成 年度から平成 年度末までに市内の

延べ 人の子どもたちにバウチャーを提

供してきた。

教育委員会は、同法人と連携し、市内各

学校への周知および利用者募集等の調整を

行っている。

－ 715 －

第
20
章

学
校
と
防
災
教
育



 
 

図表 故郷復興プロジェクト各年度の取り組み

（３）復興ソング 
当プロジェクトの取り組みの一環として、

児童生徒が作詞した復興ソングが制作され

た。復興ソングは、児童生徒が復興への願

いを共有するとともに、市民が一体となっ

て前へ進もうという気持ちを表現するため、

小学校用と中学校用の２曲が作られること

となり、平成 年度に児童生徒から歌詞を

募集した。審査の結果、小学校用は「希望

の道」が、中学校用は「仲間とともに」が

採用された。作曲は一般社団法人みやぎび

っきの会（※）の歌手・かの香織氏と遊佐

未森氏が行い、平成 年度に完成披露が行

われた。

この歌は、各小・中学校で歌われている

ほか、東北六魂祭や第３回国連防災世界会

議の場でも披露され、今後も、仙台の復興

のシンボル曲として多くの方に知ってもら

えるよう、さまざまな機会を活用して歌い

継がれていくことが期待される（図表

、 参照）。

（※）さとう宗幸氏をはじめとする、宮城県ゆかり

のアーティスト達で構成される、震災で被災した東

北３県のこどもたちを支援する会。「びっき」とは、

宮城弁で「カエル」のことで、ふるさとに「帰る」、

恩を「返す」、元の姿に「還る」、という意味が込め

られている。 

 

第１弾 「復興へ！　力を合わせて」 ５月11日 清掃、あいさつ運動、復興に向けた標語掲示、ポスター作成を各学校で実施

第２弾 「今　私たちにできること」 ７月11日
故郷復興サミット
（会場　青葉区：第一中学校、宮城野・若林区：六郷中学校、太白区：富沢中学校、
泉区：長命ヶ丘中学校）

仙台七夕まつりへの参加
「星に願いを！復興へ８万人の児童生徒の思い」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「集めよう！私たちの力」 11月11日 故郷復興サミットで提案された活動（黙祷、合唱、植樹、応援旗の披露等）を各学校で実施

第４弾 「明日へ！心一つに」 12月12日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

応援旗の掲示（クリスロード商店街） ３月４日～４月20日 第３弾で作成した各小中学校の応援旗をクリスロード商店街に掲示

第１弾 「復興へ！元気発信！！」 ５月11日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第２弾 「復興への想いを集めて」 ７月11日
故郷復興サミット
（会場　青葉区：第二中、宮城野・若林区：宮城野中、太白区：長町中、泉区：南中山中）

仙台七夕まつりへの参加
「心よせあい　星に願いを～復興への思いと感謝～」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「感謝・そして絆を深めよう！」 11月15日
故郷復興サミットで提案された活動（復興プロジェクト宣言、合唱、復興ソング制作・歌詞募集等）
を各学校で実施

第４弾 「希望の道を進もう！」 １月11日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第１弾 「つなごう！私たちの思いと力」 ５月10日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第２弾 「思いをつなぎ、新たな一歩を」 ７月30日
故郷復興サミット
（会場　東二番丁小学校）

仙台七夕まつりへの参加
「あしたにかがやく　～星に願いを　つなごう復興への
思い～」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「つなごう、歩もう！希望の道を」 11月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

第４弾 「復興へ！学校の力結集！」 ３月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

児童生徒による故郷復興サミット ７月30日
故郷復興サミット
（会場　長町南小学校）

仙台七夕まつりへの参加 ８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

復興プロジェクト・デー 11月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

Ｈ23年度

Ｈ24年度

Ｈ25年度

Ｈ26年度

 
 

第３節 児童生徒による故郷復興プロジェクト 

１．プロジェクトの概要 
仙台市立小・中学校においては、平成

年度より、「児童生徒による故郷復興プロジ

ェクト」を実施してきた。

このプロジェクトは、「復興へ！学校の力

結集」のスローガンのもと、市内の児童生

徒８万人の復興への想いを形に表すもので

あり、さまざまな活動を通して地域を元気

にし、児童生徒のたくましく「生きる力」

と、将来にわたって地域社会に貢献できる

力を育むことを目的としている。

当プロジェクトの実施にあたっては、児

童生徒自身の主体的な活動を重視し、児童

生徒によって構成される「故郷復興プロジ

ェクト推進委員会」が設置された。当委員

会は、市内を４つの地区（青葉、宮城野・

若林、太白、泉）に分け、それぞれの地区

の代表児童生徒の合計 名で構成される。

プロジェクトの目標について意見交換を行

う「故郷復興サミット」（後述）の運営や、

「故郷復興サミット」で提案された意見を

検討・集約し、プロジェクトの活動内容を

決定するなどの役割を担った。

また、プロジェクトを支援する組織とし

て、教員等 名で構成される生徒指導推進

委員会を組織し、プロジェクト委員会への

助言・支援を行ったが、具体的な内容につ

いての発案、計画、分担、実施等はできる

限り児童生徒自身が行い、児童生徒自身が

やりがいを感じることができるような体制

とした。

 
２．実施内容 
（１）故郷復興サミット 
市立の小・中学校から代表児童生徒１名

ずつが参加し、復興に向けて小・中学生が

できることについて意見交換を行う「故郷

復興サミット」を、平成 年度から 年

度まで、毎年１回、７月に開催した。

サミットでは、各校の代表者一人ひとり

が熱心に考え、活発に発言し、「皆を元気に

するようなメッセージをランドセルやカバ

ンにつけたい」、「花や木を植え、育てて種

をとり、その種を被災地に贈りたい」とい

った、さまざまなアイディアが提案された。

なお、このサミットにおいて、複数の学

校から提案のあった「歌を作って、皆で歌

いたい」というアイディアは、復興ソング

の取り組みにつながっている（後述）。

 
写真 各学校での取り組み

（２）各年度の取り組み 
当プロジェクトのもと、市内の各小・中

学校では、図表 のとおり、さまざま

な活動が行われてきた。

なお、 年度以降は、平成 年７月

日の復興サミットにおいて定めた４つの目

的（語り継ぐ、学ぶ、感謝する、深める）

を踏まえ、各学校で地域の実情に合わせた

独自の取り組みを実施している。
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図表 故郷復興プロジェクト各年度の取り組み

（３）復興ソング 
当プロジェクトの取り組みの一環として、

児童生徒が作詞した復興ソングが制作され

た。復興ソングは、児童生徒が復興への願

いを共有するとともに、市民が一体となっ

て前へ進もうという気持ちを表現するため、

小学校用と中学校用の２曲が作られること

となり、平成 年度に児童生徒から歌詞を

募集した。審査の結果、小学校用は「希望

の道」が、中学校用は「仲間とともに」が

採用された。作曲は一般社団法人みやぎび

っきの会（※）の歌手・かの香織氏と遊佐

未森氏が行い、平成 年度に完成披露が行

われた。

この歌は、各小・中学校で歌われている

ほか、東北六魂祭や第３回国連防災世界会

議の場でも披露され、今後も、仙台の復興

のシンボル曲として多くの方に知ってもら

えるよう、さまざまな機会を活用して歌い

継がれていくことが期待される（図表

、 参照）。

（※）さとう宗幸氏をはじめとする、宮城県ゆかり

のアーティスト達で構成される、震災で被災した東

北３県のこどもたちを支援する会。「びっき」とは、

宮城弁で「カエル」のことで、ふるさとに「帰る」、

恩を「返す」、元の姿に「還る」、という意味が込め

られている。 

 

第１弾 「復興へ！　力を合わせて」 ５月11日 清掃、あいさつ運動、復興に向けた標語掲示、ポスター作成を各学校で実施

第２弾 「今　私たちにできること」 ７月11日
故郷復興サミット
（会場　青葉区：第一中学校、宮城野・若林区：六郷中学校、太白区：富沢中学校、
泉区：長命ヶ丘中学校）

仙台七夕まつりへの参加
「星に願いを！復興へ８万人の児童生徒の思い」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「集めよう！私たちの力」 11月11日 故郷復興サミットで提案された活動（黙祷、合唱、植樹、応援旗の披露等）を各学校で実施

第４弾 「明日へ！心一つに」 12月12日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

応援旗の掲示（クリスロード商店街） ３月４日～４月20日 第３弾で作成した各小中学校の応援旗をクリスロード商店街に掲示

第１弾 「復興へ！元気発信！！」 ５月11日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第２弾 「復興への想いを集めて」 ７月11日
故郷復興サミット
（会場　青葉区：第二中、宮城野・若林区：宮城野中、太白区：長町中、泉区：南中山中）

仙台七夕まつりへの参加
「心よせあい　星に願いを～復興への思いと感謝～」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「感謝・そして絆を深めよう！」 11月15日
故郷復興サミットで提案された活動（復興プロジェクト宣言、合唱、復興ソング制作・歌詞募集等）
を各学校で実施

第４弾 「希望の道を進もう！」 １月11日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第１弾 「つなごう！私たちの思いと力」 ５月10日 清掃、あいさつ運動等を各学校で実施

第２弾 「思いをつなぎ、新たな一歩を」 ７月30日
故郷復興サミット
（会場　東二番丁小学校）

仙台七夕まつりへの参加
「あしたにかがやく　～星に願いを　つなごう復興への
思い～」

８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

第３弾 「つなごう、歩もう！希望の道を」 11月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

第４弾 「復興へ！学校の力結集！」 ３月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

児童生徒による故郷復興サミット ７月30日
故郷復興サミット
（会場　長町南小学校）

仙台七夕まつりへの参加 ８月６日～８日 七夕飾りの制作と「仙台七夕まつり」会場での展示

復興プロジェクト・デー 11月11日 復興ソングの合唱、故郷復興サミットで提案された活動を各学校で実施

Ｈ23年度

Ｈ24年度

Ｈ25年度

Ｈ26年度
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図表 復興ソング 仲間とともに 歌詞

 
 

（４）七夕まつりへの参加 
平成 年度以降、「仙台七夕まつり」の

開催に合わせ、市立学校の全児童生徒が復

興への思いを込めて七夕飾りを制作し、ま

つりの期間中、会場のサンモール一番町商

店街（藤崎百貨店前）に展示している。

市立小・中学校の全児童生徒約８万人が、

復興の願いを込めて一つ一つ鶴を折り、それ

を全てつなぎ合わせて、精緻な美しい作品に

仕上げている。 
七夕まつり初日の８月６日の朝、飾りを

設置する際には、毎年オープニングセレモ

ニーを開催し、児童生徒による復興ソング

の披露を行うなど、全国から訪れた多くの

人に、児童生徒の思いを発信する取り組み

となっている。

（５）応援旗の制作 
市立小・中学校では、児童生徒がそれぞ

れの学校ごとに、復興への思いを込めたメ

ッセージやイラストを記したオリジナルの

応援旗 枚を制作した。

制作された応援旗は、平成 年３月４日

から４月 日までの間、本市中心部のクリ

スロード商店街に掲示し、震災後のまちに

彩りを加える取り組みとなった。

写真 児童生徒制作の七夕飾り

図表 復興ソング 希望の道 歌詞
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図表 復興ソング 仲間とともに 歌詞

－ 719 －

第
20
章

学
校
と
防
災
教
育



 
 

図表 地震対応マニュアル 目次

 

 
 

第４節 学校の災害対応 

１．災害対応マニュアル 
震災の発生を受けて、平成 年度に学校

における災害対応マニュアルの大幅な見直

しを行った。

主な見直しの内容としては、発災後の避

難場所として、第一次避難場所だけでなく、

第二次避難場所を特定し、経路確認、避難

訓練を行うようにしたことや、学校外活動

中（例えば修学旅行中）における地震発生

時の対応についても明記したこと、市内の

いずれかの地域で震度５強以上の地震が観

測されたときには、その地域に限らず、全

校が非常時下校体制（保護者引き渡しや集

団下校など）をとるようにしたこと等であ

る。

教育委員会では、震災以降毎年度、内容

の見直しを行いながら、「地震対応マニュア

ル（例）」を作成して、全市立学校に示し、

各学校ではこれらを参考にしながら、地域

の実情や特性、児童生徒の実態等を踏まえ、

各学校独自のマニュアルを作成している。

各学校で作成されたマニュアルは、職員

会議等で学校内の共通理解を図るとともに、

保護者向けの通知等により周知をしている。

また、近年は、地震対応に加え、大雨・

土砂災害等の風水害への対応の必要性が高

まってきていることから、平成 年度より、

これまでの「地震対応マニュアル」に「風

水害対応の留意点」の章を設け、体制を強

化している（図表 参照）。

２．避難所としての学校 
発災時、電話はほぼ不通となり、その上

各学校などと連絡をとるための防災行政用

無線が教育委員会には１台しか設置されて

いなかったため、市内小・中学校全 校

（発災時）からの連絡が輻輳し、連絡調整

は困難を極めた。また、各学校においては

防災無線にバッテリー切れが生じるなどの

問題も重なった。さらには、停電と通信途

絶により、学校ＬＡＮによるパソコン等の

通信も行えない状態にあった。

こうした経験から震災後、教育委員会に

は防災行政用無線が６台配備されるととも

に、通信時間も延長された。バッテリーも

増強され、学校との連絡確保については改

善が図られている。

また、平成 年度から平成 年度末ま

での間に、市内で指定避難所となる小・中

学校など計 カ所に太陽光発電と蓄電池

を組み合わせた防災対応型太陽光発電シス

テムを導入し、災害時における自立型の電

源の確保を図っている（第 章第５節参

照）。

避難所運営の面では、避難所によっては、

教職員が中心となって対応せざるを得なか

ったところもあり、教職員の本来業務であ

る学校再開の準備や児童生徒の指導等に支

障が出ることとなった。

本市では、震災後、平成 年度に地域防

災計画を改訂し、地域ごとに避難所運営マ

ニュアルを作成する中で、避難所運営につ

いては「地域団体・避難者」「仙台市」「施

設管理者・職員」が協働で運営を行うこと

を明記した。

地域においては、マニュアルに基づく避

難所運営訓練が行われており、次なる災害

に備えた連携体制の構築に努めている。
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図表 地震対応マニュアル 目次
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たちの心に及ぼす影響等を懸念し、学校を

存続してほしいという要望が多かったが、

その後、子どもたちにとっての適切な教育

環境の確保の観点などから話し合いを重ね、

中野小については平成 年度末に閉校す

ること（統合先なし）、荒浜小については平

成 年４月に七郷小と統合することが決

定した。

東六郷小については、中野小および荒浜

小の方針決定後も話し合いを続けた結果、

児童数の多い学年の卒業を待ちたいという

保護者の意見等に配慮し、平成 年４月に

六郷小と統合することが決定した。

３．校舎等の解体および利活用について 
中野小および荒浜小については、津波に

より体育館およびプールは大破、校舎は１

階部分が損壊、２階にも浸水はしたものの、

建物全体の構造的被害はなかった。しかし、

２校はいずれも校地が災害危険区域内にあ

ること、また中野小については、蒲生北部

被災市街地復興土地区画整理事業の区域内

にあり、県が行う河川堤防整備にも一部が

かかることから、学校施設を引き続き利用

することは困難であった。

これらの状況により、保護者や地域関係

者への説明やアンケート等を経て、中野小

については校舎および体育館等全ての施設

を解体、荒浜小については体育館およびプ

ールを解体することとし、両校とも平成

年度には解体工事が完了した。

荒浜小校舎については、平成 年度末に、

津波の脅威を後世に伝える震災遺構として

保存活用していく方針が決定し、平成 年

度に工事、平成 年度一般公開の予定であ

る（第 章第２節参照）。

東六郷小校舎については、津波により２

階建て校舎の１階部分が浸水し、体育館お

よびプールも甚大な被害を受けたほか、隣

接している東六郷コミュニティ・センター

も大破したため、施設のあり方についての

検討を進めた。その結果、平成 年度内に

小学校隣接地に新たに建設される津波避難

施設の完成を待って、校舎を解体すること

が決定した。なお、体育館およびプールは、

平成 年度に解体を行った。

各小学校では、これまでの校舎等に対す

る感謝を表す場として、それぞれの施設解

体に合わせ、「お別れ会」などを開催した。

写真 中野小お別れ会

４．閉校 
（１）閉校・統合準備委員会 
各小学校の閉校・統合が決定した後、保

護者、地域関係者、学校、教育委員会をメ

ンバーとする閉校・統合準備委員会を設置

した。

中野小については平成 年６月から平

成 年２月まで計６回の閉校準備委員会

が、荒浜小については平成 年 月から

平成 年２月まで計５回の統合準備委員

会が開催され、閉校式の内容や、閉校記念

事業、転学先での児童の受け入れ体制など

について協議検討を行い、円滑に閉校・統

合を迎えられるよう取り組みを進めた。

東六郷小については、平成 年６月に統

合準備委員会を設置し、平成 年４月の六

郷小との統合に向け、話し合いを進めてい

る。

（２）閉校式 
明治６年の開校以来、 年以上に渡っ

て地域とともに歩んできた中野小および荒

浜小の閉校に際し、平成 年３月 日に

 
 

第５節 津波被災３校の閉校 

１．経緯 
本市沿岸地区に位置する宮城野区の中野

小、若林区の荒浜小、東六郷小は、津波で

甚大な被害を受け、校庭・建物等、学校全

体が使用できない状況となったほか、学区

内の地域についても極めて深刻な被害状況

であったことから、平成 年度より、それ

ぞれ近隣の小・中学校に併設する形で（中

野小は中野栄小に、荒浜小は東宮城野小に、

東六郷小は六郷中に併設）学校運営を行っ

てきた。

３校とも、震災後は児童数の減少が進み、

将来に渡り学校を存続することが困難な状

況にあったことなどから、平成 年９月に

教育委員会として、将来的に他校と統合す

る方針案を示すとともに、各校ごとに保護

者や地域関係者との協議を始めた。

図表 津波被災３校の児童数の推移

（各年度５月１日現在）

写真 中野小

写真 荒浜小

写真 東六郷小

２．今後の方針に関する意見交換会等 
教育委員会として示した方針案を基に、

各校ごとに意見交換会やアンケート調査等

を実施した。

意見交換会等の実施にあたっては、保護

者や地域関係者からのさまざまな意見を幅

広く聞きながら、時間をかけて丁寧に話し

合いを進めることに努めた。

当初は、教育環境の急激な変化が子ども

荒浜小（併設校：東宮城野小）

1年 2年 3年 4年 5年 6年
特別支援

学級
計

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

中野小（併設校：中野栄小）

1年 2年 3年 4年 5年 6年
特別支援

学級
計

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

東六郷小（併設校：六郷中）

1年 2年 3年 4年 5年 6年
特別支援

学級
計

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27
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たちの心に及ぼす影響等を懸念し、学校を

存続してほしいという要望が多かったが、

その後、子どもたちにとっての適切な教育

環境の確保の観点などから話し合いを重ね、

中野小については平成 年度末に閉校す

ること（統合先なし）、荒浜小については平

成 年４月に七郷小と統合することが決

定した。

東六郷小については、中野小および荒浜

小の方針決定後も話し合いを続けた結果、

児童数の多い学年の卒業を待ちたいという

保護者の意見等に配慮し、平成 年４月に

六郷小と統合することが決定した。

３．校舎等の解体および利活用について 
中野小および荒浜小については、津波に

より体育館およびプールは大破、校舎は１

階部分が損壊、２階にも浸水はしたものの、

建物全体の構造的被害はなかった。しかし、

２校はいずれも校地が災害危険区域内にあ

ること、また中野小については、蒲生北部

被災市街地復興土地区画整理事業の区域内

にあり、県が行う河川堤防整備にも一部が

かかることから、学校施設を引き続き利用

することは困難であった。

これらの状況により、保護者や地域関係

者への説明やアンケート等を経て、中野小

については校舎および体育館等全ての施設

を解体、荒浜小については体育館およびプ

ールを解体することとし、両校とも平成

年度には解体工事が完了した。

荒浜小校舎については、平成 年度末に、

津波の脅威を後世に伝える震災遺構として

保存活用していく方針が決定し、平成 年

度に工事、平成 年度一般公開の予定であ

る（第 章第２節参照）。

東六郷小校舎については、津波により２

階建て校舎の１階部分が浸水し、体育館お

よびプールも甚大な被害を受けたほか、隣

接している東六郷コミュニティ・センター

も大破したため、施設のあり方についての

検討を進めた。その結果、平成 年度内に

小学校隣接地に新たに建設される津波避難

施設の完成を待って、校舎を解体すること

が決定した。なお、体育館およびプールは、

平成 年度に解体を行った。

各小学校では、これまでの校舎等に対す

る感謝を表す場として、それぞれの施設解

体に合わせ、「お別れ会」などを開催した。

写真 中野小お別れ会

４．閉校 
（１）閉校・統合準備委員会 
各小学校の閉校・統合が決定した後、保

護者、地域関係者、学校、教育委員会をメ

ンバーとする閉校・統合準備委員会を設置

した。

中野小については平成 年６月から平

成 年２月まで計６回の閉校準備委員会

が、荒浜小については平成 年 月から

平成 年２月まで計５回の統合準備委員

会が開催され、閉校式の内容や、閉校記念

事業、転学先での児童の受け入れ体制など

について協議検討を行い、円滑に閉校・統

合を迎えられるよう取り組みを進めた。

東六郷小については、平成 年６月に統

合準備委員会を設置し、平成 年４月の六

郷小との統合に向け、話し合いを進めてい

る。

（２）閉校式 
明治６年の開校以来、 年以上に渡っ

て地域とともに歩んできた中野小および荒

浜小の閉校に際し、平成 年３月 日に
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出の素材を取り入れている（第 章第２節

参照）。

 
 

それぞれ閉校式が開催され、在校生、保護

者、卒業生等、多くの関係者が参加した。

中野小の閉校式は、中野栄小体育館にて

開催され、 名の在校生からの感謝のこと

ばでは、「震災後に中野小で学んだ『向かい

風の中にあっても明るい未来に向かって一

歩一歩前を向いて歩いていく』その気持ち

を胸にがんばっていく」といった思いが伝

えられた。続いて、６年生により、中野小

の伝統である「中野小太鼓」も披露された。

また、荒浜小の閉校式は、東宮城野小体

育館にて開催され、 名の在校生からは「こ

れからも地域の一員として力を尽くしてい

きたい」「たくさんの方々からいただいた温

かい気持ちや先生方の教えを胸に、一歩一

歩自分の足で歩んでいきます」といった力

強い言葉が伝えられた。

平成 年度末に閉校する東六郷小につ

いても、同様に閉校式が開催される予定と

なっている。

５．子どもたちに対する配慮 
被災校の閉校・統合にあたっては、子ど

もたちが津波等の過酷な経験をしたことを

踏まえ、学校間の引き継ぎをしっかりと行

い、心のケアを継続するよう努めている。

また、子どもたちがスムーズに統合先や

転校先の小学校に溶け込めるよう、防災訓

練や学校行事等を通じ、事前の交流を深め

たほか、統合先や転校先の小学校に、中野

小や荒浜小の教員を配置する等の配慮を行

った。

６．メモリアル事業 
（１）閉校記念碑 
閉校する３校では、地域とともに歩んで

きた学校の歴史や伝統を後世に伝えるため、

閉校記念碑を設置することとした。

記念碑には、それぞれ学校の沿革、校歌、

校章を刻むほか、学校や地域の特色を出す

ため、デザインや盛り込む内容等について

閉校・統合準備委員会で協議し、地域や学

校関係者の思いを記念碑に反映できるよう

努めた。

荒浜小については、平成 年度末に小学

校敷地内に完成し、除幕式は、閉校式（前

述）終了後に現地に会場を移して開催した。

中野小については、小学校跡地内に、中野

地区の地域モニュメントと併せ、平成 年

度に整備されることとなっている。東六郷

小については、平成 年度末に小学校敷地

内に整備することとしている。

写真 荒浜小 閉校記念碑

（２）ホームページ「おもいでをつなぐ～学校

の歴史と震災の経験を未来へ～」 
教育委員会では、中野小と荒浜小の長き

にわたる歴史と伝統をこれからも語り継い

でいくため、学校メモリアルホームページ

「おもいでをつなぐ～学校の歴史と震災の

経験を未来へ～」を開設した。校歌の再生

ができるほか、学校の沿革やさまざまな記

録、懐かしい地域の写真等を閲覧すること

ができる。東六郷小の情報についても平成

年度に掲載を予定している。

（３）せんだい メモリアル交流館 
平成 年２月に地下鉄東西線荒井駅舎

内に開館した「せんだい メモリアル交

流館」において、展示室の一部の床材やテ

ーブルに、東六郷小の体育館の床材を再利

用し、荒浜小で使われていた椅子を配置す

るなど、施設の内装に地域や小学校の思い
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出の素材を取り入れている（第 章第２節

参照）。
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太白区 生出小

郡山小

東長町小

八本松小

生出中

郡山中

泉区 寺岡小

南光台東小

長命ヶ丘小

住吉台小

館小

寺岡中

南光台東中

長命ヶ丘中

住吉台中

館中

（３）新たな学校防災教育推進協議会 
平成 年度、新たな防災教育モデル校指

定と併せ、有識者等で構成される「新たな

学校防災教育推進協議会」を設置した。

協議会には、有識者等のほか、モデル校

の校長および担当者も参加し、取組状況の

情報共有と意見交換を行った。

平成 年度からは、新たな防災教育研究

推進取組発表校を指定したことにあわせ、

各地区に防災教育推進協議会を設置するも

のとし、防災教育の研究・推進にあたり、

地区内のより緊密した連携体制を敷いてい

る。

（４）防災主任の配置 
平成 年度より、全校に防災主任を配置

し、防災教育の年間計画の作成と実践、地

域や保護者と連携した防災教育に取り組ん

でいる。

平成 年度からは、年に２回、各校の防

災主任を対象に、教育センターにおいて「防

災主任研修会」を実施し、各校の取り組み

の検証や改善を行っているほか、平成 年

度から区ごとに設置している各地区防災教

育推進協議会との連携を図り、情報交換を

推進するとともに、各校が直面している防

災教育の課題の共有と解決を図っている。

（５）七郷小学校「防災安全科」の取り組み 
学区内が津波で被災した若林区七郷小は、

防災・安全教育を行う研究開発校として、

文部科学省の指定を受けた（指定期間平成

年度から 年度まで）。これにより、同

校においては、教育課程の特例により全学

年に国内初の新領域である「防災安全科」

が創設された。

東日本大震災の教訓や体験を基に、防災

教育を中心とした安全教育を独立した領域

として創設することで、児童が生涯にわた

って自助と共助の意識を持って行動してい

く防災対応力や、危険を予測し回避する力、

安全な社会づくりに貢献する心等を育む教

育課程の研究開発に取り組んでいる。

各学年では、地域の商店や公共施設等を

取材し、震災の被害や日ごろの備えを聞き

取り、地図に落とし込む「防災マップ」作

りや、地域で活動するボランティア団体の

講演を通じてボランティアの取り組みを学

ぶ授業、震災時の場面を想定してけがの手

当ての仕方を学び、自分ができることや心

の備え等について考える授業等を実践して

いる。

写真 七郷小 防災安全科 授業風景

 
 

第６節 防災教育 

１．概要

東日本大震災の経験は、教育現場におけ

る防災教育の重要性と必要性を改めて認識

させるものであった。これまでも各学校で

は防災教育に取り組み、地域と連携した防

災訓練や保護者への引渡訓練を実施してき

たが、想定を超える災害を経験し、従来の

範疇や視野を超えた、新たな視点や考え方

による防災教育が求められた。

本市では、児童生徒が災害に関する正し

い知識や対応方法を身に付け、災害時に冷

静に判断し、臨機応変に自らの安全を確保

できる「自助」の力を育むとともに、災害

時に進んで他者や地域の力となれる「共助」

の意識の育成を図ることを目的に、新たな

防災教育の推進に取り組むこととした。

２．新たな防災教育の推進

（１）新たな防災教育モデル校 
平成 年度から 年度までの取り組み

として、各区の中学校１校およびその学区

内の複数の小学校を新たな防災教育モデル

校として指定した。

各モデル校においては、防災教育の全体

計画・年間指導計画を作成し、その計画に

基づいた授業実践や、災害時の家庭や地域

との連携の在り方等について、先行的な研

究・実践を行った。

これらの取り組みや成果を踏まえ、教育

委員会において、「仙台版防災教育年間指導

計画（作成例）」を平成 年３月に策定し

ており、各学校では、年間指導計画の検証

や改善に役立てるなど、モデル校の実践が

広く共有された。

図表 平成 ～ 年度

新たな防災教育モデル校

区 小学校 中学校

青葉区 北六番丁小 五城中

東六番丁小

宮城野区 鶴巻小

岡田小

中野小

高砂中

若林区 荒浜小 七郷中

太白区 長町小

鹿野小

長町南小

長町中

泉区 将監中央小

桂小

将監西小

将監中

（２）研究推進取組発表校 
新たな防災教育モデル校の指定は平成

年度で終了し、平成 年度からは新たな防

災教育研究推進取組発表校を１年間に各区

５～６校指定し、平成 年度までの６年間

で、市内全ての小・中学校での実施を目指

す取り組みを進めている。

研究推進取組発表校は、学校・地域の実

態に応じて作成した年間指導計画を基に各

校で実践した内容や児童・生徒の変容を、

防災主任研修や各地区防災教育推進協議会

（後述）、フォーラム、ホームページなどで

発信することとしている。

平成 年１月 日には平成 年度に指

定された研究推進取組発表校 校の発表

会が開催された。

 
図表

平成 年度 研究推進取組発表校

区 小学校 中学校

青葉区 吉成小

南吉成小

吉成中

南吉成中

宮城野区 岩切小 岩切中

若林区 六郷小

東六郷小

六郷中

太白区 向山小

茂庭台小

愛宕中

茂庭台中
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太白区 生出小

郡山小

東長町小

八本松小

生出中

郡山中

泉区 寺岡小

南光台東小

長命ヶ丘小

住吉台小

館小

寺岡中

南光台東中

長命ヶ丘中

住吉台中

館中

（３）新たな学校防災教育推進協議会 
平成 年度、新たな防災教育モデル校指

定と併せ、有識者等で構成される「新たな

学校防災教育推進協議会」を設置した。

協議会には、有識者等のほか、モデル校

の校長および担当者も参加し、取組状況の

情報共有と意見交換を行った。

平成 年度からは、新たな防災教育研究

推進取組発表校を指定したことにあわせ、

各地区に防災教育推進協議会を設置するも

のとし、防災教育の研究・推進にあたり、

地区内のより緊密した連携体制を敷いてい

る。

（４）防災主任の配置 
平成 年度より、全校に防災主任を配置

し、防災教育の年間計画の作成と実践、地

域や保護者と連携した防災教育に取り組ん

でいる。

平成 年度からは、年に２回、各校の防

災主任を対象に、教育センターにおいて「防

災主任研修会」を実施し、各校の取り組み

の検証や改善を行っているほか、平成 年

度から区ごとに設置している各地区防災教

育推進協議会との連携を図り、情報交換を

推進するとともに、各校が直面している防

災教育の課題の共有と解決を図っている。

（５）七郷小学校「防災安全科」の取り組み 
学区内が津波で被災した若林区七郷小は、

防災・安全教育を行う研究開発校として、

文部科学省の指定を受けた（指定期間平成

年度から 年度まで）。これにより、同

校においては、教育課程の特例により全学

年に国内初の新領域である「防災安全科」

が創設された。

東日本大震災の教訓や体験を基に、防災

教育を中心とした安全教育を独立した領域

として創設することで、児童が生涯にわた

って自助と共助の意識を持って行動してい

く防災対応力や、危険を予測し回避する力、

安全な社会づくりに貢献する心等を育む教

育課程の研究開発に取り組んでいる。

各学年では、地域の商店や公共施設等を

取材し、震災の被害や日ごろの備えを聞き

取り、地図に落とし込む「防災マップ」作

りや、地域で活動するボランティア団体の

講演を通じてボランティアの取り組みを学

ぶ授業、震災時の場面を想定してけがの手

当ての仕方を学び、自分ができることや心

の備え等について考える授業等を実践して

いる。

写真 七郷小 防災安全科 授業風景
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な地域で起きた過去の大地震や大津波を調

べて、地域の歴史学習を深めている。外国

語科では、副読本の内容を一部英訳し、世

界各国からの支援内容についてＡＬＴ（外

国語指導助手）と振り返るなど、多様で多

面的な活用の仕方も見られた。

このように、児童生徒が日常の授業の中

で、防災について考え、学ぶ機会が増える

ことで、防災教育のさらなる充実が図られ

ている。

今後、各学校においてさらに授業実践を

積み重ねることで、副読本の内容にも改善

を加え、より効果的に活用できるものを目

指している。

写真 防災教育副読本を活用した授業

（７）学校防災教育フォーラム in せんだい 
本市の学校防災教育の一層の充実を目的

として、「学校防災教育フォーラム せん

だい」を開催した（平成 年 月 日、

平成 年１月 日の計２回）。参加者は市

立学校各校の教員のほか、ＰＴＡ役員、連

合町内会関係等、いずれも 人ほどの出

席があった。

フォーラムでは、モデル校による実践事

例発表のほか、パネルディスカッションが

行われ、「校内でどのように防災教育を推進

するのか」、「地域・家庭との連携をどう図

るか」について熱心な意見交換が行われた。

写真 学校防災教育フォーラム

せんだい

３．第３回国連防災世界会議パブリック・フ

ォーラム「新たな防災教育～３ から未来

へ」

平成 年３月、第３回国連防災世界会議

のパブリック・フォーラムのひとつとして、

「新たな防災教育～３ から未来へ～」

を開催した。西中田小５年生によるステー

ジ上での名取川の自然を学ぶ公開授業のほ

か、荒浜小、高砂中の児童生徒による防災

学習の取り組みの成果の発表、木町通小、

上杉山中の児童生徒による復興ソングの合

唱等が行われた。

また、市内の小・中学校４校（岡田小、

東六番丁小、七郷中、将監中）と、神戸市

立新港高が参加し、それぞれが作成したポ

スターを使用して、防災学習で学んだこと

や、故郷復興プロジェクトの取り組みを発

表する、ポスターセッションも行われた。

写真 西中田小 公開授業

 
 

（６）防災教育副読本 
①作成の経過

教育委員会では、防災教育のより効果的

な推進および充実化を図るため、震災後ま

もなく、防災教育副読本の作成に着手した。

平成 年度には小・中学校の教員で構成

される「新防災教育副読本作成準備委員会」

を立ち上げ、復興に向けた学校や市の取り

組み、地震・津波のメカニズム、防災につ

いての知識・対処法等を盛り込んだ防災教

育副読本の暫定版を作成した。その内容を

平成 年度より教育センターのホームペ

ージ上で配信することで、各学校の防災教

育の推進に向けた意識醸成を図った。

その後、委員会は「新防災教育副読本作

成委員会」に名称を変更し、平成 年度に

配信した暫定版を基に、津波工学や自然災

害科学、健康科学、心理学等の専門家から

の意見等も踏まえながら内容の検討を重ね、

平成 年３月には初版「新防災教育副読本

３． から未来へ」を完成させた。発達段

階に対応した構成としたほか、教科・領域

名を幅広く想定し、児童生徒の主体的な判

断力・行動力の定着を図る内容とした。

副読本は、全ページカラー刷り、 ペー

ジ構成で、小学校下学年用・小学校上学年

用・中学生用の３種類からなり、市内全児

童生徒に配布された。

その後、各学校でさらなる活用が図られ

るよう「新防災教育副読本活用検証委員会」

を組織し、検証委員による内部評価や、小・

中学校の防災主任を対象にした活用状況に

係るアンケート調査、外部有識者からの意

見等を踏まえ、よりよいものとなるよう、

内容の見直しを行っている。

平成 年度には、「震災の風化を防ぐ」、

「発達段階に対応し焦点化を図る」、「神戸

市との連携ページの充実」の３つの視点か

ら、内容を大きく見直し、改訂版となる「平

成 年度 仙台版防災教育副読本 ３．

から未来へ」の作成に取り組んだ。平成

年４月に市内新小１、小４、中１の児童生

徒に配布している。

②「平成 年度 仙台版防災教育副読本 ３

から未来へ」

平成 年度に配布した『仙台版防災教育

副読本「３ から未来へ」』では、震災か

ら５年が経過したことを踏まえ、震災の実

体験のない世代である小学校下学年でも内

容を理解しやすいよう、当時の写真や資料、

体験者の声を多く掲載したほか、記載内容

について自ら調べたり、考えを話し合った

りするための学習課題欄（「考えよう」）や

記入欄を充実させるなど、より実践的に活

用しやすい内容とした。

写真 仙台版防災教育副読本

③効果的な活用に向けた取り組み

教育委員会では、教育センターのホーム

ページ上に、教師用指導資料（ワークシー

トや手引き）や活用事例等を掲載するなど、

各学校において、防災教育副読本がより多

くの場面で広く活用されるよう、情報収集

や発信の取り組みを行っている。

これらの取り組みにより、初版が配布さ

れた当初は、避難訓練の事前事後の学習で

の活用が多かったが、その後、学級活動や

道徳、総合的な学習の時間、理科、社会の

ほか、防災との関連づけが難しかった国語、

音楽、体育等での活用も増えている。

小学校の体育では、「けがをしたときは」

という題材で副読本を活用し、圧迫止血な

ど身近なものが手当てに役立つことを学ん

でいる。また、中学校の社会科では、副読

本を活用して故郷仙台の歴史を学び、身近
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な地域で起きた過去の大地震や大津波を調

べて、地域の歴史学習を深めている。外国

語科では、副読本の内容を一部英訳し、世

界各国からの支援内容についてＡＬＴ（外

国語指導助手）と振り返るなど、多様で多

面的な活用の仕方も見られた。

このように、児童生徒が日常の授業の中

で、防災について考え、学ぶ機会が増える

ことで、防災教育のさらなる充実が図られ

ている。

今後、各学校においてさらに授業実践を

積み重ねることで、副読本の内容にも改善

を加え、より効果的に活用できるものを目

指している。

写真 防災教育副読本を活用した授業

（７）学校防災教育フォーラム in せんだい 
本市の学校防災教育の一層の充実を目的

として、「学校防災教育フォーラム せん

だい」を開催した（平成 年 月 日、

平成 年１月 日の計２回）。参加者は市

立学校各校の教員のほか、ＰＴＡ役員、連

合町内会関係等、いずれも 人ほどの出

席があった。

フォーラムでは、モデル校による実践事

例発表のほか、パネルディスカッションが

行われ、「校内でどのように防災教育を推進

するのか」、「地域・家庭との連携をどう図

るか」について熱心な意見交換が行われた。

写真 学校防災教育フォーラム

せんだい

３．第３回国連防災世界会議パブリック・フ

ォーラム「新たな防災教育～３ から未来

へ」

平成 年３月、第３回国連防災世界会議

のパブリック・フォーラムのひとつとして、

「新たな防災教育～３ から未来へ～」

を開催した。西中田小５年生によるステー

ジ上での名取川の自然を学ぶ公開授業のほ

か、荒浜小、高砂中の児童生徒による防災

学習の取り組みの成果の発表、木町通小、

上杉山中の児童生徒による復興ソングの合

唱等が行われた。

また、市内の小・中学校４校（岡田小、

東六番丁小、七郷中、将監中）と、神戸市

立新港高が参加し、それぞれが作成したポ

スターを使用して、防災学習で学んだこと

や、故郷復興プロジェクトの取り組みを発

表する、ポスターセッションも行われた。

写真 西中田小 公開授業
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４．地域との連携・協働

震災時の学校における避難所運営等の経

験を通じて、学校と地域の常日頃からの結

び付きが重要であることが改めて認識され

た。

防災教育の視点においても、学校と地域

が連携し、実践を含めた取り組みを進める

ことで、子どもたちの力を育んでいくこと

は、地域全体の防災力や、地域コミュニテ

ィの維持・形成に大きく寄与するものであ

る。

平成 年度は、小学校 校、中学校

校が地域との合同防災訓練を実施するなど、

多様な取り組みを通じて、学校と地域との

連携を強化し、顔の見える関係づくりを進

めている。

５．総括

学校現場では、昭和 年の宮城県沖地震

の教訓を風化させないよう、６月には地震

を想定した避難訓練を実施する等、災害に

備える取り組みを行ってきた。今回、児童

生徒が冷静に避難できたことが多くの学校

から報告されており、これまでの訓練、お

よび防災教育の意義が改めて確認された。

また、地震直後の混乱時には、児童生徒

の間には、互いを思いやる言動、行動が見

られ、避難所等においても、多くの児童生

徒が手伝いやボランティア活動を積極的に

行い、その力に驚かされた場面も多かった。

避難所運営や被災者支援の補助として児童

生徒も貢献できることを、今回の震災を通

して、児童生徒自らが示してくれた。

本市は今後、未曾有の震災を経験した自

治体として、この震災での経験と教訓を踏

まえて確立、推進してきた「新たな防災教

育」の取り組みや成果を、全国、全世界に

発信していく責務を担うとともに、今後は、

震災を知らない世代の児童生徒が、震災を

「知り」、「学び」、「伝えていく」人材とな

るよう、より汎用性や継続可能性のある防

災教育の具体的な指導法を確立し、定着さ

せていく必要がある。

－ 730 －

第
20
章

学
校
と
防
災
教
育



2 
 

 
 
 

第 章 震災の記憶の継承
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
21
章

震
災
の
記
憶
の
継
承



 
 

第１節 追悼式

１．慰霊祭・追悼式 
東日本大震災では、津波被害などによっ

て多くの尊い命が失われ、本市でも 名

を超える方々が亡くなった。

本市では、震災以降、慰霊祭や追悼式等

を開催し、震災で亡くなった方々への鎮魂

と祈りの場とするとともに、復興への誓い

を新たにしている。

 
（１）慰霊祭

発災から４カ月後の平成 年７月 日

に、仙台国際センター大ホールを会場に、

遺族の方々をはじめ約 人の参列のも

と本市主催で慰霊祭を開催した。

仙台フィルハーモニー管弦楽団による追

悼の献奏や八軒中学校の吹奏楽・合唱部に

よる献歌がなされたほか、参列者全員で献

花を行い、犠牲となられた方々の冥福を祈

った。

（２）追悼式等

発災から１年後の平成 年３月 日に

は追悼式を開催した。開催場所は、慰霊祭

同様、仙台国際センター大ホールで行われ

たが、 人もの参列者が訪れ、会場に

入りきらないほどであった。当日は、仙台

フィルハーモニー管弦楽団による献奏のあ

と、遺族代表の言葉、復興への誓い、最後

に高砂中学校、七郷中学校、六郷中学校の

生徒による合唱が行われた。

追悼式会場のほかにも、後述するキャン

ドルナイト等の関連行事が開催された。市

役所前にある勾当台公園市民広場や各区役

所に献花場を設け、多くの方から白菊の花

が捧げられた。

平成 年３月 日の２年目の追悼式で

は、 人もの参列者が訪れ、仙台フィ

ルハーモニー管弦楽団の献奏のあと、政府

主催の追悼式放映、遺族代表の言葉、東北

福祉大学混声合唱団による献歌がなされた。

また、平成 年３月 日の３年目の追悼

式では、式の最後に献歌として金剛沢小学

校の児童と第一中学校の生徒による復興ソ

ングが歌われた。

発災から４年目を迎えた平成 年３月

日の追悼式では、津波で大きな被害を受

けた若林区に会場を移し、地域にゆかりの

ある聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部に

より献歌されたほか、追悼式の模様は、勾

当台公園市民広場に設置されたビジョンカ

ーにも中継し、多くの市民が追悼の思いを

共有した。

また、その翌年の平成 年３月 日の

追悼式は、同じく津波で大きな被害を受け

た宮城野区で開催し、同様にビジョンカー

による中継も実施した。

なお、慰霊祭追悼式の主な内容は、図表

のとおりである。

 
（３）追悼式関連行事

震災で亡くなった方々の冥福と、震災の

記憶を忘れないために、追悼式の関連行事

として、市民がともに参加できるイベント

が開催されている。

発災から１年後の平成 年３月 日に

は、公益社団法人仙台青年会議所の主催に

より、勾当台公園市民広場を会場に、国内

外から被災地へ寄せられた支援への感謝を

発信するイベント「 わたしたちは忘れ

ない～世界中に伝える“ありがとう”～」

が開催された。

その後、平成 年３月 日からは、後

継イベントとしてキャンドルナイトが開催

されている。昼の部では、来場者がそれぞ

れメッセージを書いた紙コップにキャンド

ルを入れて文字の形に並べ、夜の部におい

てキャンドルに点火するものである。キャ

ンドルナイトは、紙コップで作る光文字を

毎年変えながら、犠牲になられた方々を追

悼し、震災の記憶を忘れないためのイベン



 
 

第１節 追悼式

１．慰霊祭・追悼式 
東日本大震災では、津波被害などによっ

て多くの尊い命が失われ、本市でも 名

を超える方々が亡くなった。

本市では、震災以降、慰霊祭や追悼式等

を開催し、震災で亡くなった方々への鎮魂

と祈りの場とするとともに、復興への誓い

を新たにしている。

 
（１）慰霊祭

発災から４カ月後の平成 年７月 日

に、仙台国際センター大ホールを会場に、

遺族の方々をはじめ約 人の参列のも

と本市主催で慰霊祭を開催した。

仙台フィルハーモニー管弦楽団による追

悼の献奏や八軒中学校の吹奏楽・合唱部に

よる献歌がなされたほか、参列者全員で献

花を行い、犠牲となられた方々の冥福を祈

った。

（２）追悼式等

発災から１年後の平成 年３月 日に

は追悼式を開催した。開催場所は、慰霊祭

同様、仙台国際センター大ホールで行われ

たが、 人もの参列者が訪れ、会場に

入りきらないほどであった。当日は、仙台

フィルハーモニー管弦楽団による献奏のあ

と、遺族代表の言葉、復興への誓い、最後

に高砂中学校、七郷中学校、六郷中学校の

生徒による合唱が行われた。

追悼式会場のほかにも、後述するキャン

ドルナイト等の関連行事が開催された。市

役所前にある勾当台公園市民広場や各区役

所に献花場を設け、多くの方から白菊の花

が捧げられた。

平成 年３月 日の２年目の追悼式で

は、 人もの参列者が訪れ、仙台フィ

ルハーモニー管弦楽団の献奏のあと、政府

主催の追悼式放映、遺族代表の言葉、東北

福祉大学混声合唱団による献歌がなされた。

また、平成 年３月 日の３年目の追悼

式では、式の最後に献歌として金剛沢小学

校の児童と第一中学校の生徒による復興ソ

ングが歌われた。

発災から４年目を迎えた平成 年３月

日の追悼式では、津波で大きな被害を受

けた若林区に会場を移し、地域にゆかりの

ある聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部に

より献歌されたほか、追悼式の模様は、勾

当台公園市民広場に設置されたビジョンカ

ーにも中継し、多くの市民が追悼の思いを

共有した。

また、その翌年の平成 年３月 日の

追悼式は、同じく津波で大きな被害を受け

た宮城野区で開催し、同様にビジョンカー

による中継も実施した。

なお、慰霊祭追悼式の主な内容は、図表

のとおりである。

 
（３）追悼式関連行事

震災で亡くなった方々の冥福と、震災の

記憶を忘れないために、追悼式の関連行事

として、市民がともに参加できるイベント

が開催されている。

発災から１年後の平成 年３月 日に

は、公益社団法人仙台青年会議所の主催に

より、勾当台公園市民広場を会場に、国内

外から被災地へ寄せられた支援への感謝を

発信するイベント「 わたしたちは忘れ

ない～世界中に伝える“ありがとう”～」

が開催された。

その後、平成 年３月 日からは、後

継イベントとしてキャンドルナイトが開催

されている。昼の部では、来場者がそれぞ

れメッセージを書いた紙コップにキャンド

ルを入れて文字の形に並べ、夜の部におい

てキャンドルに点火するものである。キャ

ンドルナイトは、紙コップで作る光文字を

毎年変えながら、犠牲になられた方々を追

悼し、震災の記憶を忘れないためのイベン
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図表 本市主催の慰霊祭・追悼式 
日時 場所 主な内容 参列者数

慰霊祭
平成23年７月11日
14時30分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・黙祷

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　ご来賓

・献歌　仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部

・献花など

1,200人

追悼式

（１周年）

平成24年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催　追悼式放映

・式辞　仙台市長

・黙祷

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・復興への誓い

・合唱　仙台市立高砂中学校、七郷中学校、六郷中学校

・献花

3,000人

追悼式

（２周年）

平成25年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・献歌　東北福祉大学混声合唱団

・献花

1,600人

追悼式

（３周年）

平成26年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・献歌　金剛沢小学校、第一中学校

・献花

1,000人

追悼式

（４周年）

平成27年３月11日
14時20分～16時

若林区文化センター

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・朗読　武田こうじ氏（詩人・仙台市在住）

・合唱　聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部

・献花

500人

追悼式

（５周年）

平成28年３月11日
14時20分～16時

宮城野体育館

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・合唱　みやぎの「花は咲く」合唱団

・献花

400人

 

 
 

トとして、震災５年目となる平成 年も開

催されている。

また、仙台青年会議所では、災害時に黄

色いハンカチを玄関等に掲げて、「我が家は

大丈夫」「他の人を助けてほしい」という意

思表示の目印とする取り組み「しあわせな

黄色いハンカチプロジェクト」を進めてい

るが、平成 年からは、キャンドルナイト

に際し、「黄色いハンカチ」を配布したり、

専用ブースでその使用方法の紹介などを行

った。

また本市も、キャンドルナイトの際に、

震災メモリアルに関する展示ブースの設置

や、本庁舎南側の市民広場に面する執務室

を点灯し、「 」と浮かび上がらせる取り

組みを続けている。

 
（４）その他の関連行事

市内を会場に、本市や本市以外の団体が

主催・共催した関連行事が、毎年３月 日

前後に多く開催されている。

震災後１年目となる平成 年３月４日

から３月下旬までは、教育委員会が主催（共

催：クリスロード商店街）して、ＪＲ仙台

駅前から伸びるクリスロード商店街アーケ

ード内に、市立小・中学校の児童生徒たち

が作成した 校の応援旗を掲示するイベ

ントを開催した。応援旗は、教育委員会が

実施した「児童生徒による故郷復興プロジ

ェクト」の取り組みの１つとして、平成

年 月に作成されたもので、復興に向けた

各校の児童生徒たちのメッセージが記され

ていた。

また、平成 年２月 日から３月 日

までは、交通局が主催して、未来に向けた

“夢”や“希望”が感じられる写真を市民

から応募してもらい、その入賞作品を中吊

りポスターとして地下鉄に展示する「せん

だいドリームトレイン」を運行した。
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図表 本市主催の慰霊祭・追悼式 
日時 場所 主な内容 参列者数

慰霊祭
平成23年７月11日
14時30分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・黙祷

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　ご来賓

・献歌　仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部

・献花など

1,200人

追悼式

（１周年）

平成24年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催　追悼式放映

・式辞　仙台市長

・黙祷

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・復興への誓い

・合唱　仙台市立高砂中学校、七郷中学校、六郷中学校

・献花

3,000人

追悼式

（２周年）

平成25年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・献歌　東北福祉大学混声合唱団

・献花

1,600人

追悼式

（３周年）

平成26年３月11日
14時20分～16時

仙台国際センター

大ホール

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・遺族代表の言葉

・献歌　金剛沢小学校、第一中学校

・献花

1,000人

追悼式

（４周年）

平成27年３月11日
14時20分～16時

若林区文化センター

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・朗読　武田こうじ氏（詩人・仙台市在住）

・合唱　聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部

・献花

500人

追悼式

（５周年）

平成28年３月11日
14時20分～16時

宮城野体育館

・献奏　仙台フィルハーモニー管弦楽団

・政府主催追悼式放映

・式辞　仙台市長

・追悼の辞　仙台市議会議長

・合唱　みやぎの「花は咲く」合唱団

・献花

400人
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図表 検討委員会委員名簿

※五十音順・敬称略 

図表 検討委員会 開催経過

写真 第３回検討委員会の様子

（３）報告書

平成 年 月 日、最終回である第

回検討委員会において、本市に対し報告

書が提出された。

報告書では、「東日本大震災の記憶と経験

を 未来へ 世界へ つなぐ」ことが基本理念

に据えられ、メモリアル事業に取り組む意

義と、その具体的な取り組み、拠点の整備、

および事業の推進体制等についての提言が

なされた。

①震災の記憶と経験をつなぐ６つの取り組み

報告書では、①仙台藩のまちづくりを今

に伝える沿岸部の松林や居久根、貞山運河

などの「地域資源を引き継ぐ」、②犠牲とな

られた方々や、災害の脅威を伝えるために

「記憶と経験を形にする」、③心の復興を支

えた文化・芸術の力や、震災から学んだこ

とを未来や世界の防災につなげる「明日に

向かう力を育てる」の３つの意義が示され

た。また、それらを実現するための具体的

な取り組みとして、以下の６つの取り組み、

視点が必要であるとされた。

氏名 所属（就任時）

阿部　重樹　 東北学院大学経済学部共生社会経済学科　教授

稲葉　雅子 株式会社ゆいネット　代表取締役

大草　芳江 有限会社　FIELD AND NETWORK　取締役

大滝　精一 東北大学大学院経済学研究科　教授

木村　彩香
※H25年度のみ

東北学院大学教養学部

佐藤　正実 特定非営利活動法人　20世紀アーカイブ仙台　副理事長

高橋　あゆみ 一般社団法人ワカツク

髙橋　悦子
特定非営利活動法人
冒険遊び場　せんだい・みやぎネットワーク　理事

西大立目　祥子 青空編集室　代表

増田　聡
【副委員長】

東北大学大学院経済学研究科　教授

間庭　洋 仙台商工会議所　専務理事

宮原　育子
【委員長】

宮城大学事業構想学部事業計画学科　教授

村上　タカシ 宮城教育大学　准教授

本江　正茂 東北大学大学院工学研究科　准教授

渡邉　浩文 東北工業大学工学部　教授

開催日 主な議題

第１回 平成25年７月２日
１．これまでの震災復興メモリアルに関する取
組状況について

第２回 平成25年９月24日
１．東部地域の緑の復興について
２．歴史的資産としての貞山運河の利活用につ
いて

第３回

平成25年11月５日
（会場：せんだい

メディアテーク１階
オープンスクエア）

【基調講演】
講演者：一般社団法人減災・復興支援機構
理事長　木村　拓郎　氏
演題：災害遺構の保存に向けて－災害伝承を考
える－
【主な議題】
１．震災アーカイブの利活用について
２．震災遺構の保存、モニュメント整備の検討
状況について

第４回 平成25年12月20日
１．歴史的資産としての貞山運河の利活用につ
いて
２．今後の３．11のあり方・過ごし方について

第５回 平成26年２月３日
１．東部地域における緑の復興について
２．震災アーカイブの利活用について
３．国連防災世界会議について

第６回 平成26年３月24日
１．東部沿岸地域視察を踏まえた意見交換につ
いて

第７回 平成26年７月14日

１．本年度の委員会について
２．震災復興メモリアル全体の基本理念に
ついて
３．震災アーカイブの利活用拠点について

第８回 平成26年８月26日
１．委員会での議論から浮かび上がった検討
テーマについて
２．東部地域における回遊性の実現について

第９回 平成26年11月18日
１．仙台市震災復興メモリアル等検討委員会報
告書（案）について

第10回 平成26年12月25日
１．仙台市震災復興メモリアル等検討委員会報
告書の提出

 
 

第２節 震災メモリアル事業

１．メモリアル事業の概要

（１）メモリアル事業の趣旨

本市では、昭和 年の宮城県沖地震の経

験から、次の宮城県沖地震に備えて、さま

ざまな防災の取り組みを行ってきた。しか

し、本市の歴史をさらに遡れば、貞観津波

（ 年）や慶長津波（ 年）などの大

津波に襲われた歴史があり、先人たちはこ

れらの大津波襲来に対する警鐘を神社や石

碑など、さまざまな形で後世に伝えようと

してきたが、現代に生きる我々はそれを受

け止め、十分に備えることができなかった。

この反省の上に立ち、今回の震災の経

験・教訓を風化させず、次の世代につなげ

ていくことが我々の責務であり、本市でも

さまざまな取り組みを行っていくこととし

た。

（２）メモリアル事業の経緯

本市では、発災直後から、さまざまな主

体により、震災の記憶を未来に継承するた

めの多様な取り組みが行われてきた。震災

の記録の集積や活用を行うアーカイブ事業

（せんだいメディアテークの市民協働アー

カイブ事業「 がつ にちをわすれないた

めにセンター」、市民図書館の「 震災

文庫」、文化財レスキュー事業など）や、さ

まざまな主体による震災記録の収集、記録

誌の作成などが、発災からまだ間もない頃

から行われてきたことは、震災の風化を防

ぎ、記憶を継承していくことの重要性が、

当初から強く認識されていたことの現れで

あったといえる。

平成 年 月、本市は震災復興計画を

策定し、そこで掲げた のプロジェクトの

一つに「震災の記憶を後世に伝える」震災

メモリアルプロジェクトを位置づけた。

発災直後からの本市の最優先課題は、被

災者の生活再建であり、メモリアル事業に

ついてはそれぞれの部署が、置かれた立場

でできることを実施していた状況であった。

震災発生から約２年が経過した平成 年

度には、各種復興事業が進捗してきたこと

を踏まえ、上記計画に基づき、震災メモリ

アルプロジェクト等を推進していくための

機運の醸成や取り組みの具体化、深化に向

けて、震災復興メモリアル等検討委員会を

立ち上げ、検討を本格化させた。

２．震災復興メモリアル等検討委員会

（１）概要

本市は、震災メモリアルプロジェクトの

具体化に向け、実施すべき取組み、方針、

手法、市が担うべき役割等について検討す

る場として、平成 年７月、「仙台市震災

復興メモリアル等検討委員会」（以下この章

において「検討委員会」という。）を設置し

た。

委員には、復旧・復興事業に関連する専

門分野の有識者や、震災直後から復興等に

携わってきた市民団体のメンバー、学生な

ど 名を委嘱した。

（２）検討経過

検討委員会は毎回公開で開催し、会議は

約１年半の期間で計 回に及んだ。各回と

も委員からさまざまな課題提起や意見が出

され、活発な議論が行われた。会議には市

長も毎回参加した。

このうち、第３回検討委員会では、せん

だいメディアテーク１階オープンスクエア

を会場とし、震災復興パネル展や一般社団

法人減災・復興支援機構木村拓郎理事長に

よる基調講演を併せて開催するなどして市

民も多く参加した。
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図表 検討委員会委員名簿
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図表 検討委員会 開催経過

写真 第３回検討委員会の様子

（３）報告書

平成 年 月 日、最終回である第

回検討委員会において、本市に対し報告

書が提出された。

報告書では、「東日本大震災の記憶と経験

を 未来へ 世界へ つなぐ」ことが基本理念

に据えられ、メモリアル事業に取り組む意

義と、その具体的な取り組み、拠点の整備、

および事業の推進体制等についての提言が

なされた。

①震災の記憶と経験をつなぐ６つの取り組み

報告書では、①仙台藩のまちづくりを今

に伝える沿岸部の松林や居久根、貞山運河

などの「地域資源を引き継ぐ」、②犠牲とな

られた方々や、災害の脅威を伝えるために

「記憶と経験を形にする」、③心の復興を支

えた文化・芸術の力や、震災から学んだこ

とを未来や世界の防災につなげる「明日に

向かう力を育てる」の３つの意義が示され

た。また、それらを実現するための具体的

な取り組みとして、以下の６つの取り組み、

視点が必要であるとされた。

氏名 所属（就任時）

阿部　重樹　 東北学院大学経済学部共生社会経済学科　教授

稲葉　雅子 株式会社ゆいネット　代表取締役

大草　芳江 有限会社　FIELD AND NETWORK　取締役

大滝　精一 東北大学大学院経済学研究科　教授

木村　彩香
※H25年度のみ

東北学院大学教養学部

佐藤　正実 特定非営利活動法人　20世紀アーカイブ仙台　副理事長

高橋　あゆみ 一般社団法人ワカツク

髙橋　悦子
特定非営利活動法人
冒険遊び場　せんだい・みやぎネットワーク　理事

西大立目　祥子 青空編集室　代表

増田　聡
【副委員長】

東北大学大学院経済学研究科　教授

間庭　洋 仙台商工会議所　専務理事

宮原　育子
【委員長】

宮城大学事業構想学部事業計画学科　教授

村上　タカシ 宮城教育大学　准教授

本江　正茂 東北大学大学院工学研究科　准教授

渡邉　浩文 東北工業大学工学部　教授

開催日 主な議題

第１回 平成25年７月２日
１．これまでの震災復興メモリアルに関する取
組状況について

第２回 平成25年９月24日
１．東部地域の緑の復興について
２．歴史的資産としての貞山運河の利活用につ
いて

第３回

平成25年11月５日
（会場：せんだい

メディアテーク１階
オープンスクエア）

【基調講演】
講演者：一般社団法人減災・復興支援機構
理事長　木村　拓郎　氏
演題：災害遺構の保存に向けて－災害伝承を考
える－
【主な議題】
１．震災アーカイブの利活用について
２．震災遺構の保存、モニュメント整備の検討
状況について

第４回 平成25年12月20日
１．歴史的資産としての貞山運河の利活用につ
いて
２．今後の３．11のあり方・過ごし方について

第５回 平成26年２月３日
１．東部地域における緑の復興について
２．震災アーカイブの利活用について
３．国連防災世界会議について

第６回 平成26年３月24日
１．東部沿岸地域視察を踏まえた意見交換につ
いて

第７回 平成26年７月14日

１．本年度の委員会について
２．震災復興メモリアル全体の基本理念に
ついて
３．震災アーカイブの利活用拠点について

第８回 平成26年８月26日
１．委員会での議論から浮かび上がった検討
テーマについて
２．東部地域における回遊性の実現について

第９回 平成26年11月18日
１．仙台市震災復興メモリアル等検討委員会報
告書（案）について

第10回 平成26年12月25日
１．仙台市震災復興メモリアル等検討委員会報
告書の提出
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オ．文化・芸術の力を復興と記憶の継承に生か

す

視点：祈りと鎮魂を込めた文化・芸術の取り組

みを復興と記憶の継承の力に

震災直後、身近な人とのつながりや国内

外からのたくさんの支援、音楽・アート・

スポーツ・祭りなどの文化・芸術の取り組

みは沈んでいた心に勇気を与えた。震災時

に励まされた気持ちを想起させ、また長く

継承される可能性をもつ文化・芸術の取組

を推進することが重要である。

カ．知り学ぶ機会をつくる

視点：地域を見つめ、自らが判断・行動・創造

する力を育むための、総合的な学びの機会の創

出

災害発生時においては、一人ひとりが自

ら判断し、行動する力が求められる。自然

現象や災害を知り学ぶことのできる環境の

整備、五感を通じた常日頃からの体験、地

域の魅力や人との出会い、それぞれの震災

を契機に生まれた気づきを、今後の災害へ

の備えにつなげていくことが重要である。

②拠点の整備

メモリアル事業の実施にあたっては、上

記の６つの取り組みを有機的に結び付け、

震災の記憶と経験を継承していくための拠

点が必要であること、またその拠点は、東

北の中心都市として、東北各地、県沿岸部

への訪問につなげる役割も担うことが重要

であることが示された。

拠点の立地については、利便性が良く人

や情報が集まる市中心部には「震災の記憶

と経験を収集・編集・発信する拠点」を、

津波により被災した沿岸部には「津波被害

を受けた現地を訪れ、震災の記憶と経験を

知り学ぶ沿岸部回遊の出発点となる拠点」

を整備し、それぞれの場所の特性を生かし

て、２つの拠点を有機的につなげながら、

事業を推進することが有効であるとされた。

図表 拠点整備による事業展開

 
 

図表 報告書における提言の概念図

ア．東部地域におけるみどりの再生

視点：ともに植え、育て、支える東部地域のみ

どり

震災を機に、本市沿岸部のみどりが持つ

多面的な役割が再認識された。復興のシン

ボルとして、市民の手で植え、育て、支え

続けていくとともに、みどりに親しみを感

じ、多様な形で継続的にみどりと関わって

いくことができる取り組みを進めていくこ

とが重要である。

イ．貞山運河の再生と利活用

視点：沿岸部の歴史・自然・人をつなぐ基軸と

しての貞山運河の再生と利活用

日本一の長さを誇る運河群である貞山運

河は、津波被害からの復旧工事が進められ

ているが、津波被害のみならず沿岸部の歴

史や豊かな自然環境、文化を伝える基軸と

して捉え、多様な参加の仕組みづくりが重

要である。

ウ．モニュメントと遺構による記憶の継承

視点：犠牲者や被災地域を悼むモニュメント整

備と、津波の脅威を実感できる遺構の保存

津波により奪われた多くの命や、甚大な

被害を受けた地域、災害の脅威を忘れない

ためにも、モニュメントの整備や被害の大

きさを実感できる実物としての遺構を残し、

単体で残して終わりとするのではなく、こ

の地域にあった人々の暮らしや営みのシン

ボルとして、地域全体として継承していく

視点が重要である。

エ．市民力によるアーカイブの整備と利活用

視点：感情や想いも含めたアーカイブの整備と、

市民による語り継ぎ・発信の継続

被災した場所や立場、家族環境により、

被災状況はそれぞれ異なる。事実のみなら

ず、より深く伝えるために、感情や想いも

含めた「記憶のアーカイブ」の整備を行う

こと、市民が関わりながら個々の記憶を共

有し公のものにしていく「編集」作業が重

要である。
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オ．文化・芸術の力を復興と記憶の継承に生か

す

視点：祈りと鎮魂を込めた文化・芸術の取り組

みを復興と記憶の継承の力に

震災直後、身近な人とのつながりや国内

外からのたくさんの支援、音楽・アート・

スポーツ・祭りなどの文化・芸術の取り組

みは沈んでいた心に勇気を与えた。震災時

に励まされた気持ちを想起させ、また長く

継承される可能性をもつ文化・芸術の取組

を推進することが重要である。

カ．知り学ぶ機会をつくる

視点：地域を見つめ、自らが判断・行動・創造

する力を育むための、総合的な学びの機会の創

出

災害発生時においては、一人ひとりが自

ら判断し、行動する力が求められる。自然

現象や災害を知り学ぶことのできる環境の

整備、五感を通じた常日頃からの体験、地

域の魅力や人との出会い、それぞれの震災

を契機に生まれた気づきを、今後の災害へ

の備えにつなげていくことが重要である。

②拠点の整備

メモリアル事業の実施にあたっては、上

記の６つの取り組みを有機的に結び付け、

震災の記憶と経験を継承していくための拠

点が必要であること、またその拠点は、東

北の中心都市として、東北各地、県沿岸部

への訪問につなげる役割も担うことが重要

であることが示された。

拠点の立地については、利便性が良く人

や情報が集まる市中心部には「震災の記憶

と経験を収集・編集・発信する拠点」を、

津波により被災した沿岸部には「津波被害

を受けた現地を訪れ、震災の記憶と経験を

知り学ぶ沿岸部回遊の出発点となる拠点」

を整備し、それぞれの場所の特性を生かし

て、２つの拠点を有機的につなげながら、

事業を推進することが有効であるとされた。

図表 拠点整備による事業展開
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写真 開館キックオフミーティングの様子

②施設概要

せんだい メモリアル交流館は、地下

鉄東西線荒井駅舎内に所在する。

１階は立体地図や震災前後を比較するス

ライドなどによる東部沿岸地域の情報発信

のための交流スペースとなっている。壁面

に据えられた大きな立体地図は、東西は沿

岸部から中心市街地まで、南北は松島から

阿武隈川まで、仙台平野の広がりを示すも

のとなっており、平野ゆえに内陸まで津波

の浸水域が広がり、リアス式海岸と浸水域

が異なることが一目で分かる展示となって

いる。

２階は展示室（常設展示・企画展示スペ

ース）およびワークショップや市民活動な

どに利用できるスタジオ（会議室）で構成

されている。

常設展示では震災の概要を伝える写真や

証言のパネル、年表をタイムラインに沿っ

て掲示している。震災から５年を迎える段

階で整備したこともあり、日々復興事業が

進捗し、被災地域の出来事を追加できるよ

う、パネルはマグネットで追加変更が可能

な仕様とした。展示室の一部の床材やテー

ブルに、津波で被災した東六郷小学校の体

育館の床材を再利用し、同じく津波で被災

した荒浜小学校で使われていた椅子を配置

するなど、訪れた方々が、地域の思い出を

語り合ったり、思いを馳せたりすることが

できるよう、空間づくりを工夫している。

企画展示スペースでは、全館オープン時よ

り「分かち持つ記憶」と題し、閉校が予定

されている被災３校の歴史や被災状況を伝

えたり、これまで市民が聞き取ってきた震

災の記憶を来館者に伝える開館記念展を開

催した。

３階は屋上庭園となっており、憩いの場

として利用されている。

来館者数は 月のプレオープンから、平

成 年度末までで、 人となってい

る。

図表 施設仕様・機能等

施設名称 せんだい メモリアル交流館

所在地 仙台市若林区荒井字沓形 －４

（地下鉄東西線荒井駅舎内）

施設面積 ㎡

主な機能 １階：交流スペース（ ㎡）、

２階：展示室（ ㎡）・スタ

ジオ（ ㎡）、３階：屋上庭園

写真 ２階展示室の様子

③開催イベント

平成 年 月のプレオープン以降、以

下のようなイベントを開催した。

図表 開館以降の主催・共催・協力

イベント

日程 イベント名 内容

平成 年

月６日

開館キックオフミーテ

ィング【主催】

施設の主旨説明、沿岸部で活動し

ている市民・団体を招いてのトー

クイベント

月 日 オモイデツアー

【共催】

特定非営利活動法人 世紀アー

カイブ仙台との共催による講義・

ライブなど（伝える学校事業）

 
 

③事業推進体制

メモリアル事業の推進には、推進の核と

なる組織と、多様な主体との協働が求めら

れる。

そのためには、市が事業推進の核となる

組織を設置し、施策立案・実施、事業評価

や国内外への情報発信を行うことが必要で

あり、多様な主体が知恵を結集して、協働

により事業を進めていくことが重要である

とされた。

３．震災メモリアルの取り組み

（１）組織体制

震災メモリアル事業における市全体とし

ての方向性検討・推進については、震災復

興計画の策定以降、復興事業局震災復興室

が所管してきたが、平成 年４月に、震災

の教訓を踏まえた「しなやかで強靭な『防

災環境都市』づくり」を推進するため、ま

ちづくり政策局内に「防災環境都市推進室」

を設置し、同室内に「メモリアル事業推進

担当」を配置して同事業を移管した。防災

環境都市推進室では、平成 年度までに検

討してきたメモリアル事業の具体化に向け

た取り組みを進めている。

また、メモリアル事業は、多くの分野や

実施主体にまたがる複合的なものであるた

め、事業推進にあたっては、庁内関係各課

をはじめ、市民や、さまざまな地域団体と

の連携・協働のもと、取り組みを進めてい

る。

（２）震災復興メモリアル施設「せんだい

メモリアル交流館」

①経過

震災後、被災した本市沿岸部を多くの方

が訪れている現状を踏まえ、検討委員会の

報告書で提言された２拠点のうち、来訪者

の回遊の出発点となる沿岸部の拠点施設を

先行して整備することとした。

施設の整備にあたっては、本市東部地域

への玄関口であり、地下鉄の開業により交

通利便性が飛躍的に高まる見込みの荒井地

区の特性を生かし、地下鉄東西線の荒井駅

舎内を活用することとした。

施設の展示設計等を委託した一般社団法

人ＳＳＤは、東北大学大学院工学研究科都

市・建築学専攻が地域活性化を図るクリエ

イターやプロデューサーなどの人材養成を

目的に本市と連携して平成 年度から

年度に運営してきた人材育成プログラム

「せんだいスクール・オブ・デザイン」で

の取り組みを通じ設立された法人である。

ＳＳＤは平成 年３月に本市で開催され

た第３回国連防災世界会議において、せん

だいメディアテーク１階「東北防災・復興

パビリオン」の展示制作を担った実績があ

り、地元のデザイナーやクリエイターの力

を借り、震災の記憶と経験を伝えていく強

い思いを形にすべく連携に至った。

平成 年８月より基本計画・展示設計に

着手し、施設名を「せんだい メモリア

ル交流館」と決定した。「交流館」という名

称には、沿岸部の拠点として、単に展示を

見て終わるだけの施設ではなく、津波被災

を受けた地域住民をはじめとする市民やＮ

ＰＯなどの市民団体が集い、多様な活動を

展開する中で、人と人との新たなつながり

を生み出す場の役割を担っていくという意

味が込められている。

地下鉄東西線開業日である平成 年

月６日に併せ、１階をプレオープンし、平

成 年２月 日に全館オープンした。

なお、１階プレオープン時には沿岸部で

活動している市民・団体を招いてのトーク

イベント、２階展示室施工途中の平成 年

１月には施工現場見学会を開催するなど、

施設整備にあたっては沿岸部住民の意見を

聞きながら展示内容等を固めていった。
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写真 開館キックオフミーティングの様子

②施設概要

せんだい メモリアル交流館は、地下

鉄東西線荒井駅舎内に所在する。

１階は立体地図や震災前後を比較するス

ライドなどによる東部沿岸地域の情報発信

のための交流スペースとなっている。壁面

に据えられた大きな立体地図は、東西は沿

岸部から中心市街地まで、南北は松島から

阿武隈川まで、仙台平野の広がりを示すも

のとなっており、平野ゆえに内陸まで津波

の浸水域が広がり、リアス式海岸と浸水域

が異なることが一目で分かる展示となって

いる。

２階は展示室（常設展示・企画展示スペ

ース）およびワークショップや市民活動な

どに利用できるスタジオ（会議室）で構成

されている。

常設展示では震災の概要を伝える写真や

証言のパネル、年表をタイムラインに沿っ

て掲示している。震災から５年を迎える段

階で整備したこともあり、日々復興事業が

進捗し、被災地域の出来事を追加できるよ

う、パネルはマグネットで追加変更が可能

な仕様とした。展示室の一部の床材やテー

ブルに、津波で被災した東六郷小学校の体

育館の床材を再利用し、同じく津波で被災

した荒浜小学校で使われていた椅子を配置

するなど、訪れた方々が、地域の思い出を

語り合ったり、思いを馳せたりすることが

できるよう、空間づくりを工夫している。

企画展示スペースでは、全館オープン時よ

り「分かち持つ記憶」と題し、閉校が予定

されている被災３校の歴史や被災状況を伝

えたり、これまで市民が聞き取ってきた震

災の記憶を来館者に伝える開館記念展を開

催した。

３階は屋上庭園となっており、憩いの場

として利用されている。

来館者数は 月のプレオープンから、平

成 年度末までで、 人となってい

る。

図表 施設仕様・機能等

施設名称 せんだい メモリアル交流館

所在地 仙台市若林区荒井字沓形 －４

（地下鉄東西線荒井駅舎内）

施設面積 ㎡

主な機能 １階：交流スペース（ ㎡）、

２階：展示室（ ㎡）・スタ

ジオ（ ㎡）、３階：屋上庭園

写真 ２階展示室の様子

③開催イベント

平成 年 月のプレオープン以降、以

下のようなイベントを開催した。

図表 開館以降の主催・共催・協力

イベント

日程 イベント名 内容

平成 年

月６日

開館キックオフミーテ

ィング【主催】

施設の主旨説明、沿岸部で活動し

ている市民・団体を招いてのトー

クイベント

月 日 オモイデツアー

【共催】

特定非営利活動法人 世紀アー

カイブ仙台との共催による講義・

ライブなど（伝える学校事業）
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修工事等の試算や津波避難施設としての活

用可能性などを探った。

その後、平成 年 月には「荒浜地区

土地利活用にかかるアンケート」の中で、

遺構保存・活用方針についての住民意向を

確認した。この時には前回調査を上回る

人から回答があり、荒浜小学校の保存・活

用方針については９割の方から「良い」、「概

ね良い」との回答を得た。

さらに、より地域の意見を反映させた遺

構保存とするため、荒浜地区の町内会長や

近隣町内会長との意見交換会を開催し、地

域との対話や意向の確認を丁寧に行った。

ウ．整備方針

これらの検討や確認を経て、最終的には、

被災した校舎のありのままの姿を見せるた

め、荒浜小学校には極力手を加えない保存、

活用をしていく方針とし、保存と公開のた

めに必要な耐震工事等にとどめることとし

た。また住宅基礎（一部）については、市

で買い取りを行った移転跡地の土地利用も

考慮しつつ、元所有者の意向確認等を行っ

たうえで、住宅基礎の一部を保存する予定

としている。

エ．事業の見通し

荒浜小学校校舎については、平成 年３

月に震災遺構保存の設計に着手し、平成

年度中に震災遺構保存整備を完了させ、平

成 年度には一般公開を予定している。

なお、遺構保存にかかる事業費用の一部

については、東日本大震災復興交付金を活

用している。

（４）地域モニュメント

①事業概要

ア．東部沿岸地域の概要

本市の東部に広がる仙台平野は直接海に

面しており、今回の震災における津波被害

が甚大な地域であった。この地域一帯は水

田が広がる市街化調整区域であるとともに、

江戸期の新田開発の歴史を持つ集落もある

など、長年にわたって自然豊かなコミュニ

ティを育んできた地域である。

震災を受けて本市は、津波から命を守る

ことを最優先に、多重防御施設整備を行っ

ても、津波被害の危険性が高い地域である

県道塩釜亘理線から東側の沿岸地域を災害

危険区域に指定した。これに伴い、区域内

に住んでいた人々はより安全な内陸部に移

転することとなった。

イ．検討経過

本市では、平成 年 月に策定した震

災復興計画における 万人の復興プロジ

ェクトのうち、「震災の記憶を後世に伝える」

震災メモリアルプロジェクトの中で、地域

モニュメントの整備を位置づけている。

また、前述の検討委員会報告書において

も、震災の記憶と経験をつなぐ６つの取り

組みの１つとして、「モニュメントと遺構に

よる記憶の継承」を掲げている。

県内の被災した他市町では、すでにモニ

ュメント整備事業に取り組んでいたところ

もあり、その状況も参考にしながら、平成

年度後半から地域モニュメント整備に向

けた本格的な検討をはじめた。

本市の地域モニュメントは、津波で亡く

なられた方への追悼・鎮魂を表象する慰霊

碑、震災前の地域の暮らしや歴史を表象す

るものを整備することとした。

なお、設置費用には、震災復興基金を活

用している。

②地域モニュメントの整備

ア．整備地区

整備地区は、北から順に中野、南蒲生、

新浜、荒浜、六郷東部、藤塚の６地区とし

た。整備地区の決定にあたっては、被災の

状況や、これまで地域が育んできた歴史や

コミュニティを考慮して、当初、中野、荒

浜、藤塚の３地区を想定した。その後、各

地域との意見交換を行う中で、南蒲生と新

 
 

平成 年

１月 日

仙台沿岸イラストマッ

プ描き足し【主催】

沿岸部の思い出を描いたマップに

来館者からのコメントを元にイラ

ストを公開で描き足し

１月 日 施工現場見学会【主催】 施工途中の２階展示室で展示内容

を説明し意見交換

２月 日 開館式典・内覧会【主

催】

日の全館オープンに際し、開館

式典、地元向け内覧会を開催

２月 日

～３月 日

伝える学校の発表会

【協力】

伝える学校事業参加団体によるプ

ロジェクト報告・総括（左記の期

間のうち６日間実施）

２月 日 農の復活・食の伝承【主

催】

復興公営住宅・集団移転先住民を

対象に、近隣農家の話や食事を介

した交流イベントを実施

２月 ・ 日、

３月 日

沿岸部風景画「記憶を

紡ぐ風景」公開制作【主

催】

沿岸地域にまつわる記録や語りを

もとに、本市出身の画家中川和寿

氏が公開制作

３月６日

「５年目の３月 日

へ」【協力】

荒浜小学校・七郷小・中学校卒業

生有志によるワークショップ・ト

ークイベント

３月 日 【共催】 ＡＲスマートグラスを活用した被

災地ツアー実証実験への協力

④今後について

平成 年度からは公益財団法人仙台市

市民文化事業団に運営を委託し、企画展示

や各種イベントの開催などの事業を展開す

ることとしている。

なお、中心部の拠点については、平成

年度以降、整備に向けた検討を進めていく

こととしている。

（３）荒浜小学校等の震災遺構保存

①事業概要

震災の被害を受けた建築物等をありのま

まの姿で保存する震災遺構保存の取り組み

は、実物があるからこそ被害の大きさを実

感し、事実として受け止めることができ、

記憶を継承していく際に、重要な役割を果

たすことになる。

検討委員会の中でも震災遺構保存につい

ての議論がなされ、主に震災の犠牲者への

追悼の気持ちや、失われた地域に対する思

いなどをテーマに、さまざまなアイデア出

しと考察が行われた。検討委員会報告書（平

成 年 月）では、東部沿岸地域の象徴

的な取り組みとして、最終的に荒浜小学校

と住宅基礎を保存する意義が示された。そ

の後、平成 年２月に実施した荒浜地区の

震災メモリアルに関するアンケート結果を

踏まえ、平成 年３月に開催した仙台市震

災復興推進本部会議において、荒浜小学校

校舎と住宅基礎の一部を震災遺構として保

存することを決定した。なお、宮城県震災

遺構有識者会議報告書（平成 年１月）に

おいても、荒浜小学校等は震災遺構として

保存すべき価値があるとの意見が出されて

いる。

②遺構保存

ア．荒浜小学校等の概要

荒浜小学校は、海岸線から に位置し、

震災時に津波被害を受けたものの、児童や

近隣住民など 名が屋上に避難し、難を

逃れた小学校である。４階建て校舎の１階

と２階が大きく被災しており、ベランダの

鉄柵の倒壊や、破損したままの天井、津波

の跡が残る壁などが津波の脅威を物語って

いる。

また、震災時、荒浜地区には約 世帯

が暮らしていたが、震災から５年経った今

も、津波の浸食による土地の変形とともに、

家屋が流失した痕跡として住宅基礎の一部

が、震災当時のままに残っている。

イ．住民の意向確認と整備方針の検討

本市では、震災遺構保存の決定にあたっ

ては、荒浜地区で暮らしていた住民の意向

を重視して、平成 年２月に「荒浜地区の

震災メモリアルに関するアンケート」を行

い、対象者 人中 人から回答を得た。

その結果、荒浜小学校の遺構保存の可否

について７割超の方から「賛成・条件付き

賛成・やや賛成」との回答を得た。アンケ

ートの回答では「学校や荒浜の歴史を残し

てほしい」、「津波避難施設として残してほ

しい」という遺構保存に前向きな意見があ

った一方で、「維持管理費がかかるのでは」

や、「地図や写真で震災前の街並みを残すだ

けでも良い」などの意見もあった。これら

の住民意向を受けて、同年３月から、荒浜

小学校校舎の保存について具体的な整備の

検討に入り、立ち入り場所の検討、内部改

（補足）復興計画では

「流失」としています 
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修工事等の試算や津波避難施設としての活

用可能性などを探った。

その後、平成 年 月には「荒浜地区

土地利活用にかかるアンケート」の中で、

遺構保存・活用方針についての住民意向を

確認した。この時には前回調査を上回る

人から回答があり、荒浜小学校の保存・活

用方針については９割の方から「良い」、「概

ね良い」との回答を得た。

さらに、より地域の意見を反映させた遺

構保存とするため、荒浜地区の町内会長や

近隣町内会長との意見交換会を開催し、地

域との対話や意向の確認を丁寧に行った。

ウ．整備方針

これらの検討や確認を経て、最終的には、

被災した校舎のありのままの姿を見せるた

め、荒浜小学校には極力手を加えない保存、

活用をしていく方針とし、保存と公開のた

めに必要な耐震工事等にとどめることとし

た。また住宅基礎（一部）については、市

で買い取りを行った移転跡地の土地利用も

考慮しつつ、元所有者の意向確認等を行っ

たうえで、住宅基礎の一部を保存する予定

としている。

エ．事業の見通し

荒浜小学校校舎については、平成 年３

月に震災遺構保存の設計に着手し、平成

年度中に震災遺構保存整備を完了させ、平

成 年度には一般公開を予定している。

なお、遺構保存にかかる事業費用の一部

については、東日本大震災復興交付金を活

用している。

（４）地域モニュメント

①事業概要

ア．東部沿岸地域の概要

本市の東部に広がる仙台平野は直接海に

面しており、今回の震災における津波被害

が甚大な地域であった。この地域一帯は水

田が広がる市街化調整区域であるとともに、

江戸期の新田開発の歴史を持つ集落もある

など、長年にわたって自然豊かなコミュニ

ティを育んできた地域である。

震災を受けて本市は、津波から命を守る

ことを最優先に、多重防御施設整備を行っ

ても、津波被害の危険性が高い地域である

県道塩釜亘理線から東側の沿岸地域を災害

危険区域に指定した。これに伴い、区域内

に住んでいた人々はより安全な内陸部に移

転することとなった。

イ．検討経過

本市では、平成 年 月に策定した震

災復興計画における 万人の復興プロジ

ェクトのうち、「震災の記憶を後世に伝える」

震災メモリアルプロジェクトの中で、地域

モニュメントの整備を位置づけている。

また、前述の検討委員会報告書において

も、震災の記憶と経験をつなぐ６つの取り

組みの１つとして、「モニュメントと遺構に

よる記憶の継承」を掲げている。

県内の被災した他市町では、すでにモニ

ュメント整備事業に取り組んでいたところ

もあり、その状況も参考にしながら、平成

年度後半から地域モニュメント整備に向

けた本格的な検討をはじめた。

本市の地域モニュメントは、津波で亡く

なられた方への追悼・鎮魂を表象する慰霊

碑、震災前の地域の暮らしや歴史を表象す

るものを整備することとした。

なお、設置費用には、震災復興基金を活

用している。

②地域モニュメントの整備

ア．整備地区

整備地区は、北から順に中野、南蒲生、

新浜、荒浜、六郷東部、藤塚の６地区とし

た。整備地区の決定にあたっては、被災の

状況や、これまで地域が育んできた歴史や

コミュニティを考慮して、当初、中野、荒

浜、藤塚の３地区を想定した。その後、各

地域との意見交換を行う中で、南蒲生と新
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（オ）藤塚地区、六郷東部地区

平成 年 月より、東六郷地区の町内

会役員や六郷地区町内会連合会役員との意

見交換や、平成 年度から実施した六郷東

部復興会議における検討などを経て、津波

の記憶・鎮魂と地域の歴史を表象するモニ

ュメントを整備することとなった。平成

年度末の完成予定の藤塚地区のモニュメン

トは、地域の歴史を表象するものとして、

地区内に再建された五柱神社に隣接する位

置に整備される予定である。

また、意見交換の中で、東六郷小学校跡

地に三本塚、二木、種次、井土、藤塚の５

つの町内会で構成されている六郷東部地区

全体を表象するモニュメントと震災の記

憶・鎮魂を表象するモニュメントの２つが

必要との意見があり、新たに東六郷地区と

して整備を進めることになった。この六郷

東部地区の地域モニュメントについては、

平成 年度末に閉校予定の東六郷小学校

跡地利活用と併せて具体の検討が始まって

おり、今後も地域の意向確認や調整を続け

ていく予定である。

図表 震災遺構・地域モニュメント

 
 

浜、六郷東部を加えることとなった。

イ．整備概要

モニュメントの内容に関わる検討や意向

確認等においては、複数回にわたり地元関

係者との意見交換会の開催や地区によって

はアンケート調査の実施などを行い、地域

の歴史や住民の思いを尊重しながら、丁寧

に進めてきた。

（ア）中野地区

平成 年度に教育委員会で中野小学校

の閉校、校舎の解体などについて地域に説

明する中で、地域の歴史を後世に伝え続け

ることができるようなモニュメントの整備

要望があった。平成 年 月の市長との

懇談会では、地域の記録として検討する旨

を説明している。中野地区の４町内会役員

を中心とした「中野小学校区復興対策委員

会」に復興事業局震災復興室職員も参加し、

平成 年９月からモニュメント整備に関

する意見交換などを行った。中野小学校区

復興対策委員会において、中野小学校が閉

校した後の学校跡地へのモニュメント、地

元で愛されてきた「日本一低い山」である

「日和山」をイメージした築山とともに、

中野小学校の閉校記念碑も合わせて整備す

るなど、元住民の提案や意見を踏まえなが

ら検討が進んだ。中野地区は４町内会から

構成される地区のため、モニュメントは、

各町内会の歴史に基づいた構成としたほか、

東日本大震災による津波到達高さを示し、

甚大であった被害の大きさを伝えるなどの

アイデアも出され、最終的には平成 年９

月に碑文・写真等を決定し、モニュメント

のデザイン・製作・設置を行う業者を公募

した。完成は平成 年８月を目指している。

（イ）南蒲生地区

南蒲生地区は、津波による浸水被害を受

けたものの、地域の全域ではなく東側の一

部が災害危険区域となり、場所によっては

現地再建が可能となった地区である。南蒲

生町内会からの要望を受けて、平成 年４

月から地域と意見交換を重ねた。同年 月

にはモニュメントの具体案について検討を

はじめ、平成 年３月に完成し、南蒲生集

会所の敷地内に「ともに、前へ ―南蒲生

―」と刻んだモニュメントを整備した。

（ウ）新浜地区

新浜地区では、南蒲生地区と同様に、津

波による浸水被害を受けたものの、地区の

全域ではなく東側の一部が災害危険区域と

なり、場所によっては、現地再建が可能と

なった地区である。

モニュメントの整備については、平成

年３月に地域からの要望を受けて、検討を

開始した。碑文の構成などについては地域

の意見を反映させ、平成 年５月の集会所

落成式に合わせて、集会所の敷地内に整備

した。モニュメントには「ここより新たに」

と刻み、震災の記憶の継承とあわせて、こ

こから新たに踏み出し、復興して行くとい

う地域の思いが示されている。

（エ）荒浜地区

荒浜地区では、平成 年 月から荒浜

小学校の遺構保存も含めて、モニュメント

の検討を開始した。この荒浜地区は、地区

全域が、災害危険区域となった地区であり、

荒浜５町内会役員、七郷地区町内会連合会

役員等を対象として、平成 年 月より、

複数回にわたり、意見交換会を開催した。

さらに、荒浜に居住していた方に対して、

平成 年４月、 月の２回にわたり、モ

ニュメント整備に関するアンケート調査を

実施した。その結果、９割の賛同があり、

また、地域の歴史として、被災前の街並み

の写真を残して欲しいなどの意見があった。

平成 年度末には、震災の記憶・鎮魂と

地域の歴史を表象する２つのモニュメント

が完成予定となっている。
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（オ）藤塚地区、六郷東部地区

平成 年 月より、東六郷地区の町内

会役員や六郷地区町内会連合会役員との意

見交換や、平成 年度から実施した六郷東

部復興会議における検討などを経て、津波

の記憶・鎮魂と地域の歴史を表象するモニ

ュメントを整備することとなった。平成

年度末の完成予定の藤塚地区のモニュメン

トは、地域の歴史を表象するものとして、

地区内に再建された五柱神社に隣接する位

置に整備される予定である。

また、意見交換の中で、東六郷小学校跡

地に三本塚、二木、種次、井土、藤塚の５

つの町内会で構成されている六郷東部地区

全体を表象するモニュメントと震災の記

憶・鎮魂を表象するモニュメントの２つが

必要との意見があり、新たに東六郷地区と

して整備を進めることになった。この六郷

東部地区の地域モニュメントについては、

平成 年度末に閉校予定の東六郷小学校

跡地利活用と併せて具体の検討が始まって

おり、今後も地域の意向確認や調整を続け

ていく予定である。

図表 震災遺構・地域モニュメント
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写真 わすれン！活用事例①

参加型パネル展示

「３月 日はじまりのごはん」

（協働 特定非営利活動法人 世紀アーカイブ仙台）

写真 わすれン！活用事例②

展覧会「記憶と想起・イメージの家をあるく」

写真 わすれン！４年間の記録をまとめた

活動報告冊子

②文化財レスキュー事業

博物館等では、被災した多くの文化財や

歴史資料について、文化庁や、全国の博物

館施設、ＮＰＯ法人等との連携により、文

化財レスキュー活動を展開している（第

章第２節参照）。

③ 震災文庫

市民図書館では、震災に関する書籍や新

聞、行政資料、さらに震災発生当時から現

在までのさまざまな資料を収集し展示する

「 震災文庫」の取り組みを行っている。

民間企業や各種団体からの提供もあり、

平成 年３月時点の所蔵数は約 点と

なっている（第 章第２節参照）。

④東日本大震災アーカイブ宮城～未来に伝える

記憶と記録～

本市の各部署が保有している震災に関連

する紙媒体の資料を収集し、デジタル化し

たうえで、平成 年６月 日より、県が

運営するウェブサイト「東日本大震災アー

カイブ宮城～未来に伝える記憶と記録～」

において、県内他市町の資料とともに公開

している。平成 年度末での本市の総資料

数は 件であり、うち公開資料は

件である。

今後は、画像や動画などのデジタルデー

タについても収集・整理していく予定とし

ている。

（６）震災メモリアル・市民協働プロジェクト

「伝える学校」

伝える学校は、震災復興計画における震

災メモリアルプロジェクトの一環として、

「一人ひとりが発信できる“震災メモリア

ル”のあり方」を市民と考えていくために、

平成 年度より市民協働事業として開始

した取り組みである。

平成 年度は、「震災を伝えること」に

取り組んできた市民活動団体等（特定非営

利活動法人 世紀アーカイブ仙台、一般社

 
 

（５）震災・復興資料等アーカイブ事業

本市では、震災に関連する各種資料や書

籍、行政資料、映像、音声等を収集・保存

するとともに、集積されたさまざまなデー

タについて幅広く活用を図っていく震災ア

ーカイブ事業に取り組んでいる。

① がつ にちをわすれないためにセンター

（略称：わすれン！）

ア．概要

がつ にちをわすれないためにセンタ

ー（以下「わすれン！」という。）は、市民、

専門家、アーティスト、スタッフが協働し

て震災とその復旧・復興のプロセスを記

録・発信し、震災に対して向き合って考え

るための活動の場として、平成 年５月に

せんだいメディアテーク内に開かれた。

わすれン！では、記録を後世に残し公に

開くという主旨に賛同する人々の参加を募

り、その参加者個人が見聞きした事柄を映

像・写真・音声などで記録し、肖像権や著

作権などの権利処理を適切に行った上で、

「震災の記録・市民協働アーカイブ」とし

て整理・保存している。また、参加者らと

ともに、記録を活用した展示や上映会など

を行うことで、震災を伝える機会を継続的

につくっている。

写真 スタジオ

イ．参加者

わすれン！に参加するためには、ビデオ

カメラ等の技術や経験の有無にかかわらず、

個人による参加申請のみが必要であり、平

成 年度末時点で、市内外に住む 人が

参加者となっている。

参加者は、ビデオカメラ等取材用機材を

利用でき、テキスト執筆、映像や写真の編

集、インターネットへの配信などの作業を

メディアテーク内のスタジオで行うことが

できる。

また、記録物の寄贈は、参加者本人が著

作権を保持したままで、市は著作権を持た

ず、複製、公衆送信、展示、貸与などの包

括的な利用を許諾される形でデータを預か

るため、著作者としての市民の権利を最大

限守る形になっている。

ウ．活用事例

保存された記録は、展示や上映会、ライ

ブラリーへのＤＶＤ配架、市内外での展示

や各種メディアへの貸出など、さまざまな

形で活用されている。また、写真や映像を

観て感じたことを、記録した者や来場者を

交え語り合う場づくりも行っており、そこ

で記録されたことばは、さらにウェブサイ

トなどで紹介されている。

ウェブサイトでは、映像 本、写真

枚、音声 本を平成 年度末時点

で公開し、その一部を英語に翻訳し海外に

情報発信している。そして、全国の震災ア

ーカイブを横断検索できる国立国会図書館

「ひなぎく」とも連携している。

平成 年３月には、第３回国連防災世界

会議関連事業として、４年間の記録を紹介

する活動報告展を行い、それにあわせて、

英文を併記した活動報告冊子を発行した。

また、教育委員会や各学校との連携によ

り、学校での地域防災訓練時に、震災時の

写真を展示し、写真から想起したこと等を

付箋に書いて貼る、参加型パネル展示会の

実施や、児童が行う震災体験のインタビュ

ー記録活動への協力、防災教育副読本への

写真提供等、防災教育の推進にも寄与して

いる。
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写真 わすれン！活用事例①

参加型パネル展示

「３月 日はじまりのごはん」

（協働 特定非営利活動法人 世紀アーカイブ仙台）

写真 わすれン！活用事例②

展覧会「記憶と想起・イメージの家をあるく」

写真 わすれン！４年間の記録をまとめた

活動報告冊子

②文化財レスキュー事業

博物館等では、被災した多くの文化財や

歴史資料について、文化庁や、全国の博物

館施設、ＮＰＯ法人等との連携により、文

化財レスキュー活動を展開している（第

章第２節参照）。

③ 震災文庫

市民図書館では、震災に関する書籍や新

聞、行政資料、さらに震災発生当時から現

在までのさまざまな資料を収集し展示する

「 震災文庫」の取り組みを行っている。

民間企業や各種団体からの提供もあり、

平成 年３月時点の所蔵数は約 点と

なっている（第 章第２節参照）。

④東日本大震災アーカイブ宮城～未来に伝える

記憶と記録～

本市の各部署が保有している震災に関連

する紙媒体の資料を収集し、デジタル化し

たうえで、平成 年６月 日より、県が

運営するウェブサイト「東日本大震災アー

カイブ宮城～未来に伝える記憶と記録～」

において、県内他市町の資料とともに公開

している。平成 年度末での本市の総資料

数は 件であり、うち公開資料は

件である。

今後は、画像や動画などのデジタルデー

タについても収集・整理していく予定とし

ている。

（６）震災メモリアル・市民協働プロジェクト

「伝える学校」

伝える学校は、震災復興計画における震

災メモリアルプロジェクトの一環として、

「一人ひとりが発信できる“震災メモリア

ル”のあり方」を市民と考えていくために、

平成 年度より市民協働事業として開始

した取り組みである。

平成 年度は、「震災を伝えること」に

取り組んできた市民活動団体等（特定非営

利活動法人 世紀アーカイブ仙台、一般社
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④街からの伝言板プロジェクト

「街からの伝言板」は、市内中心部を「伝

言板」に見立て、震災時に体験したこと、

感じたこと、考えたことを市民から聞き取

り、そこから見えてきた知恵や工夫を地図

にまとめ、後世に伝えていく取り組みであ

る。

参加者が市内中心部の公共施設や商店街、

ホテル等で聞き取りを行い、約 件の「伝

言」を収集した。平成 年度には収集した

「伝言」を精巧な鳥瞰図にのせてポスター

としてまとめ、配布した。

（７）さまざまなメモリアル事業

震災後、本市においては、各地域におい

てさまざまな主体が多様な震災メモリアル

事業に取り組んできた。

以下では、具体的な事例として、いくつ

かの団体の活動について記載する。

①震災復興地元学作成事業（未来に伝えたい中

野・岡田の会）

震災復興地元学作成事業は、防災集団移

転促進事業により、失われてしまう地域の

暮らしや歴史、記憶を未来に継承したい、

という住民の思いからスタートした取り組

みである。

作成主体となった「未来に伝えたい中

野・岡田の会」は、地域住民をはじめ、Ｎ

ＰＯ法人、高砂市民センター、宮城野区役

所など、さまざまな主体により構成された。

震災により津波被害の大きかった中野・

岡田地区における震災前の日常から、大震

災を経て復興までの道のりを、自然、歴史、

文化および生活風習等の観点から調査取

材・編集することにより、地域の歴史を記

録するとともに、地域復興の一助とするこ

とをねらいとしている。

冊子は、蒲生、岡田、港、西原、和田、

町蒲生の６地区分を作成し、平成 年度末

には宮城野区文化センターにおいてパネル

展を開催した。

また、せんだい メモリアル交流館や

市内の図書館などで閲覧することができる。

写真 未来に伝えたいふるさと

②七郷市民センター「あの時を忘れない」

津波で甚大な被害を受けた若林区に位置

する七郷市民センターは、もともと地域と

のつながりが強く、震災以降の活動でも、

長年の活動の蓄積を生かした取り組みを実

施している。

平成 年度からは、震災の体験や記憶を

記録する冊子「あの時を忘れない」を作成

しており、荒浜地区を含む七郷地区の方々

に震災体験などを聞き取り、「町内会長編」

「民生委員・福祉委員・各種団体・事業所

編」「荒浜の記憶編」の３種類の冊子をまと

めた。この冊子は、図書館、町内会、地域

団体、学校等に配布するとともに、七郷市

民センターの「語り部」の育成講座等でも

活用されている。

この事業を進めるにあたっては、聞き取

り映像の撮影・編集について、せんだいメ

ディアテークの「わすれン！」の協力を得

た。

③若林区中央市民センター「語り継ぐ震災の記

憶」

若林区中央市民センターでは、若林区沿

岸部に居住していた市民の被災の体験を後

世に語り継いでいくため、聞書きによる記

録集「語り継ぐ震災の記憶」を平成 年３

月に発行した。

平成 年３月に開催された第３回国連

 
 

団法人 、 ：プロジェクト）を講

師として、市民が震災の記憶と経験を「伝

える」手法を学ぶ講義形式で実施した。

平成 年度からは、「街からの伝言板プ

ロジェクト」を加え、「伝える」手法を学ん

だ市民自らが情報を発信できる場として、

フィールドワークを重視し、市民が通年の

ゼミ生として参加するゼミ形式により、４

つのプログラムを実施した。

平成 年８月から平成 年３月までに

合計 回の講義あるいはゼミ、 回の発

表会を実施し、延べ参加者数は 人と

なっている。

写真 伝える学校 チラシ

写真 伝える学校発表会

①一般社団法人

ア． 未来会議

未来会議は、さまざまな事例を通し

て、参加者がアートの力を生かした復興支

援の可能性を考える取り組みである。

仮設住宅や復興公営住宅等におけるコミ

ュニティ再生の取り組み、デジタルによる

伝統芸能の継承、全国規模のアートプロジ

ェクト等の事例を紹介し、今後のアートの

あり方について意見を交わした。

イ．震災メモリアルの展覧会の実施

震災を伝える活動をしているアーティス

トや芸術関係者を招き、参加者とともに展

覧会を企画・実施し、震災の記憶と経験を

広く発信した。

②特定非営利活動法人 世紀アーカイブ仙台

ア． オモイデツアー

オモイデツアーは、沿岸部のまち歩

きや震災前の写真上映会などを通して、地

域住民と直接語り合い、まちと住民の思い

出にふれる取り組みである。

参加者はフィールドワークを重ね、地域

の住民と連携しながら、「人と人、人とまち

をオモイデで結ぶ」をコンセプトとしたツ

アーを自ら構築し実施した。

イ． 秒で伝える ムービー

誰もが震災を伝えられる手法として、参

加者が持ち寄った震災に関連する写真をも

とに、スマートフォンやタブレット端末を

使って 秒のムービーを作成し、動画共有

サイト等で発信した。

③ ：プロジェクト

東日本大震災で被害を受けた地域の記憶

を、暮らしていた方の語りをとおして伝え

る手法「聞書き」によって伝える市民参加

型プログラム「聞書き―あの人に会いに行

く」に取り組んだ。

参加者は話し手のもとに何度も足を運び

ながら、その暮らしぶりや地域固有の生活

文化を聞き取り書き起こしていく。年度ご

とに冊子としてまとめ、配布した。
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④街からの伝言板プロジェクト

「街からの伝言板」は、市内中心部を「伝

言板」に見立て、震災時に体験したこと、

感じたこと、考えたことを市民から聞き取

り、そこから見えてきた知恵や工夫を地図

にまとめ、後世に伝えていく取り組みであ

る。

参加者が市内中心部の公共施設や商店街、

ホテル等で聞き取りを行い、約 件の「伝

言」を収集した。平成 年度には収集した

「伝言」を精巧な鳥瞰図にのせてポスター

としてまとめ、配布した。

（７）さまざまなメモリアル事業

震災後、本市においては、各地域におい

てさまざまな主体が多様な震災メモリアル

事業に取り組んできた。

以下では、具体的な事例として、いくつ

かの団体の活動について記載する。

①震災復興地元学作成事業（未来に伝えたい中

野・岡田の会）

震災復興地元学作成事業は、防災集団移

転促進事業により、失われてしまう地域の

暮らしや歴史、記憶を未来に継承したい、

という住民の思いからスタートした取り組

みである。

作成主体となった「未来に伝えたい中

野・岡田の会」は、地域住民をはじめ、Ｎ

ＰＯ法人、高砂市民センター、宮城野区役

所など、さまざまな主体により構成された。

震災により津波被害の大きかった中野・

岡田地区における震災前の日常から、大震

災を経て復興までの道のりを、自然、歴史、

文化および生活風習等の観点から調査取

材・編集することにより、地域の歴史を記

録するとともに、地域復興の一助とするこ

とをねらいとしている。

冊子は、蒲生、岡田、港、西原、和田、

町蒲生の６地区分を作成し、平成 年度末

には宮城野区文化センターにおいてパネル

展を開催した。

また、せんだい メモリアル交流館や

市内の図書館などで閲覧することができる。

写真 未来に伝えたいふるさと

②七郷市民センター「あの時を忘れない」

津波で甚大な被害を受けた若林区に位置

する七郷市民センターは、もともと地域と

のつながりが強く、震災以降の活動でも、

長年の活動の蓄積を生かした取り組みを実

施している。

平成 年度からは、震災の体験や記憶を

記録する冊子「あの時を忘れない」を作成

しており、荒浜地区を含む七郷地区の方々

に震災体験などを聞き取り、「町内会長編」

「民生委員・福祉委員・各種団体・事業所

編」「荒浜の記憶編」の３種類の冊子をまと

めた。この冊子は、図書館、町内会、地域

団体、学校等に配布するとともに、七郷市

民センターの「語り部」の育成講座等でも

活用されている。

この事業を進めるにあたっては、聞き取

り映像の撮影・編集について、せんだいメ

ディアテークの「わすれン！」の協力を得

た。

③若林区中央市民センター「語り継ぐ震災の記

憶」

若林区中央市民センターでは、若林区沿

岸部に居住していた市民の被災の体験を後

世に語り継いでいくため、聞書きによる記

録集「語り継ぐ震災の記憶」を平成 年３

月に発行した。

平成 年３月に開催された第３回国連
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防災世界会議では、若林区内で活動する演

劇サークルによる、記録集を基にした朗読

劇の発表を行った。

平成 年３月には、仙台防災未来フォー

ラムの関連事業として「未来に伝えるふる

さとの記憶～私たちが語り継いでいく大切

なこと～」と題し、復興の状況なども加え

た、新たなシナリオの朗読劇を上演した。

④宮城野地区婦人防火クラブ連絡協議会港支部

婦人防火クラブは、家庭の主婦を中心と

して構成される民間防火組織であり、地域

における火災予防の知識の習得や、防火防

災の意識啓発を目的に全国的に組織されて

おり、本市においても、各町内会単位で結

成されている。

港支部では、 のクラブのうち７のクラ

ブが震災の津波により甚大な被害を受け、

一時活動も休止を余儀なくされた。

平成 年５月、その壮絶な体験を記憶と

して残すべく、クラブ内で文集の編さんの

声があがり、平成 年 月に、宮城野消

防署高砂分署の協力を得て「東日本大震災

の体験文集」を発行した。また、平成 年

月には、宮城野消防署において、新たに

各町内会、学校、消防職員の体験文をまと

めた文集の第二版を発行した。

婦人防火クラブでは、それを基に朗読会

を開き、当時の記憶を発信しており、平成

年３月の第３回国連防災世界会議の関連

事業では、朗読のつどい「あの日、あの時、

私の記憶」と題して発表を行った。

⑤若林区「震災を語り継ぐ」

津波で甚大な被害を受けた若林区では、

区役所職員の接遇向上や人材育成を目的と

して、平成 度に設置された「若林区業務

の学び会 あい 」の企画として平成 年度

より「震災を語り継ぐ」と題し、当時の体

験等を伝える取り組みを行っている。

平成 年度以降は、新たに「震災を風化

させない」取り組みとして、若手職員によ

る若林区民や区役所職員の震災体験談の朗

読や、防災シミュレーションゲーム「クロ

スロード」の実践等の企画を行っていく予

定としている。
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第１節 第３回国連防災世界会議 
 
１．国連防災世界会議とは 

国連防災世界会議は、国際的な防災戦略

を議論するため国際連合が主催する国際会

議である。国連加盟国のほか、国際機関、

ＮＧＯなども参加し、国連国際防災戦略事

務局（ＵＮＩＳＤＲ）が会議の事務局を務

めている。

国連防災世界会議は過去２回、いずれも

日本で開催されている。平成６年には神奈

川県横浜市で第１回会議が開催され、初の

国際的な防災・減災の指針である「より安

全な世界に向けての横浜戦略と行動計画」

が策定された。第２回会議は平成 年に兵

庫県神戸市で開催され、平成 年までの

年間の国際的な防災の取組指針として

「兵庫行動枠組 」が採択され、

国レベルでの防災制度・組織の整備や、災

害応急対応の準備体制の強化等に寄与して

きた。

第３回会議は、 年間の取り組みを総括

するとともに、兵庫行動枠組の後継となる

新たな国際防災指針の策定を目的として開

催されることとなった。

２．開催まで 
（１）誘致活動 

平成 年５月 日、日本政府により第

３回国連防災世界会議の日本への誘致が表

明されたことに併せ、同日、本市は同会議

の仙台・東北への誘致を表明した。この誘

致は、東日本大震災の経験とそこからの復

興を世界に強くアピールするとともに、仙

台・東北の経済復興や活性化を図ることを

狙いとするものであった。

平成 年７月３日、本市で開催された日

本政府主催の「世界防災閣僚会議 東北」

において、野田内閣総理大臣（当時）が国

連防災世界会議の日本への誘致を改めて表

明し、本市からも各国の代表者に対して仙

台・東北での開催に向けた協力を要請した。

また、同日、国連国際防災戦略事務局が

実施した「世界防災キャンペーン『災害に

強い都市の構築』」への参加を申請し、世界

で 都市目（日本では兵庫県に続き２例目）

となる「ロールモデル（模範）都市」の認

定を受け、平成 年 月９日に、認定書

が授与された。認定にあたっては、震災前

からの防災の取り組みと、震災の教訓を踏

まえたまちづくりにおける市民協働の取り

組みが高く評価された。

その後も、国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界

銀行年次総会の特別イベントとして、平成

年 月９日から 日に本市で開催され

た「防災と開発に関する仙台会合」や、同

年 月 日から 日にインドネシアで開

催された第５回アジア防災閣僚級会議にお

いて、本市の経験と取り組みを発信すると

ともに、国連防災世界会議の誘致を表明す

るなど、国内外のさまざまな場で、精力的

な誘致活動を行った。

平成 年５月 日、スイス・ジュネー

ブで開催された防災グローバルプラットフ

ォーム会合において、第３回国連防災世界

会議を仙台で開催することが発表され、同

年 月の国連総会本会議において、正式決

定された。

 
（２）開催準備 
①実施体制

ホスト国である日本政府の事務局を内閣

府と外務省が担う一方で、ホストシティで

ある本市は、仙台での会議開催の発表を受

け、開催に向けての各種調整業務を担うた

め、平成 年６月に、５人体制の「国連防

災世界会議準備室」を設置し、その後段階

的に組織を拡充した。

平成 年 月 日、青森、岩手、宮城、

福島の各県、大学、経済界、ＮＰＯなどの

関係団体で構成される「第３回国連防災世

界会議仙台開催推進協議会」を設立し、そ



 
 

第１節 第３回国連防災世界会議 
 
１．国連防災世界会議とは 

国連防災世界会議は、国際的な防災戦略

を議論するため国際連合が主催する国際会

議である。国連加盟国のほか、国際機関、

ＮＧＯなども参加し、国連国際防災戦略事

務局（ＵＮＩＳＤＲ）が会議の事務局を務

めている。

国連防災世界会議は過去２回、いずれも

日本で開催されている。平成６年には神奈

川県横浜市で第１回会議が開催され、初の

国際的な防災・減災の指針である「より安

全な世界に向けての横浜戦略と行動計画」

が策定された。第２回会議は平成 年に兵

庫県神戸市で開催され、平成 年までの

年間の国際的な防災の取組指針として

「兵庫行動枠組 」が採択され、

国レベルでの防災制度・組織の整備や、災

害応急対応の準備体制の強化等に寄与して

きた。

第３回会議は、 年間の取り組みを総括

するとともに、兵庫行動枠組の後継となる

新たな国際防災指針の策定を目的として開

催されることとなった。

２．開催まで 
（１）誘致活動 

平成 年５月 日、日本政府により第

３回国連防災世界会議の日本への誘致が表

明されたことに併せ、同日、本市は同会議

の仙台・東北への誘致を表明した。この誘

致は、東日本大震災の経験とそこからの復

興を世界に強くアピールするとともに、仙

台・東北の経済復興や活性化を図ることを

狙いとするものであった。

平成 年７月３日、本市で開催された日

本政府主催の「世界防災閣僚会議 東北」

において、野田内閣総理大臣（当時）が国

連防災世界会議の日本への誘致を改めて表

明し、本市からも各国の代表者に対して仙

台・東北での開催に向けた協力を要請した。

また、同日、国連国際防災戦略事務局が

実施した「世界防災キャンペーン『災害に

強い都市の構築』」への参加を申請し、世界

で 都市目（日本では兵庫県に続き２例目）

となる「ロールモデル（模範）都市」の認

定を受け、平成 年 月９日に、認定書

が授与された。認定にあたっては、震災前

からの防災の取り組みと、震災の教訓を踏

まえたまちづくりにおける市民協働の取り

組みが高く評価された。

その後も、国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界

銀行年次総会の特別イベントとして、平成

年 月９日から 日に本市で開催され

た「防災と開発に関する仙台会合」や、同

年 月 日から 日にインドネシアで開

催された第５回アジア防災閣僚級会議にお

いて、本市の経験と取り組みを発信すると

ともに、国連防災世界会議の誘致を表明す

るなど、国内外のさまざまな場で、精力的

な誘致活動を行った。

平成 年５月 日、スイス・ジュネー

ブで開催された防災グローバルプラットフ

ォーム会合において、第３回国連防災世界

会議を仙台で開催することが発表され、同

年 月の国連総会本会議において、正式決

定された。

 
（２）開催準備 
①実施体制

ホスト国である日本政府の事務局を内閣

府と外務省が担う一方で、ホストシティで

ある本市は、仙台での会議開催の発表を受

け、開催に向けての各種調整業務を担うた

め、平成 年６月に、５人体制の「国連防

災世界会議準備室」を設置し、その後段階

的に組織を拡充した。

平成 年 月 日、青森、岩手、宮城、

福島の各県、大学、経済界、ＮＰＯなどの

関係団体で構成される「第３回国連防災世

界会議仙台開催推進協議会」を設立し、そ
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３．第３回国連防災世界会議 
（１）開催概要 
①概要

第３回国連防災世界会議には、世界

カ国の政府代表団、 の政府間組織、

のＮＧＯ、 の国際機関など、 名の首脳

級を含む 名以上の閣僚、国連事務総長

を含む 名以上が参加したほか、関連

行事として一般公開されたパブリック・フ

ォーラムには延べ 万人以上が参加する

など、本市で開催された最大規模の会議と

なっただけでなく、日本で開催された国連

関係の国際会議としては過去最大級のもの

となった。

本体会議では、全体会合、閣僚級ラウン

ドテーブル、ワーキングセッション等が実

施され、成果文書として、「仙台防災枠組

」（取組指針）および「仙台宣言」

（政治宣言）が採択された。関連事業では、

広く一般に公開された防災・減災や復興に

関するシンポジウムや、展示をはじめ、被

災地へのスタディツアー、会議終了後には

東北各地へのエクスカーション等が実施さ

れた。

なお、この会議では、国連、日本政府、

仙台市、日本財団が連携して「アクセシブ

ル・カンファレンス（障害者を含む全ての

人にとって参加しやすい会議）」を目指した

取り組みを行うとともに、より環境に配慮

した会議とするため、使用する紙の削減、

会議参加者向けシャトルバスの運行による

ＣＯ２排出削減等、会議のグリーン化に取り

組んだ。

図表 第３回国連防災世界会議の構成

　[日　程] 2015年３月14日（土）～18日（水）
　[会　場] 仙台国際センター（会議棟、展示棟）
　[主　催] 国際連合
　[参加者] 国連加盟国、国際機関、ＮＧＯ等から、6,500人以上（25名の首脳級を含む

100名以上の閣僚、国連事務総長含む）
　[成　果] 「兵庫行動枠組」の後継枠組となる「仙台防災枠組2015-2030」および

同枠組を推進する決意を表明した「仙台宣言」の採択

　[会　場] 仙台市内並びに青森、岩手、宮城および福島県内の複数会場
　[全体企画・運営] 第３回国連防災世界会議仙台開催実行委員会
　[参加者] 延べ約15万６千人

　パブリック・フォーラム

パブリック・フォーラムは、第３回国連防災世界会議の一部として、ＵＮＩＳＤＲ、日本政府との協議のもと、企画・運営。

[東日本大震災総合フォーラム] [展示]
　[主　催] 日本政府、実行委員会等 □世界の防災展
　[会　場] 東北大学川内萩ホール 　◇ブース展示
　[内　容] パブリック・フォーラムの中核事業として「東日本大震災の 　[出展者] 公募による

経験と教訓を世界へ」をテーマとし、計10セッションを開催 　[会　場] せんだいメディアテーク、仙台市民会館ほか
　[参加者] 本体会議参加者や市民が広く参加 　◇ポスター展示

　[出展者] 公募による

[シンポジウム・セミナー] 　 　[会　場] 東京エレクトロンホール宮城５Ｆ

　[主　催] 政府、国際機関、自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、大学、企業、 □東北防災・復興パビリオン
地域団体など 　[主　催] 実行委員会

　[会　場] 仙台市民会館、東京エレクトロンホール宮城等の仙台市内 　[会　場] せんだいメディアテーク１Ｆ
11会場のほか青森県八戸市、岩手県一関市・陸前高田市、 □屋外展示
宮城県石巻市・多賀城市、福島県福島市で開催 　[主　催] 実行委員会、仙台市

　[内　容] 国内外の諸団体が防災・減災の取り組みや復興に向けた 　[会　場] 勾当台公園、仙台市役所本庁舎前庭
活動を発表。「市民協働と防災」、「女性と防災」については □防災産業展 in 仙台
仙台市内にテーマ館を設置。合わせて388のセッションを 　[主　催] 内閣府、宮城県、日刊工業新聞社
開催 　[会　場] 夢メッセみやぎ

　歓迎・情報発信

〔歓迎、おもてなし〕 　〔情報発信〕 〔子どもたちと世界を繋ぐ〕
□歓迎レセプション 　□スタディツアー　（被災地公式視察） □タンブラープロジェクト
□東北おもてなしセンター 　□エクスカーション □国際理解教育リーフレット
□東北観光物産展 　□東北ガイドブック □ポスターコンクール（共催事業）
□歓迎装飾 　□るるぶ特別編集　「国連防災世界会議特集号」
□配偶者プログラム 　□開催広報
□語学ボランティア 　□メディアタイアップ

本体会議

関連事業

 
 

の後平成 年４月 日には、同協議会を

「第３回国連防災世界会議仙台開催実行委

員会」（以下、「実行委員会」という。）へと

再編し、構成団体に新たに秋田県、山形県

を加え、東北六県とするとともに、関係省

庁の参画を得るなど、体制の拡充を図った。

実行委員会においては、会議の円滑な開

催に向けた支援内容の検討のほか、一般公

開されるパブリック・フォーラムや歓迎事

業の企画、仙台・東北地域の魅力発信に向

けた取り組みについて協議した。

②会場

国連防災世界会議は、市中心部に近い仙

台国際センターを主会場とし、その他仙台

市博物館、開業前であった地下鉄東西線国

際センター駅舎、東北大学萩ホール等の近

隣施設を一体的に使用したほか、青森、岩

手、宮城、福島県内の複数会場で開催され

た。

なお、仙台国際センター展示棟は、国連

防災世界会議の準備と並行して整備を進め

てきたもので、平成 年 月に竣工した

（第 章第１節参照）。

（３）プレイベント 
会議開催に向けた機運を盛り上げるため、

図表 のとおり、プレイベントを開催

した。

また、会議開催前日の平成 年３月

日には、公益財団法人仙台フィルハーモニ

ー管弦楽団などによる記念演奏会「音楽の

力による復興・そして未来へ」が開催され、

本体会議参加者のほか、約 人の市民

が来場した。

 
（４）その他関連イベント 

防災・減災、復興に関わる行事やイベン

トとして、地域団体と実行委員会との共催

イベント５件、実行委員会後援事業 件、

本市や関連団体等によるイベント 件が、

会議本番前までに行われた。

写真 仙台国際センター展示棟での開会式

図表 プレイベント一覧

日時 会場 イベント名 主催

平成 年３月１日 仙台市情報産業

プラザ

第３回国連防災世界会議

１年前シンポジウム

～震災の経験と教訓を仙台・東北か

ら世界へ～

仙台市

平成 年８月 日 仙台市市民活動

サポートセンタ

ー

第３回国連防災世界会議

半年前フォーラム

「復興・防災の活動とまちづくり～

伝える防災感じる防災～」

第３回国連防災世界会議仙

台開催実行委員会、仙台市

平成 年２月１日 せんだいメディ

アテーク

第３回国連防災世界会議

直前イベント

「ひとのちから～祈りを奏でる、祈

りをおどる～」

第３回国連防災世界会議仙

台開催実行委員会、仙台市、

公益財団法人音楽の力によ

る復興センター・東北
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３．第３回国連防災世界会議 
（１）開催概要 
①概要

第３回国連防災世界会議には、世界

カ国の政府代表団、 の政府間組織、

のＮＧＯ、 の国際機関など、 名の首脳

級を含む 名以上の閣僚、国連事務総長

を含む 名以上が参加したほか、関連

行事として一般公開されたパブリック・フ

ォーラムには延べ 万人以上が参加する

など、本市で開催された最大規模の会議と

なっただけでなく、日本で開催された国連

関係の国際会議としては過去最大級のもの

となった。

本体会議では、全体会合、閣僚級ラウン

ドテーブル、ワーキングセッション等が実

施され、成果文書として、「仙台防災枠組

」（取組指針）および「仙台宣言」

（政治宣言）が採択された。関連事業では、

広く一般に公開された防災・減災や復興に

関するシンポジウムや、展示をはじめ、被

災地へのスタディツアー、会議終了後には

東北各地へのエクスカーション等が実施さ

れた。

なお、この会議では、国連、日本政府、

仙台市、日本財団が連携して「アクセシブ

ル・カンファレンス（障害者を含む全ての

人にとって参加しやすい会議）」を目指した

取り組みを行うとともに、より環境に配慮

した会議とするため、使用する紙の削減、

会議参加者向けシャトルバスの運行による

ＣＯ２排出削減等、会議のグリーン化に取り

組んだ。

図表 第３回国連防災世界会議の構成

　[日　程] 2015年３月14日（土）～18日（水）
　[会　場] 仙台国際センター（会議棟、展示棟）
　[主　催] 国際連合
　[参加者] 国連加盟国、国際機関、ＮＧＯ等から、6,500人以上（25名の首脳級を含む

100名以上の閣僚、国連事務総長含む）
　[成　果] 「兵庫行動枠組」の後継枠組となる「仙台防災枠組2015-2030」および

同枠組を推進する決意を表明した「仙台宣言」の採択

　[会　場] 仙台市内並びに青森、岩手、宮城および福島県内の複数会場
　[全体企画・運営] 第３回国連防災世界会議仙台開催実行委員会
　[参加者] 延べ約15万６千人

　パブリック・フォーラム

パブリック・フォーラムは、第３回国連防災世界会議の一部として、ＵＮＩＳＤＲ、日本政府との協議のもと、企画・運営。

[東日本大震災総合フォーラム] [展示]
　[主　催] 日本政府、実行委員会等 □世界の防災展
　[会　場] 東北大学川内萩ホール 　◇ブース展示
　[内　容] パブリック・フォーラムの中核事業として「東日本大震災の 　[出展者] 公募による

経験と教訓を世界へ」をテーマとし、計10セッションを開催 　[会　場] せんだいメディアテーク、仙台市民会館ほか
　[参加者] 本体会議参加者や市民が広く参加 　◇ポスター展示

　[出展者] 公募による

[シンポジウム・セミナー] 　 　[会　場] 東京エレクトロンホール宮城５Ｆ

　[主　催] 政府、国際機関、自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、大学、企業、 □東北防災・復興パビリオン
地域団体など 　[主　催] 実行委員会

　[会　場] 仙台市民会館、東京エレクトロンホール宮城等の仙台市内 　[会　場] せんだいメディアテーク１Ｆ
11会場のほか青森県八戸市、岩手県一関市・陸前高田市、 □屋外展示
宮城県石巻市・多賀城市、福島県福島市で開催 　[主　催] 実行委員会、仙台市

　[内　容] 国内外の諸団体が防災・減災の取り組みや復興に向けた 　[会　場] 勾当台公園、仙台市役所本庁舎前庭
活動を発表。「市民協働と防災」、「女性と防災」については □防災産業展 in 仙台
仙台市内にテーマ館を設置。合わせて388のセッションを 　[主　催] 内閣府、宮城県、日刊工業新聞社
開催 　[会　場] 夢メッセみやぎ

　歓迎・情報発信

〔歓迎、おもてなし〕 　〔情報発信〕 〔子どもたちと世界を繋ぐ〕
□歓迎レセプション 　□スタディツアー　（被災地公式視察） □タンブラープロジェクト
□東北おもてなしセンター 　□エクスカーション □国際理解教育リーフレット
□東北観光物産展 　□東北ガイドブック □ポスターコンクール（共催事業）
□歓迎装飾 　□るるぶ特別編集　「国連防災世界会議特集号」
□配偶者プログラム 　□開催広報
□語学ボランティア 　□メディアタイアップ

本体会議

関連事業
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ーティングを開催した。

会議閉幕後、山谷内閣府特命担当大臣（防

災）、ワルストロム国連事務総長特別代表

（防災担当）と並んで共同記者会見に臨ん

だ仙台市長は、成果文書に「仙台」が付さ

れたことに対する国連と日本政府への感謝

を述べるとともに、より強靭な都市づくり

と防災に関する継続的な情報発信を行って

いく旨発言した。

（２）本体会議支援 
①宿泊

本体会議参加者用に市内 カ所をオフ

ィシャルホテルに指定し、約 室を確

保したほか、宿泊予約センターを設置し、

受け付けを一元化して対応した。最終的に

は延べ 室の宿泊があった。

②交通輸送

本体会議参加者の移動支援として、シャ

トルバスの運行や、ＶＩＰ用のハイヤーお

よび会議参加者用のタクシー手配等を行っ

たほか、ＪＲ仙台駅、仙台空港等にスタッ

フ、ボランティアを配置し、案内誘導を実

施した。また、電動のレンタサイクルであ

る「ＤＡＴＥ ＢＩＫＥ（ダテバイク）」を

無償で提供し、本体会議場とパブリック・

フォーラム会場の間を気軽に移動できるツ

ールとして好評であった。

③警備

本体会議場の警備は、国連と日本政府、

宮城県警、本市が合同で警備計画を策定し、

実施された。本体会議場となる仙台国際セ

ンターおよび国際センター駅が会議期間中

に国連管理下となるのに先立ち、日本政府

と本市は、建物や周辺の爆発物の探査を実

施し、外部からの侵入を阻止するため、会

場外周にフェンスを設置した。

会議期間中は、会場等の出入口でＸ線と

金属探知機による手荷物検査が実施された

ほか、セキュリティゲートが設置され、Ｉ

Ｄカードによる出入管理が行われるなど、

会議関係者以外の出入は厳しく制限された。

図表 警備体制

機関名 役割

国連 本体会議場の警備

警察庁、宮城県警 要人警護、会場周辺の

警戒、交通規制等

日本政府、仙台市 本体会議場での国連警

備の補助（警備会社へ

委託）

④消防・救護

会議開始に先立ち、消防局において、関

係施設や警防調査（施設状況や周辺地理状

況等の確認）、防火管理状況の立ち入り検査

を実施し、会議参加者の安全な受入体制を

整備した。

会議期間中は、消防特別警戒本部を消防

局内に設置するなどの警戒態勢を敷いたほ

か、国際センター敷地内に現地警戒本部を

設置し、消防ポンプ車や救急車を配備して、

災害などの不測の事態に備えた。

また、国際センター展示棟内に救護室を

設置し、会議時間帯に医師、看護師が常駐

するとともに、救護室の対応能力を超える

不測の事態が発生した場合に備え、博物館

にＤＭＡＴ（災害時派遣医療チーム）が待

機した。

⑤語学対応

海外からの会議参加者の案内・誘導にあ

たる語学ボランティアを公募し、計７回に

及ぶ研修会を経て、本体会議や関連事業、

スタディツアー等の運営補助や案内誘導等

を行った。実際に従事した 人のボラン

ティアは、年齢は 代から 代までであ

り、幅広い年代の市民が、国際交流や、防

災への意識が高いことが伺えた。また、学

生が５割弱を占めており、「学都」仙台の特

徴も現れた。

 
 

②仙台防災枠組

「仙台防災枠組 」は、前回平

成 年に開催された第２回国連防災世界

会議の成果文書「兵庫行動枠組」の後継と

なる新しい国際的防災指針である。災害に

よる死亡者の減少、国や地方レベルでの防

災・減災戦略を有する国の増加など、地球

規模の目標が初めて設定されたほか、防災

の主流化、事前の防災投資、復興過程にお

ける「より良い復興（ ）」

などの新たな考え方が提示された。また、

防災・減災での女性や子ども、企業など多

様なステークホルダーの役割も強調された。

本市はこの枠組の採択都市として、ライ

フライン、インフラなどのハード整備はも

ちろんのこと、子どもから高齢者まで、ま

た女性・障害者なども含めた、多様な市民

が主体となる、しなやかで強靭な「防災環

境都市・仙台」を目指し、取り組みの充実

を図っている（本章第２節参照）。

図表 仙台防災枠組 の構成

（出典：内閣府資料）

③本体会議・国連関連プログラムでの仙台市の

発信

天皇皇后両陛下のご臨席の下で行われた

開会式では、本会議の議長として選出され

た山谷内閣府特命担当大臣（防災）、潘（パ

ン）国連事務総長、開催国代表の安倍内閣

総理大臣等の挨拶があり、最後に、ホスト

シティを代表して仙台市長が、震災の際に

世界各地から寄せられた支援と励ましに対

する御礼、パブリック・フォーラム、スタ

ディツアーへの参加の呼び掛けを含む歓迎

の挨拶を行った。

「防災における女性のリーダーシップ」

をテーマとした、首脳級をはじめとする世

界の著名人が参加するハイレベル・マルチ

ステークホルダー・ダイアローグにおいて、

市長がパネリストとして出席したほか、国

連国際防災戦略事務局との共催で、国連の

世界防災キャンペーン「災害に強い都市の

構築」を推進するためのチャンピオンズミ
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ーティングを開催した。

会議閉幕後、山谷内閣府特命担当大臣（防

災）、ワルストロム国連事務総長特別代表

（防災担当）と並んで共同記者会見に臨ん

だ仙台市長は、成果文書に「仙台」が付さ

れたことに対する国連と日本政府への感謝

を述べるとともに、より強靭な都市づくり

と防災に関する継続的な情報発信を行って

いく旨発言した。

（２）本体会議支援 
①宿泊

本体会議参加者用に市内 カ所をオフ

ィシャルホテルに指定し、約 室を確

保したほか、宿泊予約センターを設置し、

受け付けを一元化して対応した。最終的に

は延べ 室の宿泊があった。

②交通輸送

本体会議参加者の移動支援として、シャ

トルバスの運行や、ＶＩＰ用のハイヤーお

よび会議参加者用のタクシー手配等を行っ

たほか、ＪＲ仙台駅、仙台空港等にスタッ

フ、ボランティアを配置し、案内誘導を実

施した。また、電動のレンタサイクルであ

る「ＤＡＴＥ ＢＩＫＥ（ダテバイク）」を

無償で提供し、本体会議場とパブリック・

フォーラム会場の間を気軽に移動できるツ

ールとして好評であった。

③警備

本体会議場の警備は、国連と日本政府、

宮城県警、本市が合同で警備計画を策定し、

実施された。本体会議場となる仙台国際セ

ンターおよび国際センター駅が会議期間中

に国連管理下となるのに先立ち、日本政府

と本市は、建物や周辺の爆発物の探査を実

施し、外部からの侵入を阻止するため、会

場外周にフェンスを設置した。

会議期間中は、会場等の出入口でＸ線と

金属探知機による手荷物検査が実施された

ほか、セキュリティゲートが設置され、Ｉ

Ｄカードによる出入管理が行われるなど、

会議関係者以外の出入は厳しく制限された。

図表 警備体制

機関名 役割

国連 本体会議場の警備

警察庁、宮城県警 要人警護、会場周辺の

警戒、交通規制等

日本政府、仙台市 本体会議場での国連警

備の補助（警備会社へ

委託）

④消防・救護

会議開始に先立ち、消防局において、関

係施設や警防調査（施設状況や周辺地理状

況等の確認）、防火管理状況の立ち入り検査

を実施し、会議参加者の安全な受入体制を

整備した。

会議期間中は、消防特別警戒本部を消防

局内に設置するなどの警戒態勢を敷いたほ

か、国際センター敷地内に現地警戒本部を

設置し、消防ポンプ車や救急車を配備して、

災害などの不測の事態に備えた。

また、国際センター展示棟内に救護室を

設置し、会議時間帯に医師、看護師が常駐

するとともに、救護室の対応能力を超える

不測の事態が発生した場合に備え、博物館

にＤＭＡＴ（災害時派遣医療チーム）が待

機した。

⑤語学対応

海外からの会議参加者の案内・誘導にあ

たる語学ボランティアを公募し、計７回に

及ぶ研修会を経て、本体会議や関連事業、

スタディツアー等の運営補助や案内誘導等

を行った。実際に従事した 人のボラン

ティアは、年齢は 代から 代までであ

り、幅広い年代の市民が、国際交流や、防

災への意識が高いことが伺えた。また、学

生が５割弱を占めており、「学都」仙台の特

徴も現れた。
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①東日本大震災総合フォーラム

パブリック・フォーラムの中核事業とし

て、日本政府と実行委員会の主催により、

東北大学川内萩ホールにおいて、東日本大

震災総合フォーラムを開催した。

「東日本大震災の経験と教訓を世界へ」

をテーマに、より良い復興、新たな防災の

あり方を展望するシンポジウムとして国内

外から著名なスピーカーを招き、合計 セ

ッションを実施した。

本体会議参加者以外に市民も加わり、延

べ 人が参加した。

②テーマ館

東日本大震災では、市民や地域団体、Ｎ

ＰＯ、企業などの多様な主体が、災害対応

や復旧・復興に大きな役割を果たした。ま

た一方で、災害時の男女共同参画や、子ど

もや高齢者、障害者などへの配慮の重要性

も再認識された。

これらの視点から、パブリック・フォー

ラムでは、「市民協働と防災」、「女性と防災」

の２つの「テーマ館」を設置し、それぞれ

のテーマに特化したシンポジウムやワーク

ショップ、展示などを集約して実施し、本

市の経験と新たな知見の発信を行った。

市民主体の取り組みやジェンダーの視点

等に焦点をあてたテーマ館は、本市の特徴

が如実に表れたものであり、今回のパブリ

ック・フォーラムの中でも、象徴的な取り

組みの一つとなった（第 章第１節、第４

節参照）。

③シンポジウム・セミナー

防災への世界的な関心の高まりを受け、

参画する団体や分野も多岐にわたった。

件のシンポジウム・セミナーのうち、海外

団体の主催行事が全体の３割を占めたほか、

国内団体が主催する行事については４分の

３がＮＰＯ、企業、研究機関等、公的機関

以外の主催という、多彩なイベント構成と

なった。

図表 シンポジウム開催実績

国内団体
海外

団体
合計仙台

市内

市外

県内）
東北 その他

国内

計

仙台市内団体の内訳

政府・

関係団体

自治体・

関係団体

大学・

研究機関
企業

ＮＧＯ ＮＰＯ

その他団体
合計

写真 多文化防災フォーラム

（ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台）

④その他展示等

会議期間中、市内では、復興や防災に関

するさまざまなイベントや展示が行われた。

せんだいメディアテーク１階オープンス

クエアでは、「東北防災・復興パビリオン」

を開催し、青森、岩手、宮城、福島の４県

および本市がそれぞれブースを設け、防災、

復旧、復興に関する展示を行ったほか、オ

ープンスクエア壁面には全長 の大型展

示を施し、被災直後の被災地の写真や震災

の概要や復興プロセス、被災地における防

災・復興の取り組み事例を紹介した。プレ

ゼンテーションステージでは、本市を含む

以上のさまざまな団体が、震災の経験や、

防災・復興に向けた取り組みについて、プ

レゼンテーションを行った。

また、仙台市民会館や勾当台公園等の各

会場にて、国内外の諸団体による防災・復

興の取り組みに関する展示が行われたほか、

夢メッセみやぎでは防災産業展も行われた。

 
 

写真 案内するボランティア（ＪＲ仙台駅）

（３）パブリック・フォーラム 
国連防災世界会議の公式サイドイベント

として、広く一般公開により防災や復興に

関する発信を行う「パブリック・フォーラ

ム」が開催された。

日ごろより防災や復旧・復興に関する活

動に従事している政府機関、国際機関、自

治体、大学・研究機関、ＮＧＯ・ＮＰＯ、

企業、地域団体など、国内外の団体から多

数の応募があり、会期中５日間で のシ

ンポジウム・セミナー、 以上のブース

展示、 以上のポスター展示、屋外展示

が行われた。これらは市内および青森、岩

手、宮城、福島県内の合計 会場で開催さ

れ、延べ 万人以上が参加した。

図表 パブリック・フォーラムの概要

形式 概要 主催/運営 会場 参加者数

パブリック・フォーラムの中核事業として
「東日本大震災の経験と教訓を世界へ」を
テーマとし、日本政府や実行委員会等が
主催し、計10セッションのシンポジウムを実施

日本政府、
第３回国連防災世界会議
仙台開催実行委員会等

東北大学
川内萩ホール

6,799人

市民協働と防災
「市民協働と防災」をテーマとした
シンポジウム、ワークショップ、展示等を実施
※３月14日～17日

防災からまちづくりを
考える実行委員会

仙台市市民活動
サポートセンター
※一部、東京エレクトロンホール
宮城

女性と防災
「女性と防災」をテーマとしたシンポジウム、
ワークショップ、展示等を実施

仙台市、
（公財）せんだい男女共同
参画財団

エル・パーク仙台

国内外の諸団体が防災・減災の
取り組みや復興に向けた活動を発表

政府、国際機関、
自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、
大学、企業、地域団体等

仙台市民会館、東京
エレクトロンホール
宮城等 東北の複数会場

ブース展示
国内外の諸団体による防災・復興の
取り組みに関するブース展示を実施

国内外の諸団体等

せんだいメディアテーク、
仙台市民会館、
東北大学川内萩ホール、
東北大学川内北キャンパス、
仙台市情報・産業プラザ、
仙台市シルバーセンター

ポスター展示
国内外の諸団体による防災・復興の
取り組みに関するポスター展示を実施

国内外の諸団体等 東京エレクトロンホール宮城

青森、岩手、宮城、福島の４県および
宮城県内の全市町村と連携し、世界
に向けて防災や復興の取り組みを
発信する大型展示を実施

第３回国連防災世界会議
仙台開催実行委員会

せんだいメディアテーク 10,427人

日本の優れた防災技術を世界に向けて
発信する大規模な産業展を実施
※３月15日～17日

内閣府、
宮城県、
日刊工業新聞社

夢メッセみやぎ 5,827人

家族で楽しみながら防災・減災について
学ぶことができる消防車両の展示・試乗、
自衛隊・消防音楽隊等によるステージや
防災関連企業等のブース展示等を実施
※３月14日～15日

仙台市 24,000人

世界各国の料理が楽しめる屋台スタイル
のワールドキッチンや国際協力に関する
展示、世界各国から来仙した民間団体
（ＮＧＯ）と交流ができるスペースを設置

第３回国連防災世界会議
仙台開催実行委員会

23,900人

消防による救助訓練や特別高度工作車
等の特殊車両の展示を実施
※３月14日～15日

仙台市
（共催）総務省消防庁

3,000人

155,932人合計

テーマ館

シンポジウム・セミナー

東日本大震災総合フォーラム

東北防災・
復興パビリオン

防災産業展 ｉｎ 仙台

せんだい防災のひろば

国際交流のひろば

消防訓練・車両展示

屋外

プログラム

会
議
形
式
プ
ロ
グ
ラ
ム

48,615人

世界の
防災展

屋内

展
示
形
式
プ
ロ
グ
ラ
ム

勾当台公園、
仙台市役所本庁舎前庭

33,364人
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①東日本大震災総合フォーラム

パブリック・フォーラムの中核事業とし

て、日本政府と実行委員会の主催により、

東北大学川内萩ホールにおいて、東日本大

震災総合フォーラムを開催した。

「東日本大震災の経験と教訓を世界へ」

をテーマに、より良い復興、新たな防災の

あり方を展望するシンポジウムとして国内

外から著名なスピーカーを招き、合計 セ

ッションを実施した。

本体会議参加者以外に市民も加わり、延

べ 人が参加した。

②テーマ館

東日本大震災では、市民や地域団体、Ｎ

ＰＯ、企業などの多様な主体が、災害対応

や復旧・復興に大きな役割を果たした。ま

た一方で、災害時の男女共同参画や、子ど

もや高齢者、障害者などへの配慮の重要性

も再認識された。

これらの視点から、パブリック・フォー

ラムでは、「市民協働と防災」、「女性と防災」

の２つの「テーマ館」を設置し、それぞれ

のテーマに特化したシンポジウムやワーク

ショップ、展示などを集約して実施し、本

市の経験と新たな知見の発信を行った。

市民主体の取り組みやジェンダーの視点

等に焦点をあてたテーマ館は、本市の特徴

が如実に表れたものであり、今回のパブリ

ック・フォーラムの中でも、象徴的な取り

組みの一つとなった（第 章第１節、第４

節参照）。

③シンポジウム・セミナー

防災への世界的な関心の高まりを受け、

参画する団体や分野も多岐にわたった。

件のシンポジウム・セミナーのうち、海外

団体の主催行事が全体の３割を占めたほか、

国内団体が主催する行事については４分の

３がＮＰＯ、企業、研究機関等、公的機関

以外の主催という、多彩なイベント構成と

なった。

図表 シンポジウム開催実績

国内団体
海外

団体
合計仙台

市内

市外

県内）
東北 その他

国内

計

仙台市内団体の内訳

政府・

関係団体

自治体・

関係団体

大学・

研究機関
企業

ＮＧＯ ＮＰＯ

その他団体
合計

写真 多文化防災フォーラム

（ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台）

④その他展示等

会議期間中、市内では、復興や防災に関

するさまざまなイベントや展示が行われた。

せんだいメディアテーク１階オープンス

クエアでは、「東北防災・復興パビリオン」

を開催し、青森、岩手、宮城、福島の４県

および本市がそれぞれブースを設け、防災、

復旧、復興に関する展示を行ったほか、オ

ープンスクエア壁面には全長 の大型展

示を施し、被災直後の被災地の写真や震災

の概要や復興プロセス、被災地における防

災・復興の取り組み事例を紹介した。プレ

ゼンテーションステージでは、本市を含む

以上のさまざまな団体が、震災の経験や、

防災・復興に向けた取り組みについて、プ

レゼンテーションを行った。

また、仙台市民会館や勾当台公園等の各

会場にて、国内外の諸団体による防災・復

興の取り組みに関する展示が行われたほか、

夢メッセみやぎでは防災産業展も行われた。
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また、本体会議参加者に子どもたちから

のメッセージを伝える「タンブラープロジ

ェクト」を実施し、児童生徒約 人が

参加した。これは、市内小・中学校の児童

生徒が書いた絵やメッセージを入れたタン

ブラーを、歓迎グッズとして会議参加者に

プレゼントし、会議会場でマイカップとし

て使用してもらう取り組みで、子どもたち

の復興や防災への思い、おもてなしの気持

ちを伝えた。

⑥その他おもてなし

国内外からの参加者向けに、仙台、東北

六県の特産品を集めた東北観光物産展を市

内中心部で開催したほか、「伊達なおもてな

し」と題した歓迎イベント、街歩きツアー、

バスツアーなどを実施した。

また、本体会議参加者の配偶者を対象に、

市内の秋保、作並温泉で日本文化とおもて

なしを楽しむ日帰りプログラムを実施した。

４．国連防災世界会議を契機とした新たな取

り組み 
（１）災害統計グローバルセンター 

会議期間中の平成 年３月 日、東北

大学は、国連開発計画（ＵＮＤＰ）との連

携のもと、各国の災害統計を蓄積し、分析

した結果を各国の防災・開発政策の立案に

役立ててもらうことを目的に、同大学災害

科学国際研究所内に、災害統計グローバル

センターを設置することを発表した（設置

は平成 年４月）。

災害による死亡者数や経済的損失など、

「仙台防災枠組」の進捗管理に不可欠な災

害統計の整備に貢献することが期待されて

いる。

（２）みやぎ防災・減災円卓会議 
「みやぎ防災・減災円卓会議」は、国連

防災世界会議開催を機に、防災に関する発

信を継続・強化していくことを目指し、河

北新報社と東北大学災害科学国際研究所が

中心となって平成 年４月に任意組織と

して発足した。

円卓会議には、大学、自治体、ＮＰＯ、

町内会、報道機関など、さまざまな関係者

が参加し、貴重な情報交換の場となってい

る。

今後、参加メンバー間の連携と発信強化

の拠点となる組織づくりや、語り部の育成、

市民向けの啓発イベントの開催等を検討テ

ーマとし、より具体的な活動を進めていく

こととしている。

（３）仙台防災未来フォーラム 
国連防災世界会議の１周年記念イベント

として、平成 年３月 日に「仙台防災

未来フォーラム －国連防災世界会議か

ら１年 仙台・東北から防災・減災の未来

に貢献する－」を開催した。

仙台・東北で復興や防災・減災に取り組

んできた市民、行政、研究機関の関係者等

が集い、活動事例などを発表するとともに、

国連防災世界会議で採択された「仙台防災

枠組 」を踏まえたそれぞれの今

後の活動の方向性や課題を話し合い、仙

台・東北から未来に貢献する防災推進のた

め何ができるのかについて考え、発信する

機会となった。

当日は、ロバート・グラッサー国連事務

総長特別代表 防災担当 兼 国連国際防

災戦略事務局 ＵＮＩＳＤＲ ヘッドによ

る記念講演のほか、 のテーマセッショ

ン、９団体によるミニプレゼンテーショ

ン、 団体によるブース展示が行われ、

延べ 名が参加した。

本フォーラムは、今後も毎年開催する予

定である。

５．総括 
この会議を仙台・東北で開催する最大の

意義は、東日本大震災での経験と教訓、復

興の取り組みを発信することであったが、

関連事業において国内外の多種多様な団体

 
 

写真 東北防災・復興パビリオン

（せんだいメディアテーク）

（４）歓迎事業など 
①広報・歓迎装飾

より多くの市民に会議を認知してもらい、

開催に向けた機運の醸成と関心を高めるた

め、会議や関連する情報について、Ｗｅｂ

サイトやソーシャルメディア（ 、

）、ラジオや雑誌等、多様なツール

を活用し、定期的な広報・発信を行った。

また、歓迎ムードを高めるため、街中や

ＪＲ仙台駅、仙台空港等へフラッグや横断

幕を掲出した。

②歓迎レセプション

３月 日夜、本体会議参加者、国連関係

者、日本政府、地元関係者、協賛企業など

を招いた実行委員会主催の歓迎レセプショ

ンをホテルメトロポリタン仙台で開催し、

マルグリット・オランダ王国王女ら

人が出席した。

世界各国からの参加者への歓迎の意と、

復興支援への感謝を表すとともに、風評被

害の払拭と東北の魅力アピールのため、東

北六県の豊かな食材を使用した料理の提供

や観光ＰＲ、伝統文化のステージアトラク

ションなど、東北らしさを演出したおもて

なしを行った。

③スタディツアー・エクスカーション

本体会議参加者に被災地の現状を視察し

てもらうスタディツアー（被災地公式視察）

として コース 本を催行し、延べ

人が参加した。

参加者からは、東北の復興の進捗への驚

きの声が多く寄せられたほか、食の安全性

の配慮への理解が進んだこと等のコメント

があった。

また、東北の自然、歴史、食などの多様

な魅力に触れてもらうことを目的に、東北

各県の企画・運営の下、５コースのエクス

カーションを実施し、 人が参加した。

写真 スタディツアー（荒浜小学校）

④東北おもてなしセンター

博物館に「東北おもてなしセンター」を

開設し、本体会議参加者のリフレッシュス

ペースとして、東北六県の観光案内、飲み

物と菓子の振る舞いのほか、習字やこけし

の絵付け、着物の着付けといった日本の伝

統文化を体験できるおもてなしを行った。

⑤市内小・中学生の取り組み

国連防災世界会議には、市内小・中学校

の児童生徒もさまざまな形で参加した。

パブリック・フォーラム「新たな防災教

育～ から未来へ」（第 章第６節参照）

では、日ごろの防災学習の取り組みの成果

や、復興への思いについて、自ら国内外に

広く情報発信を行うとともに、国際理解等

について考え、世界とつながる機会を持て

たことは、次世代を担う子どもたちにとっ

て、貴重な経験となった。
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また、本体会議参加者に子どもたちから

のメッセージを伝える「タンブラープロジ

ェクト」を実施し、児童生徒約 人が

参加した。これは、市内小・中学校の児童

生徒が書いた絵やメッセージを入れたタン

ブラーを、歓迎グッズとして会議参加者に

プレゼントし、会議会場でマイカップとし

て使用してもらう取り組みで、子どもたち

の復興や防災への思い、おもてなしの気持

ちを伝えた。

⑥その他おもてなし

国内外からの参加者向けに、仙台、東北

六県の特産品を集めた東北観光物産展を市

内中心部で開催したほか、「伊達なおもてな

し」と題した歓迎イベント、街歩きツアー、

バスツアーなどを実施した。

また、本体会議参加者の配偶者を対象に、

市内の秋保、作並温泉で日本文化とおもて

なしを楽しむ日帰りプログラムを実施した。

４．国連防災世界会議を契機とした新たな取

り組み 
（１）災害統計グローバルセンター 

会議期間中の平成 年３月 日、東北

大学は、国連開発計画（ＵＮＤＰ）との連

携のもと、各国の災害統計を蓄積し、分析

した結果を各国の防災・開発政策の立案に

役立ててもらうことを目的に、同大学災害

科学国際研究所内に、災害統計グローバル

センターを設置することを発表した（設置

は平成 年４月）。

災害による死亡者数や経済的損失など、

「仙台防災枠組」の進捗管理に不可欠な災

害統計の整備に貢献することが期待されて

いる。

（２）みやぎ防災・減災円卓会議 
「みやぎ防災・減災円卓会議」は、国連

防災世界会議開催を機に、防災に関する発

信を継続・強化していくことを目指し、河

北新報社と東北大学災害科学国際研究所が

中心となって平成 年４月に任意組織と

して発足した。

円卓会議には、大学、自治体、ＮＰＯ、

町内会、報道機関など、さまざまな関係者

が参加し、貴重な情報交換の場となってい

る。

今後、参加メンバー間の連携と発信強化

の拠点となる組織づくりや、語り部の育成、

市民向けの啓発イベントの開催等を検討テ

ーマとし、より具体的な活動を進めていく

こととしている。

（３）仙台防災未来フォーラム 
国連防災世界会議の１周年記念イベント

として、平成 年３月 日に「仙台防災

未来フォーラム －国連防災世界会議か

ら１年 仙台・東北から防災・減災の未来

に貢献する－」を開催した。

仙台・東北で復興や防災・減災に取り組

んできた市民、行政、研究機関の関係者等

が集い、活動事例などを発表するとともに、

国連防災世界会議で採択された「仙台防災

枠組 」を踏まえたそれぞれの今

後の活動の方向性や課題を話し合い、仙

台・東北から未来に貢献する防災推進のた

め何ができるのかについて考え、発信する

機会となった。

当日は、ロバート・グラッサー国連事務

総長特別代表 防災担当 兼 国連国際防

災戦略事務局 ＵＮＩＳＤＲ ヘッドによ

る記念講演のほか、 のテーマセッショ

ン、９団体によるミニプレゼンテーショ

ン、 団体によるブース展示が行われ、

延べ 名が参加した。

本フォーラムは、今後も毎年開催する予

定である。

５．総括 
この会議を仙台・東北で開催する最大の

意義は、東日本大震災での経験と教訓、復

興の取り組みを発信することであったが、

関連事業において国内外の多種多様な団体
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第２節 防災環境都市・仙台 

１．昭和 年「防災都市宣言」によるまち

づくり

本市のまちづくりは、空襲で灰じんに帰

した市街地の復興や、高度経済成長ととも

に表出した衛生、河川の浄化等への市民ぐ

るみでの取り組みにつながった昭和 年

の「健康都市宣言」、昭和 年の「公害市

民憲章」、昭和 年「広瀬川の清流を守る

条例」の制定など、都市環境への悪化に対

して市民を挙げて向き合い、「杜の都」とし

て住みよく良好な環境を作り上げてきた歴

史でもある。

昭和 年６月 日の宮城県沖地震の発

生は、このような本市の都市づくりに「防

災」の概念を盛り込む契機となった。それ

を象徴するのが、宮城県沖地震から１年後

の昭和 年６月に行った「防災都市宣言」

である。同宣言では、宮城県沖地震が市民

生活にかつてない打撃を与え、本市のみな

らず全国の都市に重大な警鐘を鳴らしたも

のであるとし、それまで本市が取り組んで

きた健康都市建設に防災都市づくりを加え、

「災害に強く一層安全な都市仙台をめざす」

ことが明記された。また、毎年６月 日を

「市民防災の日」と定め、さまざまな防災

対策・防災訓練を市民と協力して行うこと

にした。その後、平成９年３月に「仙台市

防災都市づくり基本計画」を作成し、これ

により、安全な都市構造や市街地空間の形

成、ライフラインの耐震化・防災化といっ

たインフラ整備に加え、自主防災組織の強

化・拡充や、６月 日の総合防災訓練の実

施、災害時における協力協定の締結などの

対策を進めてきた。

昭和 年には、宮城県沖地震の被害を契

機に建築基準法が改正され、新耐震基準が

盛り込まれた。本市では、この法改正以前

の旧耐震基準に基づいて建てられた建築物

に関する安全性の向上を促進していくこと

を目的に、平成 年４月に「仙台市耐震改

修促進計画」を策定し、住宅、一定規模以

上の民間建築物および市有建築物の耐震化

の促進を図ってきた（第 章第２節参照）。

２．しなやかで強靭な「防災環境都市・仙台」

へ

（１）震災復興計画での位置づけ 
東日本大震災は、「防災都市宣言」以降、

本市が取り組んできた安全な都市づくりの

想定をはるかに超えた規模の大災害であっ

た。

前述の建物耐震化など、これまで進めて

きた対策に一定の効果は見られたものの、

東北を中心とした東日本の各地に、複合

的・広域的な被害をもたらし、燃料の供給

の途絶、帰宅困難者の発生といった都市の

もつ脆弱性、および津波被害など都市がさ

らされている「災害の脅威」を浮き彫りに

した。

これらの経験と教訓を経て、本市では、

平成 年 月に策定した震災復興計画に

おいて、「新次元の防災・環境都市」を復興

の基本理念に掲げ、減災を基本とする多重

防御の構築や、エネルギー対策など環境政

策の新しい展開に向けた取り組みなどを多

様で幅広い市民力とともに推進していくこ

ととした。

（２）国連防災世界会議以降の取り組み 
平成 年３月には第３回国連防災世界

会議が本市で開催され、 年までの国際

的な防災の取組指針となる「仙台防災枠組」

が採択された。「 」が世界の防災・減

災の象徴的な存在となったことを示すと同

時に、本市が世界の防災・減災の取り組み

の推進に貢献していく責務を負ったことを

認識させられる出来事となった。

東日本大震災から５年が経ち、震災復興

計画期間が終了する節目の年を迎えるにあ

たり、本市が持続可能な都市であるために

 
 

によるシンポジウム・セミナーと展示、被

災地スタディツアー、東北各地へのエクス

カーション等の多彩なプログラムを展開し、

延べ 万人を超える人々の参加を得て、そ

の目的を相当程度果たすことができた。ま

た、市民にとっても、仙台に居ながらにし

て、東日本大震災のみならず、世界各地の

さまざまな災害についての知見に触れ、改

めて防災・減災について考える契機になっ

たとともに、市民レベルの多様な発信は、

本市の強みである「市民の総合力による防

災」を象徴する出来事となった。

成果文書として、 年までの国際的な

防災の取組指針となる「仙台防災枠組

」が採択されたことで、「 」

が世界の防災分野における共通言語となり、

その後の国際的な議論において、「 」

が頻繁に言及されるようになるなど、国際

的な情報発信に向けた足掛かりとなった。

その一方で、被災自治体であり、同枠組の

採択都市として、これまで取り組んできた

防災・減災に関するさまざまなハード、ソ

フト事業をさらに強化するのはもちろんの

こと、会議開催を通じて培った国内外との

ネットワークを活用し、本市の取り組みや

復興の状況を、継続して国内外に発信して

いく責務を負うこととなった。

今後、あらゆる施策に防災と環境配慮の

視点を織り込む「防災の主流化」を図り、

市民の生活、経済活動の安全・安心や快適

性が高い水準で保たれている防災環境都市

づくりを進めるほか、国際会議の誘致の推

進や受入環境整備を通じて、コンベンショ

ン都市としての競争力強化に向けた取り組

みを進めることとしている。
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第２節 防災環境都市・仙台 

１．昭和 年「防災都市宣言」によるまち

づくり

本市のまちづくりは、空襲で灰じんに帰

した市街地の復興や、高度経済成長ととも

に表出した衛生、河川の浄化等への市民ぐ

るみでの取り組みにつながった昭和 年

の「健康都市宣言」、昭和 年の「公害市

民憲章」、昭和 年「広瀬川の清流を守る

条例」の制定など、都市環境への悪化に対

して市民を挙げて向き合い、「杜の都」とし

て住みよく良好な環境を作り上げてきた歴

史でもある。

昭和 年６月 日の宮城県沖地震の発

生は、このような本市の都市づくりに「防

災」の概念を盛り込む契機となった。それ

を象徴するのが、宮城県沖地震から１年後

の昭和 年６月に行った「防災都市宣言」

である。同宣言では、宮城県沖地震が市民

生活にかつてない打撃を与え、本市のみな

らず全国の都市に重大な警鐘を鳴らしたも

のであるとし、それまで本市が取り組んで

きた健康都市建設に防災都市づくりを加え、

「災害に強く一層安全な都市仙台をめざす」

ことが明記された。また、毎年６月 日を

「市民防災の日」と定め、さまざまな防災

対策・防災訓練を市民と協力して行うこと

にした。その後、平成９年３月に「仙台市

防災都市づくり基本計画」を作成し、これ

により、安全な都市構造や市街地空間の形

成、ライフラインの耐震化・防災化といっ

たインフラ整備に加え、自主防災組織の強

化・拡充や、６月 日の総合防災訓練の実

施、災害時における協力協定の締結などの

対策を進めてきた。

昭和 年には、宮城県沖地震の被害を契

機に建築基準法が改正され、新耐震基準が

盛り込まれた。本市では、この法改正以前

の旧耐震基準に基づいて建てられた建築物

に関する安全性の向上を促進していくこと

を目的に、平成 年４月に「仙台市耐震改

修促進計画」を策定し、住宅、一定規模以

上の民間建築物および市有建築物の耐震化

の促進を図ってきた（第 章第２節参照）。

２．しなやかで強靭な「防災環境都市・仙台」

へ

（１）震災復興計画での位置づけ 
東日本大震災は、「防災都市宣言」以降、

本市が取り組んできた安全な都市づくりの

想定をはるかに超えた規模の大災害であっ

た。

前述の建物耐震化など、これまで進めて

きた対策に一定の効果は見られたものの、

東北を中心とした東日本の各地に、複合

的・広域的な被害をもたらし、燃料の供給

の途絶、帰宅困難者の発生といった都市の

もつ脆弱性、および津波被害など都市がさ

らされている「災害の脅威」を浮き彫りに

した。

これらの経験と教訓を経て、本市では、

平成 年 月に策定した震災復興計画に

おいて、「新次元の防災・環境都市」を復興

の基本理念に掲げ、減災を基本とする多重

防御の構築や、エネルギー対策など環境政

策の新しい展開に向けた取り組みなどを多

様で幅広い市民力とともに推進していくこ

ととした。

（２）国連防災世界会議以降の取り組み 
平成 年３月には第３回国連防災世界

会議が本市で開催され、 年までの国際

的な防災の取組指針となる「仙台防災枠組」

が採択された。「 」が世界の防災・減

災の象徴的な存在となったことを示すと同

時に、本市が世界の防災・減災の取り組み

の推進に貢献していく責務を負ったことを

認識させられる出来事となった。

東日本大震災から５年が経ち、震災復興

計画期間が終了する節目の年を迎えるにあ

たり、本市が持続可能な都市であるために
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図表 防災環境都市・仙台 概念図

 
 

は、災害リスクを踏まえた強靭さと回復力

への備えと、環境都市への新たな価値とし

ての防災力の上乗せが不可欠であるとの考

えのもと、市民、事業者、地域団体、ＮＰ

Ｏ、大学ほか、地域の多様な主体とともに、

あらゆる施策の中で防災や環境配慮を主流

化し、市民生活や経済活動の安全・安心や

快適性が高い水準で保たれている「防災環

境都市・仙台」を目指していくこととした。

平成 年度には、こうしたこれからの本

市の方向性をけん引するため、まちづくり

政策局に防災環境都市推進室を設置した。

（３）３つの方向性 
「防災環境都市・仙台」の構築に向けて

は、「防災性」、「低炭素」、「快適性」を基本

要素とし、以下の３つの視点から各施策を

推進していくこととしている。

①防災環境「まち」づくり 
上下水道、ガス等のライフライン、イン

フラ等の防災性向上や劣化リスク軽減に向

けた取り組みや、津波被害を最小限に抑え

るためのかさ上げ道路、避難タワー等の多

重防御施設の整備を進める。また、平時に

おいては地球環境保全に資することができ、

災害時にはエネルギー源の確保により災害

リスクへの対応力を高められるよう、エネ

ルギー効率の高い分散型エネルギーの創出、

再生可能エネルギーの導入を図るとともに、

自然災害や気候変動のリスク低下に貢献す

ることも念頭に、低炭素づくりおよび資源

循環都市づくりを進める。

②防災環境「ひと」づくり 
日常的な防災教育や防災訓練などの機会

を通じて、子どもから高齢者までのあらゆ

る市民が「防災人」として自律的に行動で

きるための取り組みを進めるほか、地域と

行政が連携した本市独自の避難所運営の仕

組みづくりや、女性や若者、高齢者、障害

者など多様な市民の防災への主体的な参画

の促進を通じて、市民主体・コミュニティ

起点の防災対策を強化する。

③情報発信・ブランディング 
震災と復興から得られた経験と教訓を国

内外に発信し、世界規模での防災・減災の

推進に貢献するほか、防災環境都市として

の都市ブランドの形成を図り、多様な人材

交流やコンベンション等の機会の獲得に努

める。また、震災の記憶と復興への歩みを

継承し、将来の防災へ備えるため、メモリ

アル施設や地域モニュメントの整備を進め

るほか、多様な市民や団体等による取り組

みを促進するとともに、そのための場づく

りや活動の担い手づくり、仕組みづくりを

進める。
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図表 防災環境都市・仙台 概念図
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となり、また、県においても県下の総合調

整と他市町村への救助・支援に注力できる

ようになり、地域全体として一層迅速かつ

効果的な救助活動の展開が可能になると考

えられる。そうした観点から制度見直しを

求め、国に要望している。

（２）現物給付の原則 
災害救助法上は、現物給付の原則に沿っ

て運用されたことから、民間賃貸住宅を応

急仮設住宅として供与する際も、救助の実

施主体である県が現物としての住宅を借り

上げ、それを被災者に提供するという形を

取った（第３章第１節参照）。

そのため、入居に係る契約は、県と貸主、

借主である被災者（入居者）の三者契約と

なり、市町村が入居申し込みの窓口となっ

たため、事務手続きが非常に煩雑なものと

なった。震災では、本市職員はもとより、

他都市からの応援職員や外郭団体からの応

援なども加えて、大掛かりな体制を組んだ

が、平成 年９月頃までは、当該業務に関

して相当の事務量があり、他の復旧・復興

にあたるマンパワーにも大きく影響した。

借上げ民間賃貸住宅は、当初、本市の応

急仮設住宅の８割以上を占め、用地取得や

建設が不要で、居住性も高いことから、今

後の都市災害における標準的な対応になる

ものと考えられる。このようなことから、

被災者への迅速な応急仮設住宅の供与と事

務負担の軽減を図るため、家賃分の現金給

付等による救助を可能にするなど、現物給

付の原則を見直し、事務の簡素化に配慮し

た制度に改めることが、今後の災害に向け

た我が国の備えとして重要である。

 
（３）発災地主義 

発災地主義とは、「応急仮設住宅の供与は、

被災時に居住していた市町村の供与期間が

適用される」という災害救助法の運用を呼

称したものである。

今回の震災の特徴は、災害の甚大さと広

域性にあり、被災者の避難も自治体を越え

て行われた。発災地主義の考え方の下では、

例えば、図表 は、本市の復興がＡ町

よりも進んでいる場合で、本市被災者の供

与期間終了後は、Ａ町からの避難者だけが

本市の応急仮設住宅に残ることとなる。

確かに、被災した地元を離れた方がいず

れ地元に戻って再建したいと考えている場

合、供与期間が途中で切れることなく、継

続することは合理的な対応ともいえるが、

一方で、被災した地元を離れた方が本市で

再建を考えている場合、本市で被災し、本

市で再建しようとする方と同じ被災者であ

りながら、供与期間が異なることは、不平

等な取り扱いになっているともいえる。

図表 Ａ町からの避難者の場合 

 
 
また、図表 は、Ｂ町から本市に避

難し、本市の復興公営住宅に入居を希望し

ている場合で、Ｂ町の復興が本市よりも早

い場合、Ｂ町の供与期間は本市よりも早く

終了することになるが、本市の復興公営住

宅の入居がその期間内に開始しない場合、

Ｂ町からの避難者はいったん応急仮設住宅

から退去しなければならなくなる。仮に借

上げ民間賃貸住宅に入居していれば、新た

に家賃費用は発生するものの、二者契約に

切り替えた上で、そこに住み続けることは

可能だが、プレハブ仮設住宅や借上げ公営

住宅等に入居している場合は、そこから退

去し、別に居住先を探さなければならず、

救助の継続が必要と考えられる被災者であ

るにもかかわらず、不合理な対応になって

いるともいえる。

 

仙台市

Ａ町

仙台市の仮設供与期間

Ａ町からの避難者の仮設供与期間

Ａ町の仮設供与期間

供与期間に格差復興期間

復興期間

 
 

第３節 災害対応法制に関する提言 
 
１．災害対応法制と震災 

未曾有の被害をもたらした今回の震災は、

これまで大災害等の都度整備されてきた災

害時の法制度（災害対応法制）の問題点や

課題を浮き彫りにした。

南海トラフ地震や首都直下地震など、巨

大地震への備えが全国的に求められる中、

より実態に即した災害対策の枠組みが構築

されるよう、今回の震災における経験と教

訓を踏まえた国による災害対応法制の見直

しが急務である。

２．被災者支援制度 
罹災証明は、被災者からの申請により市

町村長が災害による被害の程度を証明する

ものであり、各種被災者支援制度の適用の

判断材料として幅広く活用されている。

罹災証明の被害認定において用いられる、

内閣府の定める「災害の被害認定基準」等

は、建物の被災のみを対象としている。当

該認定基準では、災害による損害割合が

で再建可能な住家も、津波により完全に流

失した住家も、同じ全壊扱いとなる。完全

に流失しない場合でも、家屋を修繕する場

合、津波被害を受けた住家とそうでない住

家では、一般的に前者の方が腐食の範囲や

被災規模が大きく、より多額の修繕費用が

かかる。また、持家世帯と借家世帯では、

財産被害の程度に大きな違いが生じるが、

被害認定においてその違いは反映されない。

さらに、本市においては、内陸丘陵部な

どで滑動崩落による宅地の被害が多く発生

したが、内閣府が認定基準を定めている建

物の罹災証明によっては、宅地自体の被害

の程度は証明されない。

以上のように、建物の罹災証明は、被害

実態を全て反映するものではないにもかか

わらず、災害救助法や被災者生活再建支援

法等に基づく多くの被災者支援制度におい

ては、罹災証明の結果によって支援が区分

される。支援の必要性や程度は必ずしも建

物被害に比するとは限らず、今回の震災で

は、被災者の被害の実態と支援レベルとの

間でミスマッチが生じるケースが数多くあ

った。被害実態に見合った支援が適切に行

えるよう、建物に係る被害認定基準の見直

しと、罹災証明と各種支援制度との関連付

けの在り方の整理が必要であるとして、国

に要望している。

３．災害救助法 
（１）指定都市の権限 

現行の災害救助法（平成 年３月 日

時点）においては、災害救助の実施主体は

都道府県知事とされ、市町村長はその補助

をするものと位置づけられている。そのた

め、政令指定都市が主体的な救助活動を行

う上で大きな制約が生じ得る状況にある。

今回の震災では、平成 年３月 日、

県から本市に対し、借上げ公営住宅等の供

与に関する一部事務委任がなされたが、こ

の際、プレハブ仮設住宅の供与のうち建設

に関する事務は委任されなかった。本市は

県に対し、プレハブ仮設住宅の建設に係る

事務委任を打診したが、県内全域のバラン

スを踏まえた広域的な対応が必要との観点

から委任は行われず、その結果、本市にお

けるプレハブ仮設住宅の必要戸数の建設に

時間を要することになった。その他、被災

者の意向を踏まえたプレハブ仮設住宅の仕

様（ひさしの設置・玄関の段差解消等）の

選定等においても、県との協議が必要で、

その実現にも一定の時間を要した。

政令指定都市は、災害救助を包括的に遂

行し得る組織力と専門性を有し、災害時に

は最前線で被災者対応に当たる役割を担う

実態にあることを考えると、政令指定都市

の市長が救助の権限を保有することが適切

である。これにより、政令指定都市は、主

体的・自立的に救助活動を行うことが可能
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となり、また、県においても県下の総合調

整と他市町村への救助・支援に注力できる

ようになり、地域全体として一層迅速かつ

効果的な救助活動の展開が可能になると考

えられる。そうした観点から制度見直しを

求め、国に要望している。

（２）現物給付の原則 
災害救助法上は、現物給付の原則に沿っ

て運用されたことから、民間賃貸住宅を応

急仮設住宅として供与する際も、救助の実

施主体である県が現物としての住宅を借り

上げ、それを被災者に提供するという形を

取った（第３章第１節参照）。

そのため、入居に係る契約は、県と貸主、

借主である被災者（入居者）の三者契約と

なり、市町村が入居申し込みの窓口となっ

たため、事務手続きが非常に煩雑なものと

なった。震災では、本市職員はもとより、

他都市からの応援職員や外郭団体からの応

援なども加えて、大掛かりな体制を組んだ

が、平成 年９月頃までは、当該業務に関

して相当の事務量があり、他の復旧・復興

にあたるマンパワーにも大きく影響した。

借上げ民間賃貸住宅は、当初、本市の応

急仮設住宅の８割以上を占め、用地取得や

建設が不要で、居住性も高いことから、今

後の都市災害における標準的な対応になる

ものと考えられる。このようなことから、

被災者への迅速な応急仮設住宅の供与と事

務負担の軽減を図るため、家賃分の現金給

付等による救助を可能にするなど、現物給

付の原則を見直し、事務の簡素化に配慮し

た制度に改めることが、今後の災害に向け

た我が国の備えとして重要である。

 
（３）発災地主義 

発災地主義とは、「応急仮設住宅の供与は、

被災時に居住していた市町村の供与期間が

適用される」という災害救助法の運用を呼

称したものである。

今回の震災の特徴は、災害の甚大さと広

域性にあり、被災者の避難も自治体を越え

て行われた。発災地主義の考え方の下では、

例えば、図表 は、本市の復興がＡ町

よりも進んでいる場合で、本市被災者の供

与期間終了後は、Ａ町からの避難者だけが

本市の応急仮設住宅に残ることとなる。

確かに、被災した地元を離れた方がいず

れ地元に戻って再建したいと考えている場

合、供与期間が途中で切れることなく、継

続することは合理的な対応ともいえるが、

一方で、被災した地元を離れた方が本市で

再建を考えている場合、本市で被災し、本

市で再建しようとする方と同じ被災者であ

りながら、供与期間が異なることは、不平

等な取り扱いになっているともいえる。

図表 Ａ町からの避難者の場合 

 
 
また、図表 は、Ｂ町から本市に避

難し、本市の復興公営住宅に入居を希望し

ている場合で、Ｂ町の復興が本市よりも早

い場合、Ｂ町の供与期間は本市よりも早く

終了することになるが、本市の復興公営住

宅の入居がその期間内に開始しない場合、

Ｂ町からの避難者はいったん応急仮設住宅

から退去しなければならなくなる。仮に借

上げ民間賃貸住宅に入居していれば、新た

に家賃費用は発生するものの、二者契約に

切り替えた上で、そこに住み続けることは

可能だが、プレハブ仮設住宅や借上げ公営

住宅等に入居している場合は、そこから退

去し、別に居住先を探さなければならず、

救助の継続が必要と考えられる被災者であ

るにもかかわらず、不合理な対応になって

いるともいえる。

 

仙台市

Ａ町

仙台市の仮設供与期間

Ａ町からの避難者の仮設供与期間

Ａ町の仮設供与期間

供与期間に格差復興期間

復興期間

－ 767 －

第
22
章

経
験
と
教
訓
の
発
信



 
 

第４節 記録誌

１．「東日本大震災 仙台市 震災記録誌～発災

から１年間の活動記録～」

東日本大震災の発災当初、本市は、神戸

市職員が持参した「阪神・淡路大震災 神

戸復興誌」をもとに、災害からの復旧・復

興への取り組み、市民の生活再建等、この

先直面する課題や、実施すべき取り組みに

ついて参考としていた。このため、災害時

における記録の重要性は、本市において強

く認識されており、震災復興計画において

も、 万人の復興プロジェクトに「震災

の記憶と後世に伝える」震災メモリアルプ

ロジェクトとして、本市の経験・知見を後

世に残す取り組みが位置づけられた。

本市では、平成 年度に約１年間をかけ

て、発災から１年間の復旧・復興の活動を

取りまとめ、５部構成、 章 ページか

らなる「東日本大震災 仙台市 震災記録誌

～発災から１年間の活動記録～」を編さん

した。平成 年３月 日に発刊し、全国

の自治体等へ発送したほか、市ホームペー

ジに掲載し、いつでも外部から閲覧が可能

となるようにした。また、その後、平成

年３月に本市で開催された第３回国連防災

世界会議関連事業において、来場者に冊子

やＤＶＤ版を配布したほか、震災記録誌を

活用した経験・教訓の発信に努めてきた。

写真 東日本大震災 仙台市 震災記録誌

（平成 年３月発刊）

２．本市が作成した記録誌

本市では、発災以降、全庁を挙げて復旧・

復興業務に取り組んでおり、それぞれの部

署において、取り組み状況をまとめたさま

ざまな記録誌を作成している。

以下は、その一部を抜粋したものである。

図表 本市が作成した主な記録誌（平成 年２月時点）

№ 書籍名 担当部署 発行

東日本大震災１年の記録 ともに、前へ 仙台 （※） 総務局広報課 平成 年３月

第３回国連防災世界会議

仙台開催実行委員会 活動報告書

まちづくり政策局

防災環境都市推進室
平成 年 月

東日本大震災における仙台市の商店・事業所の支援活動

事例集
市民局市民協働推進課 平成 年３月

被災者生活再建のための災害給付等実務報告書

「 東日本大震災」～震災から２年を経過して～
健康福祉局社会課 平成 年３月

仙台市精神保健福祉総合センターにおける震災後ここ

ろのケア活動のまとめ

健康福祉局精神保健福祉総

合センター
平成 年３月

 
 

図表 Ｂ町からの避難者の場合 

 

以上のように、災害救助法の発災地主義

の考え方は、合理的な面もありながら、不

合理な面もあることから、被災者の不平等

感を生み出しかねない問題もはらんでいる

といえる。

 
（４）応急仮設住宅間の転居  

災害救助法の運用上、応急仮設住宅間の

転居は認められていない。これは、国が災

害救助法の事務を定めている災害救助事務

取扱要領で示すように、「法による応急仮設

住宅への入居後は、一般的に法による救助

を必要とする状況は解消されたと考えられ、

法による救助は行われないのが通例」と考

えているためである。

しかし、第３章第３節で述べたように、

本市被災者の応急仮設住宅の供与が終了し、

特定延長対象者も含め、平成 年 月に

は、本市被災者のほとんどがプレハブ仮設

住宅から退去する見通しとなっており、市

内のプレハブ仮設住宅には、他市町村から

の避難者数名程度が入居する状況となって

いる。

プレハブ仮設住宅の集約については、学

校や職場、病院などへの通学等が困難にな

る生活圏の変化や、長期間の使用に伴うプ

レハブ仮設住宅の劣化による住環境の悪化、

住宅の補修など維持管理費用の増加等、プ

レハブ仮設住宅の集約にも課題が多い。

本市では、プレハブ仮設住宅入居者に対

し、その解消のため、借上げ公営住宅等へ

の転居を勧奨しているが、借上げ公営住宅

等もいずれは返還等をしなければならなく

なる。

応急仮設住宅の供与が終了する市町にお

いて、他市町村からの避難者のみが残るプ

レハブ仮設住宅や借上げ公営住宅等の早期

解消・返還を図る観点や、避難生活におけ

る安全・安心を確保する観点などを考慮す

ると、プレハブ仮設住宅等に入居する被災

者について、借上げ民間賃貸住宅への転居

を限定的に認めるよう運用を見直すことは

必要である。

 
４．災害援護資金貸付制度の課題 
災害援護資金とは、東日本大震災により、

世帯主が重傷を負った、または、住居・家

財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定

の所得に満たない世帯に対し、住居の建

設・購入、修繕等、震災による損害を回復

するための資金（最高限度額は 万円）

を貸し付けるもので、被災日（平成 年３

月 日）現在で、仙台市内に居住していた

世帯が対象となる（世帯人数により所得制

限あり）。

東日本大震災における特例措置として、

受付期限が平成 年度末とされているほ

か、貸付要件や返済条件についても一部緩

和措置が講じられている。貸付実績として

は、平成 年度末までの貸付済件数は

件で、貸付済金額 億 万円

となっている（第９章第２節参照）。

自治体に対する国貸付金の償還免除につ

いて、被災者の死亡または著しい障害で返

済不能となった時に限定され、自己破産等

で回収不能となる事案が生じた場合であっ

ても認められていない。本件については、

指定都市市長会等を通じて、自治体の負担

が生じないよう見直しを要請しているが、

平成 年３月 日時点で見直しされてい

ない。

仙台市

Ｂ町

仙台市の仮設供与期間

Ｂ町からの避難者の仮設供与期間

Ｂ町の仮設供与期間

空白期間

復興期間

復興期間

仙
台
市
の
復
興
公
営
住
宅
の
入
居
開
始
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第４節 記録誌

１．「東日本大震災 仙台市 震災記録誌～発災

から１年間の活動記録～」

東日本大震災の発災当初、本市は、神戸

市職員が持参した「阪神・淡路大震災 神

戸復興誌」をもとに、災害からの復旧・復

興への取り組み、市民の生活再建等、この

先直面する課題や、実施すべき取り組みに

ついて参考としていた。このため、災害時

における記録の重要性は、本市において強

く認識されており、震災復興計画において

も、 万人の復興プロジェクトに「震災

の記憶と後世に伝える」震災メモリアルプ

ロジェクトとして、本市の経験・知見を後

世に残す取り組みが位置づけられた。

本市では、平成 年度に約１年間をかけ

て、発災から１年間の復旧・復興の活動を

取りまとめ、５部構成、 章 ページか

らなる「東日本大震災 仙台市 震災記録誌

～発災から１年間の活動記録～」を編さん

した。平成 年３月 日に発刊し、全国

の自治体等へ発送したほか、市ホームペー

ジに掲載し、いつでも外部から閲覧が可能

となるようにした。また、その後、平成

年３月に本市で開催された第３回国連防災

世界会議関連事業において、来場者に冊子

やＤＶＤ版を配布したほか、震災記録誌を

活用した経験・教訓の発信に努めてきた。

写真 東日本大震災 仙台市 震災記録誌

（平成 年３月発刊）

２．本市が作成した記録誌

本市では、発災以降、全庁を挙げて復旧・

復興業務に取り組んでおり、それぞれの部

署において、取り組み状況をまとめたさま

ざまな記録誌を作成している。

以下は、その一部を抜粋したものである。

図表 本市が作成した主な記録誌（平成 年２月時点）

№ 書籍名 担当部署 発行

東日本大震災１年の記録 ともに、前へ 仙台 （※） 総務局広報課 平成 年３月

第３回国連防災世界会議

仙台開催実行委員会 活動報告書

まちづくり政策局

防災環境都市推進室
平成 年 月

東日本大震災における仙台市の商店・事業所の支援活動

事例集
市民局市民協働推進課 平成 年３月

被災者生活再建のための災害給付等実務報告書

「 東日本大震災」～震災から２年を経過して～
健康福祉局社会課 平成 年３月

仙台市精神保健福祉総合センターにおける震災後ここ

ろのケア活動のまとめ

健康福祉局精神保健福祉総

合センター
平成 年３月
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№ 書籍名 担当部署 発行

区役所が体験した避難所運営～その課題と提案～ 宮城野区区民生活課 平成 年 月

“ 東日本大震災”の経験から～次に備えて～ 宮城野区公園課 平成 年３月

ＦＭ 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 蒲生 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 岡田 宮城野区まちづくり推進課 平成 年 月

未来に伝えたいふるさと 港 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 西原 宮城野区まちづくり推進課 平成 年９月

未来に伝えたいふるさと 和田 宮城野区まちづくり推進課 平成 年 月

未来に伝えたいふるさと 町蒲生 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

東日本大震災―若林区の記録 若林区総務課 平成 年８月

若林区における避難所運営と公衆衛生活動の記録 若林区管理課 平成 年３月

ふたつの郷

言の葉で紡ぐ六郷・七郷の「新・地域誌」 （※）

六郷・七郷コミネット

若林区まちづくり推進課
平成 年３月

東日本大震災太白区の記録 太白区区民生活課 平成 年３月

平成 年３月 日東日本大震災 秋保総合支所班の対

応記録
太白区秋保総合支所総務課 平成 年３月

仙台市泉区・町内会長インタビュー 町内会は震災にこ

う対応した！
泉区まちづくり推進課 平成 年３月

東日本大震災における消防活動記録誌 （※） 消防局総務課 平成 年３月

東日本大震災 仙台市水道復旧の記録 水道局総務課 平成 年６月

東日本大震災の記録 交通局総務課 平成 年７月
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東日本大震災における被災者への保健活動 集約集

平成 年３月 日～平成 年３月 日までの活動の

記録

健康福祉局健康政策課 平成 年９月

平成 年度東日本大震災における被災者への保健活動

集約集
健康福祉局健康政策課 平成 年８月

平成 年度東日本大震災における被災者への保健活動

集約集
健康福祉局健康政策課 平成 年７月

平成 年度東日本大震災における被災者への保健活動

集約集
健康福祉局健康政策課 平成 年６月

平成 年度東日本大震災における被災者への保健活動

集約集
健康福祉局健康政策課 平成 年７月

震災後の子どものこころのケア実施報告書 子供未来局子育て支援課 平成 年３月

東日本大震災における震災廃棄物処理の記録 環境局総務課 平成 年３月

農を拓く、食を創る

仙台市農業の復旧・復興の取り組み
経済局農政企画課 平成 年 月

農の新風、ここに興る

仙台東部地域 農業復興の記録
経済局農政企画課 平成 年３月

未来の農をこの地に

仙台東部地域 農業復興の記録
経済局農政企画課 平成 年３月

外国人に関する震災記録集 文化観光局交流企画課 平成 年３月

東日本大震災

～都市整備局の活動記録～
都市整備局総務課 平成 年３月

東日本大震災における営繕業務活動記録 都市整備局営繕課・設備課 平成 年１月

分譲マンション 防災マニュアル作成の手引 都市整備局住宅政策課 平成 年１月

東日本大震災の教訓 都市整備局建築審査課 平成 年４月

公園・河川等に関する東日本大震災の災害記録 建設局百年の杜推進課 平成 年３月

東日本大震災における

仙台市下水道の復旧・復興の記録
建設局経営企画課 平成 年３月

仙台市南蒲生浄化センター応急仮復旧処理施設 建設局南蒲生浄化センター 平成 年９月

仙台市南蒲生浄化センター災害復旧工事 建設局南蒲生浄化センター 平成 年８月
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区役所が体験した避難所運営～その課題と提案～ 宮城野区区民生活課 平成 年 月

“ 東日本大震災”の経験から～次に備えて～ 宮城野区公園課 平成 年３月

ＦＭ 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 蒲生 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 岡田 宮城野区まちづくり推進課 平成 年 月

未来に伝えたいふるさと 港 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

未来に伝えたいふるさと 西原 宮城野区まちづくり推進課 平成 年９月

未来に伝えたいふるさと 和田 宮城野区まちづくり推進課 平成 年 月

未来に伝えたいふるさと 町蒲生 宮城野区まちづくり推進課 平成 年３月

東日本大震災―若林区の記録 若林区総務課 平成 年８月

若林区における避難所運営と公衆衛生活動の記録 若林区管理課 平成 年３月

ふたつの郷

言の葉で紡ぐ六郷・七郷の「新・地域誌」 （※）

六郷・七郷コミネット

若林区まちづくり推進課
平成 年３月

東日本大震災太白区の記録 太白区区民生活課 平成 年３月

平成 年３月 日東日本大震災 秋保総合支所班の対

応記録
太白区秋保総合支所総務課 平成 年３月

仙台市泉区・町内会長インタビュー 町内会は震災にこ

う対応した！
泉区まちづくり推進課 平成 年３月

東日本大震災における消防活動記録誌 （※） 消防局総務課 平成 年３月

東日本大震災 仙台市水道復旧の記録 水道局総務課 平成 年６月

東日本大震災の記録 交通局総務課 平成 年７月
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東日本大震災復旧の記録 ガス局経営企画課 平成 年１月

ガスを届ける止まらぬ思い

東日本大震災 復旧・復興への決意
ガス局経営企画課 平成 年３月

東日本大震災への対応等に関する報告書 仙台市立病院総務課 平成 年２月

仙台市児童生徒の心のケア実践記録

～東日本大震災後の３年間の取組～
教育委員会教育相談課 平成 年３月

がつ にちをわすれないためにセンター活動報告冊子

がつ にちをわすれない

ためにセンター

（教育委員会生涯学習課）

平成 年２月

東日本大震災の記録－ をわすれないために－
せんだいメディアテーク・

仙台市民図書館
平成 年２月

（※）有償頒布物
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